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この報告書 は、 日本 自転車振興会か ら競輪収入

の一部 である機械工業振興資金の補助 を受け て昭

和62年 度 に実施 した 「市民生活におけるデータ コ

ミュニテ ィ構築 の方策 に関す る研究」 の成果 を と

りま とめた ものであ ります。



は じ め に

この調査研究報告書 は、当協会が システムズ ・アナ リス ト・ソサエテ ィに調査委託

した 「市民生活におけ るデータコ ミュニテ ィ構築の方策 に関する研究」の成果を とり

まとめた ものであ る。

これまで都市および農村 において成立 していた地縁 ・血縁 による従来の コ ミュニテ

ィは変質 し、新たな コ ミュニ ティの動 きがみえて きた。 例えば、地域の祭 の復活、 ボ

ランテ ィア活動への参加、サ ラ リーマンの勉強会への参加等の動 きがあ る。

一昨年度、昨年度の報告書 においては、 こうした動 きをふまえたうえで、 データコ

ミュニティを提 案 し、 データコ ミュニテ ィを支え る条件 を整理 して きた。

今年度 は、 これまで2年 間にわ たって蓄積 して きた研究成果の うえに立 って、同 ソ

サエテ ィ内に中井浩氏を委員長 とす る 「データコ ミュニ テ ィ研究委員会 」を引 き続 き

設置 し、データ コ ミュニテ ィの構築の方策を課題 に取 り組む ことに した。特に本年度

は、最終年度 にあたるため、データコ ミュニテ ィ実現の方策 につ いて整理 した。

本報告書の構成 は3つ に分 かれ る。

まず、第1章 は 「データコ ミュニテ ィの萌芽」であ り、情報化社会 におけ るデータ

コ ミュニテ ィの萌芽の背景を、個人 と企業 との関係、個人 と家族 との関係か ら探 った。

第2章 は 「イ ンフラス トラクヂュア としてのネ ッ トワー クの歴史的変遷」であ る。

ここでは、郵便、交通、物流、金融の面か らネ ッ トワー ク形成の変遷 をたどり、ネ ッ

トワーク形成 に必要な条件 を整理 した。

第3章 は 「データコ ミュニティ構築の方策」である。 ここで私達の考え るデー タコ

ミュニテ ィの定義を行 い、 データコ ミュニテ ィの実現の方法を検討 してい る。

ここに報告書を とりま とめるに際 して、 ご協力を頂 いた委員及び関係各位 に厚 く感

謝す るとと もに、あわせて本研究成果が、何 らかの意味において新 たな局面での情報

処理技術 の発展 に役立 ち得れば幸 に存ず る次第で ある。

昭和63年3月
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第1章 デ ー タ コ ミ ュニ テ ィの萌 芽

1.1情 報化社会の歴史 的位置付け

1.1.1コ ミュニテ ィに関す る議論

昨年度 、あるいは一 昨年度のデータコ ミュニティの報告書 において も、 データ

コ ミュニテ ィを社会学 の コミュニテ ィ論か ら展望 し議論を展開 した。 ここで は、

その整理 を試みたい。

いずれの場合で もそ うであ るが、 コ ミュニテ ィに関 して も社会学者によ って、

その理解 するところは一様で はない。 ただ し、 コミュニティの元の意味は、 マ ッ

キーヴァーの いうr精 神 的統一一・一体 』が定説であ る。 しか し、 コミュニテ ィ論 を展

開す るにあたって は、後で述べ る都市化の現象が大 きな影響を及ぼ し、定義 の限

界 に突当た って しまうために、その意味が 自己増殖 し、派生的な内容を も包含す

るよ うにな って きた。

ヒラ リーは コミュニテ ィに関す る94に お よぶ定義を分析 し、 コ ミュニテ ィの要

素を社会的相互作用、地域性、共 通の絆の3っ に絞 りこんだ。 これを元に久留米

大学の金子勇助教授 は共著書rコ ミュニ テ ィの社会設計』の中で、社会的相互作

用を関係、地域性を生活環境、生活圏、物財施 設、共通の絆 を意識 と して転換 し、

社会学的な コ ミュニテ ィ論を図表1-1-1の よ うに整理 している。
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図表1-1-1研 究対象 と研究方法

研 究 対 象

物 財 関 係 意 識.

1.地 域 性の有無、内 1.イ ン フ ォ ー マ ル 集 1.主 体 的 コ ミュ ニ テ

記 容 団 イ意識

研 2.生 活環境 (友人、親戚、近隣) 2.コ ミ ュニ テ ィ性

述 3.社 会的共通資本の 2.フ ォ ー マ ル 集 団 3.コ ミ ュ ニ テ ィ

的

共有 と共用

4.生 活 圏、社会圏

(自動参加と

自由参加)

モ ラ ル

[ノル ム

究 3.権 力構造

1.地 域(ま ち)つ く 1.自 由 ・個人主義に 1.孤 独 、 不 安 、 疎

規 りの理念 根ざす自律的秩序の 外 、 ア ノ ミー か らの

方 2.生 活環境悪化克服 形 成=コ ミュ ニ テ ィ 脱出手段

の処方箋 の形成 2.連 帯性、一体性 の

範 3.生 活優先の シンポ 2.住 民運動 ・参加 を シンボル

ル 媒介す るコ ミュニテ 3.親 密性、友愛性の

法 4,計 画論(狭 義) イ形成 シンボル

的 3.自 治 、 参 加 、 連

帯 、共同、 自立の シ

ンボル

「コミュニティの社会設計」金子勇ほか有斐閣選書 昭和57年
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われわれが これ まで議論 して きたデー タコミュニ テ ィは、まさに都市化現象に

よ って本来使われて きた定義が、 あてはま らな くなって きた結 果登場 したコ ミュ

ニテ ィであ るといえ よう。すなわ ち、 コ ミュニテ ィの三要素が ヒラ リーの いう社

会的相互作用 、地域性、共 通の絆である とすれば、われわれの デー タコ ミュニテ

ィは少な くとも地域性の超 越を前提 としてい る点で、伝 統的な コ ミュニテ ィの要

素三っの うちの一つを否定 してい ることにな る。

このよ うなコ ミュニテ ィはおそ らく社会学 的には コ ミュニテ ィではな く、家族

や アソシエーシ ョンと同類 の集団であると見 るのであろ う。社会学での コ ミュニ

テ ィ論 の中核 に関 して、東京大学の大森彌教授は政治学者、神 島二郎のr群 化社

会』を引用 している。 このr群 化社会』 とは、農村の持 つ息苦 しい拘束によ って

蓄積 され た抑圧 を払拭す る自由、乱費 ・奢修、そ して不安定性 が形成要素になっ

ている。r群 化社会』 は都市化現象によ って生まれた戦 後の都市その ものを指 し

ている。 また、 この都市の 自律 的な形成能力が著 しく劣 っている点に着 目 した も

のであ る。

そこで、社会学 におけ るコ ミュニテ ィ論 は、戦後のわが国に とどま らず、世界

中で生 じている都市化現象 に注 目 して、新たな共通の絆 、新 たな社会的相互作用 、

新 たな地域性 のあ り方を追究するのである。 もう一つの アプローチは、 この 自律

的な形成能力 を喪失 した群化社会 と統治の手段 としての コ ミュニテ ィという側面

か ら展望 した ものであ る。すなわ ち、群化社会の構成員である都市住民の 自治の

可能性 である。

デー タコ ミュニテ ィの概念 は、 これ らの既に成 された社会学的なアプローチを

越えた、一つの予測的な コ ミュニテ ィのモデルを提唱 しているわけであ り、 しか

も標題の示す通 り市民生活 に目を据え たアプ ローチを試 みようと しているのであ

る。 さ らに、近年 の情報通信技術の発展によ って促され た、情報化社会が もた ら

す様 々な影響を織込んで い こうと して いる。 この点にっいて は、次項で述べ るこ

とにす る。

勿論、地域性が従来の コ ミュニテ ィ論の柱 を成 してお り、行動圏が限 られてい

た社会や時代において は、 コミュニティにおける地域性 の占あ る比重 は相 当高か

った といえよ う。 しか し、交通機関の発達 や情報通信技術の発展によ って、居住
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地 における属 性 が低下 してい ることも事実である。依 然 として地域性が コ ミュニ

ケー ションを深め る最 も手近 な要素であることは間違いない し、それか ら逃れよ

うがないことも事実だが、われわれ は、それ以外の コミュニケーシ ョン手段が大

き く伸長 したことの所産がデー タコ ミュニテ ィの誕生 につなが って いると考え る

ので ある。

1こ1.2情 報の民主化 とコミュニティ

情報化社会に関する議論は、1960年 代にすでに端を発 している。 しか し、この

・ときに議論は、背景としてそれを裏付ける技術がなかったために、抽象的で未来

指向の展開となった。 しか し、最近各方面で活発に論 じられている情報化社会論

は、すでに市民 レベルにおいて情報化社会を論 じることができるほど、可視的な

(visible…,)動きがその背景にある。 したがって、そのタイ トルも単に情報社会

ではなく、高度情報化社会あるいは高度情報社会とうたわれる場合が多い。

元通商産業審議官の天谷直弘氏は、情報がかってないほど価値を持つこの社会

を、情報の民主化と表現 している。戦後の物中心の社会では、物すなわちハー ド

がもたらす多様な形態をもっ情報は、きわめて理解 しやす く馴染みやすいもので

あり、その伝播速度は速いといえる。一方、情報すなわちソフ トはマスメァィア

に乗りやす く、速いように考えられるが、実際は人間の持つアクセタビリティが

保守的である点も手伝 って、意外に遅いのである。物が氾濫する時代を迎えて、

情報を流通させる情報通信メディアが発達した現在、のハー ドとソフ トの整合性

にギャップが生 じてきたという見方である。

19世紀の英国では、 ジェームズ ・ワットによって蒸気機関が発明された。その

頃の英国はその大発明を受け入れる人間を含めるソフ トが豊富に存在 していた。

蒸気機関というハー ドとそれを受容するソフ トがマッチして、英国は産業上大い

に活況を呈 し、それが産業革命に結びついたといえよう。

20世紀前半の米国では、内燃機関、電気を利用 した数々の発明が成された。こ

れはハー ドの成果である。内燃機関はフォー ドによってT型 フォー ドという車で、

現在これだけの大衆輸送手段である車へと結び付いたのであった。これは、民主

主義というソフ トが背景にあったために内燃機関というハー ドが文明の発達を促
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したと見ても良いであろう。

このように、ハー ドとソフ トがうまく整合すると、ハー ドは見事に普及 し、誰

もが手にいれて誰もが使える手段 となる。それでは、情報化はわれわれに何をも

たらすのであろうか。天谷氏は次の5っ の項目に整理 している。

① 作業機械の情報化

② 情報生産性の飛躍的向上

③ 情報の所有と利用の民主化

④ 労働形態の変化

⑤ 価値の変化

①の作業機械の情報化はいうまでもなく、すでに製造業に大 きなインパク トを

与えている。労働力、原材料、エネルギーの投入量が低下 しているにもかかわら

ず、製造業の生産性は飛躍的に向上 している。従来、工場は人で溢れていたが、

現在は無人化が進行 し、工場内にはほとんど人影は見えず、生産を管理するコン

ピュータのオペレーションに携わる人のみが働いている。

②は計算能力、通信能力などがテクノロジーの発達で飛躍的に伸び、新 しい加

工情報を含めて情報の生産性が向上 したといえよう。

③がもっとも重要なポイン トであるが、情報化によって従来一部の人にのみ開

放されていた情報が、一般の人々にも入手できるようになったのである。つまり、

情報は誰でもが自由に使えるようになったのである。 これは、あたかもフォー ド

によって内燃機関が自動車 という形で一般の手に入るようになった現象 と酷似 し

ている。

④は①～③の結果でもあるが、工場で労働 していた多 くのブルーカラーが、研

究、設計、開発、企画など知的作業を行うゴール ドカラーへと変化 していく姿を

指 している。

⑤は人々のライフスタイルの変化をも包含 した、価値観の変化である。食べる

ための時代、Toeatの 時代から生活を楽 しむ時代、Toliveと は自分の頭で考え、

自分の心で感じ、人の心を理解する時代であるといえよう。これによってライフ

スタイルが変化 し、産業構造 も変化 してくる。

コミュニティははじあに述べたように、社会学的にみると地域性、社会的相互
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作用、共通の絆が重要な要素にな っている。 この うち地域性は 日々の生活 に関わ

る要素で あるが、上記のよ うに情報化の時代 にあ っては、単に近 隣に生活 して い

るとい う一点だけで、 それが コ ミュニテ ィの大 きな要素で あるとはいえな くな っ

て きている。た とえ、 この地域性が相変わ らず コ ミュニテ ィの要素であると して

も、 それ以外の社会的相互作用や共通の絆の役割が大 き くな って くれば、従来の

コ ミュニテ ィの イメージは変貌を遂げざるを得ない。

む しろ、現在 のわが国の大都市圏 において は、郊外 と都心を直結す る交通機関

の発達などによって、買物や外出などの従来生活の中心であ った行動が、都市で

営 まれ る結果 を導 いてい る。 したが って、地域性 を全面 に打 出 した地域づ くりな

どは、 コミュニテ ィの在 り方 とは、生活 とは離れた別個の動 きを成 しているとも

いえ る。 これが、われわれが従来の社会学 的アプ ローチ とは異な ったデー タコミ

ュニテ ィとい う概念を とる所以で もある。

1.1.3都 市化のコミュニティ

α)都 市化の生活空間

前項では情報化とコミュニティにっいて触れたが、ここでは人間が構成する

コミュニティが時代とともにどのような変遷の過程を辿って きたかを見ていく。

都市化の現象は戦後のわが国特有の現象というわけではない。昨年の報告書で

も述べた通 り、都市は直接生活に必要な食糧を生産する人以外の人を生み出す

ところである。

したが って、凶作や卓越で生活が成立たなくなると、都市へ流れて食糧の生

産以外で収入を得ようとする6一 方、都市には多 くの人が集まって くるので、

それらの人を対象にして楽 しませる機能が生まれて くる。劇場、博物館、美術

館などがそれである。 これ らがまた人を引付ける。この一連の農村から都市へ

の人口の流入は、向都離村 とよばれており、世界中に生 じた共通の現象であっ

た。この動 きは、一国の中にとどまるものではな く、世界中の大都市は、世界

中の国か ら国境を越えて人口を吸収 している。

都市化の進行がコミュニティにどのような影響を与えているかは、社会学的

なコミュニティ論においても大きなテーマになっている。昨年度の報告にもあ
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るように、名古屋大学の月尾嘉男助教授によると、都市はr食 糧生産に従事 し

ない人間を含む人間の集団が一定の場所に生活 している現象』である。現代の

大都市もその都市の中で主として食糧を生産 しているのではな く、都市外部か

らの供給に依存 している。京都大学の米山俊直教授は都市生活の最 も特徴的な

点は、その生活基盤が都市以外の生活に依存 している点であることを指摘 して

いる。都市では加工的な生産は行われるものの、原料の生産は行われない。都

市で生産されるものは、古 くか ら神権都市の神託や王権都市の勅令、商業都市

の取引契約書など、一貫して情報であったという。すなわち、食糧など原材料

を消費 して情報を生産するところが都市であるといえよう。

データコミュニティは情報化社会の、そして都市化現象の所産であり、その

行 く末を描写 しているのである。地球規模の都市化現象は今世紀に入って始ま

ったものであり、人間の歴史に比べればきわめて最近始まった現象である。生

活を営むために土地を縛 られてきた人間の生活が、徐々に移動性を帯びてくる

と、それまでコミュニティの基盤と考えられてきた土地とは切 り離されて、全

く別のコミュニティの概念が生まれて くるのは、む しろ自然な成 り行きである

と考えて良かろう。

(2)デ ータコミュニティの形成

都市化現象そして、情報化社会の到来とともにコミュニティの概念が変化を

遂げることは自然の成り行 きであるが、それではコミュニティの概念が過去、

どのように変わってきたかを振 り返ってみたい。 、

人間は社会的な動物であると言われている通 り、人間の生活は多種多様な人

間のっながりの中で営まれている。人は社会の中で生か し、生かされているの

である。その最 も根源的な人間のっながりが親子兄弟で始まる血縁である。原

始社会ではこの血縁が社会そのものであった。 しか し、狩猟や農耕の技術が確

立されて定住が始まると、その定住する地域に集まる親族同士が新たな社会を

構成するようになる。この段階ではその地域に定住する人々が大きな社会であ

り、血縁はその社会を構成する最小単位となる。この大きな社会は食糧の生産

を共同で行うので、村落共同体として強い結びつきを持 っている。
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やがて、食糧を直接生産 しない都市が芽生えて くる。この都市生活者は共同

で生活を しない。それぞれ分業が進み、都市を構成する都市生活者の社会は、

自分が居住する地域との結び付きば従来ほど強いものではな くなる。 しかし、

近隣の住民とは互いに親 しくなり、助合 う関係としての地域社会を構成する。

これらは地縁とよばれてお り、この地縁と血縁は人類の社会を構成する基本 と

なる。

人間のつながりはこのようにして拡大 し、次第に親子兄弟に代表される血縁、

近隣の人々に代表される地縁以外の縁で結ばれる関係が多様に築かれて くる。

京都大学の米山教授は、この血縁、地縁以外の縁を社会的な縁として社縁 とよ

んでいる。われわれは、最 もわれわれに身近な縁である、企業、会社を中心と

した縁を独立 して取り上げたい。

言うまでもなく、戦後のわが国では1960年 代半ばか ら70年代始めまでは高度

経済成長の時代であった。この時期には"モ ーレツ"社 員を象徴する企業への

献身的な忠誠が実践された。すなわち、生活維持手段である労働の中心が血縁、

地縁か ら会社に移 った現象であると見ることができる。生活の中心が地域や家

族から会社へと著 しく傾いたのであった。これ も社縁の一部ではあるが、わが

国のコミュニティ形成の過程を成す、大きな要因と考えたい。生活のほとんど

が会社の人々との時間に費やされる。そのたあに、当然地域や家庭の縁にまで

影響を及ぼ し、地縁、血縁が崩壊する現象まで生じさせて しまう。

この会社の縁 も、生活維持にゆとりができ、より豊かな社会になると、そこ

からの離脱が目立 ってきた。働き過ぎへの反省とともに、ゆとりや豊かさを味

わおうとする人々が増えてきたのである。ここでようやく個人の欲求を満足さ

せる個人中心の縁を求ある動きが表に出てきた。会社、地域、家庭では満たせ

ない個人の欲求を満たす様々な場が登場 してきたのである。この場がわれわれ

がデータコミュニティとよぶコミュニティなのである。この広義のデータコミ

ュニティには、地域、血縁、趣味のサークル、勉強会、同窓会など多種多様な

縁が存在する。どの縁を生活の中心に置 くかは個人の自由なのである。

また、狭義のデータコミュニティは従来存在 しなかったコミュニティの誕生

である。 これはまさしく情報通信技術というコミュニケーションの手段が もた
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らした コミュニテ ィで ある。 この典型がパ ソコン通信である。 この コ ミュニテ

ィは誰 もが 自由に、何時で も出入 りできる関係を特徴 と してお り、パ ソコンと

電話 さえあればよい。従来の縁が生活 と密接なっなが りを持 ってお り、 きわめ

て閉鎖的な縁であ ったの とは対照的な存在である。 これ らの関係を図表1-1

-2に 図示 した。

交通手段の発達、情報化 によって情報の伝達速度が飛躍的に高 まり、生活行

動 圏がかって に比べて大 きく広が った時代 には、個人 の欲求 に応え る多様な縁

がなければな らな い。 われわれ はこれに対す る答 こそがデー タコミュニ ティで

あ ると考え るのであ る。

〈参考文献 〉

○ 「コ ミュニ ティの社会設計」金子 勇、奥 田道大、大森彌、越智昇、梶 田

孝道 有斐閣選書 昭和57年

○ 「同時代の人類学 」米 山俊直NHKブ ックス 昭和56年

図 表1-1-2コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 遷
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1.2個 人と企業の関係

1.2.1企 業環境の変化 と新たな課題

日本経済の戦後の目覚ま しい発展は、企業社会の繁栄の時代といって も過言で

はない。日本経済の牽引力の源は、企業成長であったし、ある意味では社会の秩

序を形成 してきたのも企業であった。マイ ・ホームやマイ ・カーを手に入れるこ

とができるの も企業のお蔭であった。言わば、高度経済成長時代は企業成長が個

人の物的消費力の増大をもたらした時代であった。そ して、戦後40年余りの間に

我が国の国民一人当たりのGNPは 、世界の頂点を極めた。

しかしなが ら、企業環境にもさまざまな変化が出始めている。まず第一に、人

件費が世界一高い状況下で、高度経済成長時代の企業成長力は維持 し得ないであ

ろう。製品の生産は海外で現地化するであろうし、外国人労働者の日本への参入

も激化 してい くであろう。企業の繁栄=国 民一人ひとりの所得の増加という図式

はもはや描けなくなりっっある。次に、高齢化の急速な進展が挙げられる。 これ

は、同時に若い労働力の相対的減少を意味 しており、労働集約企業の成長は今後

期待 しにくいことを示 している。かってのように、企業に従事することで生活が

保証されるいう確信はできない。これらのことから言えることは、終身雇用制度、

年功序列制度、退職金制度に代表された企業の姿 ・強さはもはや終焉を迎えよう

としていることである。社会の中で、家庭の中で企業に対する地位 ・意識感が相

対的に低下 しっっあるといえるのではないだろうか。もはや、企業が絶対 といつ

時代は終わったといえる。

一方、企業の側では経営の多角化、あるいは新規事業開発といった新規分野へ

の参入を強化しようとする動きが顕著である。本業以外の経営の柱を育てようと

する動きは、従来のピラ ミッド型組織から分社化 ・子会社化を強化 したグループ

経営型の組織へとシフ トさせる。スケール ・メリット追求型の経営からスコープ

・メリット追求型の経営(広 範な領域で、多数の利益源を確保する経営)へ と経

営の転換を図っている。これらのことは、企業にとって従業員一人ひとりの適性

評価や従業員か らの希望を募って配員計画を立てる、あるいは必要な能力を専門

的に学ばせ るなど個人の資質を考慮 した人事制度の重要性をますます増加させて

いると言える。企業にとって、情報収集能力は経営の基本的要件であるが、新規
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市場に関する情報など従来の情報網では対応できない情報 も多くなっている。組

織的に対応で きない情報は、個人的な情報スキルに頼 らざるを得ない。これは、

企業にとって個人の資質 ・能力が必要になる場面が今後ますます多 くなることを

物語 っている。また、経営の多角化の他、情報技術を駆使 して企業内の業務効率

向上を図るため企業内情報 システム構築に力を入れようとする企業 も多い。最近

話題になっているファシリティー ・マネジメン トもそのひとっであるが、個人の

キャリア ・実績、等級、年俸に応 じて執務スペース、付帯設備などが決定される

仕組みとなっている。 これは、個人に関するさまざまな情報が一元化された状態

で管理され、個人にとっては自己をアピールする材料となるし、企業にとっては

個人を正当に評価 ・判断する道具ともなっている。従来のように、スケール ・メ

リットを追求する時代には、均質で真面目な労働力が豊富に必要であったのに対

し、現在はむ しろ個性豊かな人材が求められており、経営的にも個人の資質を生

か した経営人事が重要となっている。経済同友会がまとあた 「62年度企業白書」

では、如実に人事制度の転換を訴えた形となっている。 日本企業が創造性、独自

性を持つには専門職の育成が必要 と指摘 し、年俸制度の導入を提案している。日

本企業の成長をこれまで支えできた年功的な平等主義の人事制度に対 して も 「個

性の強い人間を排除し、創造性、変革の芽を摘み取る」と批判 し、価値の多様化、

異能の人材の育成、異分野への進出を妨げると警告 している。

以上のことを総括すれば、企業成長の限界によって、社会的に企業の価値 ・信

用力が低下 しているといえる。むしろ、企業にとっては企業活力を維持 していく

上で、個人の資質 ・スキルを基本 とした企業経営の転換を図る方向にあり、企業

と個人の関係に新たな変化が起 こり始めているということである。

1.2.2個 入の価値感の変化 と企業意識

昨今、価値感の変化ということが盛んに言われているが、ここでは個人の価値

感の変化によって企業に対する意識、っまり企業に対する価値感がどう変わりつ

つあるのかを考察 していきたい。

まず始めに、前項に関連のある企業に対する信頼感にっいて述べる。 日本企業

の特徴であった3種 の神器の崩壊がまさに始まろうとしている現在、生涯にわた
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って企業が約束できるものは何 もない。高齢者にいたっては、肩たたきの状態が

現れ始めている。高学歴化の弊害によりもはや出世 も期待できない。一般的に、

企業に対する信頼感の低下が進む一方、企業にとってはますます個人の資質 ・ス

キルに期待する傾向が強まる。これは、個人にとって企業に対する 「冷たい気持

ち」と企業か ら期待 される 「個性的能力の発揮」が共存 している状態にあり、企

業組織の中で個人の自己実現欲求が高まってい く土壌がすでに存在 していること

を意味 している。

次に、若者層の会社意識にっいて触れよう。筆者 もその一人であるが、現在の

若者は生まれた時か ら、物に困ったことが少ない。金銭ですべて欲 しい物が入手

できるし、経済的に窮 したひとは多 くない。土地や家屋 も贅沢をいわなければ、

親から譲 り受けたもので間に合 うひとも多い筈である。そして、会社と家庭を毎

日往復する働き蜂 としての父親像に対 して冷めた気持ちで接 していた。父親を通

じて会社に対する意識が芽生えていた。すべてのひとがこういうわけではないが、

遠からず といったところではないであろうか。会社に対する何 らかの価値は、子 ・

供の頃からすでに持ち合わせているのである。現在の若者にとって、企業が個人

にとって 「絶対」という存在であることは決 して考え られない。

最近、入社間 もない時期に突然会社を辞める若者が多 くいると聞 く。そ して新

人類として片づけられる。 しか し、退職するひとは最近中高年層に多いという結

果がでている。確かに、若者の労働に対する意識 ・価値感が薄れてきているかも

しれない。が、む しろ労働の質に対する欲求が高度化 していると考えた方が適当

ではないだろうか。自己実現に対する希求が、若者ほど強 くなっているといった

方が適当かもしれない。いわゆる 「飽食の時代」に育った現在の若者にとって、

会社のために身を粉にして働こうという意識は低 く大量生産のような単純労働作

業を嫌 う傾向はある。が しか し、需要が伸びっっあるソフ ト化、サービス化の仕

事には適 している。それは、自分自身のやり方が認め られる領域の仕事であり、

逆に自分の実力が明確に査定できやり甲斐のある仕事としての性質を有 している

からである。ある建設会社の設計部での話である。最近の設計部の若手社員に共

通 していることとして、超高層建築やホテルといった大型案件の設計作業に参加

するより、むしろ小さな案件で自分一人で終始作業で きることを好む社員が多い
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傾向がはっきり現れている。 これ らのことは、自分のテリトリーが明確であれば

その範囲で自分のオ リジナルを実現 しようとする傾向が若者に強いことを示 して

いる。若者の自己実現に対する欲求が、仕事の面でもはっきりと現れている好例

と言えるだろう。

以上のことか ら総 じて言えることは、自己の実現を成 し遂げる場として企業を

考えた場合、個人の役割 と範囲、換言すれば義務と権利を明確にし、個人に仕事

を委ねることが今後必要になって くる。さらに、そうすることが組織の中で個人

の個性を発揮 した成果が期待できるのである。

次に、最近の若者の特性にっいてもう少 し述べたい。特に、若者の自己を認識

する力とコミュニケー ト能力の高さについてである。日本か ら、毎年海外に旅行

にでかける人口は約400万 人である。大学生にとってももはや海外旅行は当たり

前である。大学生協の掲示版に海外航空券の割引券が掲載される時代である。若

者は、企業に所属する以前から社会の一員としてすでに存在 しており、国際社会

の経験をすでに体験 している。また、現在の若者の多くは受験戦争を経験 してい

る。彼らは、自分自身の学力を正確に把握 し、身分相応の学校に落ち着 く術を心

得ている。集団の中における自分の立場や位置を認識 し、役割を演 じることを知

っている。同 じように、友達にっいて もある程度のすみわけを心得てお り、この

種の問題なら誰々、これだったら誰といったように相談する相手を決めている。

大学でいくっものサークルに所属 し、それぞれの仲間とうまくコミュニケー トす

ることを得意としている。 この種のことは、性格の違いにもより一様のことは言

えないが、最近の若者が付 き合い上手であることはよく言われるところである。

自己を認識する力とコミュニケー トカは、後述する今後の望ましい企業人像に関

係が深いのであえてここで触れておきたい。

1.2.3個 人 と企業(集 団)の 新 たな関係

従来、個人 と企業の 間には、ひ とつのモ ラールが存在 していた。企業 に働 く人

は、企業 に労働を提供す る。企業 はその対価 として賃金を支払 う。 これ は、 ごく

一般 的な関係であるが
、 日本社会 において個人 と企業の関係を語 る場合 には、 日

本的経営の特質にっいてあ る程度の理解が必要である。
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日本社会においては、元来企業 と従業員 とは運命共同体的色彩が強かった。そ

れは、企業と従業員との生活上の一体関係が強固である点にある。賃金は、職務

に対 して支払われるだけでなく、従業員の家族生活に対 して支払われている。賃

金の50%前 後を占める基本給の中心は、生活給の色彩の強い年功賃金である。そ

れに加えて、家族手当、通勤手当、住宅手当などの生活補助給与が支給される。

これ らの生活給は、従業員の生活安定に大きく寄与して きたが、同時に従業員の

企業に対する帰属意識を強固なものにするものであった。 「社縁」という言葉に

見られるような会社を介 した付き合い、関係が家庭生活の中で最 も上位に位置 し

てきたのは、以上のような企業との運命共同体的繋がりが強いせいである。企業

の側に立 って も、従業員は代わ らない方が便利であるし、企業に対する忠義心を

植えつけるためには運命共同体繋がりは効果があった。

ここで、日本社会における個人と集団との関係にっいて話を掘 り下げよう。企

業はある意味では、個人にとって集団である。そして、 日本の社会の中には個人

と集団の関係に何らかの特質が存在するのではないかという問題意識とそれに今

後のデータコミュニティの普及に関する糸口があるのはないかという推測に基づ

く。

我々は、集団という何らかの単位の中に属 して生活 している。国家、企業、家

庭 ・家族、地域社会などの一員として存在 している。そして、集団の中における

個人としての振る舞い、役割には伝統的な価値感が存在するようである。アメリ

カのある社会学者は、日本のホワイ トカラーの価値感の中心を 「集団への忠誠」

に見出 している。 「個人は集団の利害を自分個人の利害に優先させること」、ま

た 「集団の目標を自己と一体 とみるばか りでな く、他の構成員と喜んで協力する」

と。 こうした考えは、欧米の近代思想の柱 となっている個人主義 とは著 しく異な

る。個人主義によれば、忠誠は何よりもまず自分自身に向けられる。個人主義は

一種の美徳であり、自分自身に忠実な人間にとっての責任である。ところが日本

では、個人主義というと、それは集団の利益に反してでも、個人の利益を追求す

る不道徳な行動一利己主義一とみなされがちである。 日本の社会については、 こ

れまで社会の仕組みや、法律や規制などの社会規範、社会道徳に集団主義的傾向

が強かったために、人々はそれに順応 した態度や行動をとってきた。集団主義の
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下で個人 と集団の 「望ましい」在 り方は、個人と集団とが対立する関係ではな く

一体の関係にあることである
。

これまでの話を振 り返り、個人 と集団との関係が今後どのように変化 していく

かを考えよう。まず、日本社会の特性として、集団主義が挙げられる。これは個

人と集団との利害が一致 していることが前提である。 しかし、企業と個人の関係

を振り返れば、企業が社員の一生を面倒みることはもはや昔話である。企業にと

っては、企業に対する忠誠心を望むことより、即戦力となり得る社員の確保が必

須である。む しろ、忠誠心だけの価値に対 しては、マンネリ化、窓際的という見

方が支配的になってきており、経営上の課題となっている。一方、個人の立場に

立てば、経済的な自立の方策の手段は多数存在するし、自己の職能や個性を発揮

できる職場への就職を求める。自己の欲求を実現させることが、個人と集団の新

たな利害の一体化を可能にすることになるという、時代の新たな趨勢が現れ始あ

ているのではないだろうか。個人にとっては、企業 〔集団〕は自己の実現を達成

する場として価値を生み、結果 としてそれが個人と企業 〔集団〕に対 し利益をも

たらすことになる。さらに、企業 〔集団〕にとっては、いかに個人の能力が発揮

できる環境を作り出すかという観点での配慮がますます必要になってこよう。集

団を維持するための規律や制約、維持するために存在するのではなく、個人の能

力を最大限に生かす仕組みとして整備 していくことが重要となっていく。集団は、

個人の上位概念として存在するのではなく、そこに参加する個人の自己実現を可

能ならしめる場として存在する。この考え方は、後述するコミュニティーネット

ワーク構築の基本的要件 として抽出で きる。

1.2.4企 業社会における個人の役割

昨今、価値感の多様化がよく話題になる。価値感の多様化 とは、一体なにか。

簡単に言えば、百人いれば百の意見があることであろう。具体的に、土地に対す

る課税の問題を例にとってみよう。まず、土地を所有する人 と所有 しない人では

意見が違 う。次に、土地を所有する人でも、一生その土地に住 もうという人と一

時期だけその土地に居ようとする人では意見が異なる、という具合である。土地

の問題に限 らず、どんな課題であれ、細か く詰めれば千差万別である。これ らの

一17一



認識は非常に重要である。なぜならば、集団は異なった意見 ・価値を持った個人

の集まりと解釈することができるからである。同じ解を求めることに無理がある

し、本来不可能なはずである。従来の日本式の集団主義では、誰か しかが自分の

意志や意見を殺 していたのである。それは、概ね個人の側であったと推測される。

しか しなが ら、これからは欧米の個人主義的な価値が日本において も定着 してい

くことになると思われる。そのためには、現在の我が国の法律や社会規範が、個

人の権利を最大限に保証 している傾向があるため、今後は個人の義務が社会的に

定着 していくことが望まれる。自分の意見は、自分の意見として相手に正 しく伝

え、相手の意見はたとえ違っても尊重する。 これは、コミュニケーションルール

に他な らないが、拡大解釈すれば、個人の権利 と義務範囲を明確にすることが、

今後の社会において個人という立場が主役になる前提条件となるであろう。個人

という立場 ・価値は、社会の中で、組織の中で、グループの中で相対的に増 して

いくであろう。個人の活性化、自己実現なしに社会、組織の活性化は図れないか

らである。

さて、企業社会における個人の位置づけが、今後さらにその比重を高めること

になることはすでに述べた。企業にとって、個人の個性や欲求がいかに企業の活

力に していくかが必要不可欠であることも先述 している。それでは、個人にとっ

てどのような対応が必要になるのであろうか。組織の業務がこれまでの分業形態

か らタスクフォース型へと徐々に変化 していくことが予想される中で、個人に求

められるのはまずマルチ性であろう。特に、企業内の情報は画一的であり、時と

して タイムリーでない場合が多い。それは、企業の中の情報収集機能が、時代の

流れに追いついていないために生 じることである。社会の変化の激 しい時代は、

情報キャッチした人がすぐ行動を起 こすことが極めて効果的である。あらゆる分

野の生きた情報を入手するたあには、会社以外の誰かのネ ットワークを有するこ

とが重要になって くる。それは、自分を活性化 しておくことになるか らである。

この場合の活性化 とは、 ビジネスにす ぐ必要な情報を得 られる状態を意味するの

ではな く、さまざまな人間と事実、そしてそれ らの関係の中に自らを投 じ、自分

自身を磨 く状態を意味 している。もちろん、ビジネスにす ぐ必要な情報を入手で

きる状態におくことも大切である。 しかし、本当に重要なのは、情報に対する感
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性を磨 くこと、自分の意見が他人からみてどういう位置にあるかの識別すること、

世の中のさまざまな動き ・方向を自ら体感するなどで、単に情報を得ることでは

ない。最近、サラリーマンの間で勉強会や趣味のサークルがさかんになっている

が、これらの傾向が長続きするかは集団の本質が理解されているか否かにかかっ

ている。集団の本質は、個人が自分自身を演出し、自分を磨く場であるからであ

る。

本節の最後になるが、産業社会、企業社会の時代においては、企業が個人より

あらゆる面で上位に位置 し、個人あるいはその家庭においても企業と運命共同体

であった。 したがって、企業社会においては、社縁的なコミュニティが社会的に

中心であった。 しか し、企業に対する帰属意識の低下、価値感の多様化の進展、

自己実現の欲求の増大が予想され、個人としての価値、立場が社会、集団、企業

の中で優位な状態となるであろう。個人にとっては、多様なコ ミュニティに参加

するなど自分自身を活性化させる努力が必要とされ、自分自身の欲求、思想を提

案 してい く姿勢が重要視される。

〈参考文献 〉

○ 「日本的経営」間宏 日経新書

1.3個 人 と家族の関係

1.3.1核 家族、共働 き

家族形態の大 きな変化 は、核家族化 の進行 といえ る。昭和60年 国勢調査 による

わが国の一般世帯数 は3798万 世帯で、1世 帯あたりの人 員は3.14人 で ある。戦後

のわが国の普通世帯(一 般世帯の うち、下宿 ・間借 り ・独身寮の単 身者 を除き1

戸 を構え る世帯)の 動 きをみると、昭和30年 ～60年 の30年 間で世帯数 は2倍 とな

り、世帯人員は4.97人 か ら3.23人 へ と3分 の2ほ どに減 ってい る(こ の間の人口

増加 は約1.4倍)。

高度経済成長期 に大都市 に農村等か ら出て きた人 々が、そのまま結婚 し家庭を

築き大都市に居住 し続けたので ある。 その頃か ら、大都市圏に団地がで き、ふえ

続 け、狭い核家族 に しか適合 しない住居群 もで きあが ってい くのであ る。 ここで

育 った子供連 も、結婚 し家庭 を築 く時は必然的に新 しい住居を独立 して構 えな く
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てはならなかったのである。

核家族化というのは、核家族それ自体が、一つの独立 した世帯単位になること

である。核家族が1世 帯単位になるということは、っぎの四つの重要な意味をも

っている。

第1に 収入獲得と消費活動の面で、核家族が一つの経済単位になること。第2

に家族としての目標の設定 と達成の面で、核家族が一つの意思決定単位になるこ

と。第3に 家族員としての同一姓と連帯の面で核家族が一つの情緒的統合単位と

なること。第4に 子供の愛育 としっけの面で、核家族が一つの社会的単位 となる

こと。以上の四つである。

要するに核家族化の重要な機能的意味は、以上の四つの事柄が、 もはやいかな

る拡大親族か らも独立 して、核家族の責任においてなされるようになることであ

る。

この核家族化の進行と軌を一に して、出生率の低下が起きている。

厚生省人口動態統計によると、わが国の出生率は、昭和24年 までの人口1,000

人当たり35前後を記録 した普通出生率は昭和25年か ら急に低下 し、昭和32年 まで

の8年 間にほぼ半減 した。昭和45～49年 に20まで回復するもの、その後 も減り続

け、昭和60年 には11.9と なっている。

出生数でみると、昭和24年 の270万 人が昭和60年 には140万 人に減少 している。

この要因は、晩婚化が進んだことと、昭和23年 に成立 した優生保護法による人

工妊娠中絶の実質的自由化である。さらに近代的避妊法の普及により、避妊の効

率が著 しく高まってことも大きな要因であろう。

これらの背景には、戦前の富国強兵のための 「産めよ殖やせよ」のスローガン

がなくなり、社会の状勢が変わったことがあげられよう。

これ らの結果、望まざる出生を減少させるとともに、女性に 「生む ・生まない

の自由」を与えることとなった。

結婚、あるいは性交渉が即出産 ・子育てにっながる状況では、女性は自分で自

分の生涯設計を決定することは極めて困難である。その連鎖を避妊等により絶つ

ことができた結果、女性は社会経済活動に目を向けやすくなり、自分の意志でコ

ントロール し活動を続けられるようにもなり、さらに結婚や家庭のあり方につい
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て も、かな り選択で きるよ うになった。 それが さ らに女性が社会経済活動 を行 う

機会を増 し、教育年限を延 ば し、結婚 ・出産が遅れ更 に出生率を下 げる とい う循

環を うんでい る。

これ らの結果、核家族 内での少子化傾 向は進み、1～2名 とい う、長男 ・長女

だけの家庭 がふえ ることにな った。

住居が狭い とい う理由 もあろ うが、出産 ・子育て とい う重労働を減 らし、かわ

りに、生活を楽 しむ、あ るいは、仕事生活 に入 るのである。

この ライフサイ クルの変化を図示す ると、図表1-3-1の よ うになる。
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図 表1-3-1女 性 の コ ー ホ ー ト(群 用)別 結 婚 期 間 平 均 値
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fコ ミュニテ ィ」(働 地域社会研究所発行)66号 より

女性達 は、 出産 ・子育てが減 り、家事の雑務が、家電製品の新規開発 ・普及に

よ り、昔 より減 って きた。そ して30代 半ば頃か ら顕著 に、時間、エネルギーとも
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余 って くるようにな った。

一方、 サー ビス産業 の発展 にともない、特 に、流通業 ・外食産業 ・金融機関な

どで、女性労働 力の需要が増 し、働 く既婚女性 は増大 して いる。 図表1-3-2

によ って も、明確に近年のふえ方 がわか る。昭和61年 の有配偶者女子の全体に 占

め る雇用者の割合は3割 に達 しているとい う。

図表1-3-2女 子就業者の推移

(単 位:万 人、%)

腰

未 。 配。翻 欝 ㌶ ‡農林鮭 営姓
449〔50.3〕345〔38.6〕985(52・4)

50年

61年

未 婚

440〔38.O〕

農林業並びに非農林業の

有 配 偶 翻 自営業主及び家族従轄
595〔513〕791(40・5)

未 婚

500〔31.8〕

配 偶

925〔58.8〕

農林業並びに非農林業の

翻 自営瓢 び家族従轄
748(32.1)

小学生以上の母親 でみ ると、昭和58年3月 の児童環境調査で、小学生の母親の

就労率 は53%、 中学生の母親の就労率は62%と な ってお り、過半数が働 いてい る

ことがわか る。 その他の母親 も、 テニス ・習 いごと ・カルチ ャーセ ンター ・消費

者団体活動等に時間 とエネルギーをさいていると思われ る。

このよ うな環境 になって くると、子育て中の母親 であって も、生活 を楽 しみた

いとか働 きたい と思 う人達 は出て くるであろう し、 あるいは男性 と全 く同 じよ う

に働 き続けたい と思 ってい る人 も、結婚 ・子育て も、で きれば してみ たいと思 う

よ うにな って くる。
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ここで、子育ての援助が必要にな って くるのであ る。核家族であ るか ら、祖父

母 に頼 るわ けにはいかな い。外部経済(保 育所 ・ベ ビー シッター等)の 利用や、

同世代 どうしの助け合 いが 出て くる。

男性だけが、仕事等、外で 自由に活動 し自己実現を図 って い くなかで、女性だ

けが家庭に閉 じこめ られている という不満 も噴出 してい るであろ う。 また、子供

の数が少な く育児体験が蓄積 で きて いない し、かつ、直系家族か らのア ドバイス

もな く、不安である とい う面 も背景 には考え られ る。

子供を育て るための援助の制度化(配 慮がゆきとどき、価格 も高 くな く誰で も

が利用 しやす い状況)が で きれば、高学歴で専 門職等で経済的 自立可能 な、 いわ

ゆ るキ ャリアウーマ ンも、結婚 ・子育てが しやす くなるであろ う。

従来、家族 内で完結 させていた ことに、外部経済 ・ネ ッ トワー クを導入す るこ

とによ り、女性はく妻の立場にな って も、男性 と対等 な関係 ・状況 を得やす くな

ったともいえ る。

また、外食 ・ク リーニ ングなど各種 サー ビスで独身生活が容易 にな り、他 に、

性 に関す る抑制 ・タブーが減少 し、地域 ・親類 ・職場な どの圧力 も減少 し、経済

的 自立可能な独身者がふえた。す なわちニ ューシングル と呼ばれる層が うまれて

いる。男 ・女 ともに 「結婚 す る ・結婚 しないの 自由」 も、充分に与え られ る時代

とな ったのであ る。

今後の家族 ・家庭 は、 というよ り、夫 と妻は、個人を核 に、お互いの能力の発

揮を前提 に、や りたい ことを支えあ う人 間の絆 として、ゆ るやか に結びつ くよ う

になろう。 当然、親 族や友人 などにも、 開かれた新 しい家族 の時代、拡大家族 の

時代 を迎え ることにな りそ うで ある。

1.3.2高 齢 化

今後、21世 紀 に向か うなかで、高齢者 の数は、図表1-3-3の ように大 巾に

増加 してい くことが予想 され る。
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図表13-3 年齢 区分別人 口の推移 と将来推計

(単位:千人、%)

.

総 数 0歳 ～14歳 15歳 ～64歳 65歳 以上
75歳以上 平均

(再掲) 年齢

実 数
構 成

実 数
構成

実 数
構成

実 数
構成

実 数
構成 平均

割 合 割合 割合 割合 割合 年齢

大正9年(1920) 55,963 100.0 20,416 36.5 32,605 58.3 2,941 5.3 732 1.3 26.7

大 正14年(1925) 59,737 100.0 21,924 36.7 34,792 58.2 3,021 5.1 808 1.4 26.5

日召和5年(1930) 64,450 100.0 23,579 36.6 37,807 58.7 3,064 4.8 881 1.4 26.3

10(1935) 69,254 100.0 25,545 36.9 40,484 58.5 3,225 4.7 924 1.3 26.3

15(1940) 73,075 100.0 26,369 36.1 43,252 59.2 3,454 4.7 904 1.2 26.6

25(1950) 84,115 100.0 29,786 35.4 50,168 59.6 4,155 4.9 1,069 1.3 26.6

30(1955) 90,077 100.0 30,123 33.4 55,167 61.2 4,786 5.3 L411 1.6 27.6

35(1960) 94,302 100.0 28,434 30.2 60,469 64.1 5,398 5.7 1,642 1.7 29.0

40(1965) 99,209 100.0 25,529 25.7 67,444 68.0 6,236 6.3 1,894 1.9 30.3

45(1970) 104,665
.

100.0 25,153 24.0 72,119 68.9 7,393 7.1 2,237 2.1 31.5

50(1975) 111,940 100.0 27,221 24.3 75,807 67.7 8,865 7.9 2,841 2.5 32.5

55(1980) 117,060 100.0 27・50了 23.5 78,835 67.3 10,647 9.1 3,660 3.1 34.0

60(1985) 12LO49 100.0 26,033 21.5 82,506 68.2 12,468 10.3 4,712 3.9 35.7

61(1986) 121,672 100.0 25,434 20.9 83,368 68.5 12,870 10.6 4,953 4.1 36.0

65(1990) 124,225 100.0 23,132 18.6 86,274 69.4 14,819 11.9 5,917 4.8 37.4

70(1995) 127,565 100.0 22,387 17.5 87,168 68.3 18,009 14.1 6,986 5.5 38.8

75(2000) 131,192 100.0 23.'591 18.0 86,263 65.8 21,338 16.3 8,452 6.4 39.8

80(2005) 134,247 100.0 25,164 18.7 84,888 63.2 24,195 18.0 10,472 7.8 40.6

85(2010) 135,823 100.0 25,301 18.6 43,418 61.4 27,104 20.0 12,456 9.2 41.5

88(2013) 136,030 100.0 24,568 18.0 82,399 60.6 29,063 21.4 13,453 9.9 42.1

90(2015) 135,938 100.0 23,876 17.6 8L419 59.9 30,643 22.5 13,894 10.2 42.4

95(2020) 135,304 100.0 22,327 16.5 81,097 59.9 31,880 23.6 15,313 11.3 43.0

96(2021) 135,160 100.0 22,153 16.4 81,141 60.0 31,866 23.6 15,239 11:3 43.1

100(2025) 134,642 100.0 22,075 16.4 81,102 60.2 31,465 23.4 17,367 12.9 43.3

125(2050) 128,681 100.0 21,967 17.1 76,433 59.4 30,281 23.5 17,005 13.2 43.0

150(2075) 124,890 100.0 22,466 18.0 73,739 59.0 28,685 23.0 14,826 11.9 42.3

160(2085) 124,066 100.0 22,277 18.0 74,473 60.0 27,316 22.0 15,310 12.3 42.3

資料:昭 和60年 以 前 は総 務庁統 計局 「国勢 調査 」、昭和61年 は総務 庁統 計局 「推計 人 口」、 昭和65年 以 降 は

厚 生省 人 口問題研 究所 「日本 の将来 推計人 口(昭 和61年12月 推計)」

(注)1.各 年10月1日 現在

2.昭 和88年 は総 人口の ピー ク時、 昭和96年 は老 年人 口(65歳 以 上人 口)割 合の ピー ク時で あ る。
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平均寿命(0才 の平均余命)も 、図表1-3-4の よ うに、男 ・女 とも、のび

ている。そ して65才 、70才 の平均余命(あ る年齢 か ら死亡までの年数。 ある年齢

か ら今後何年間生存す ることがで きるかを生命表 か ら平均的に算出 した もの)も 、

着実にの びて きて いる。

図表1-3-4平 均余命の年次推移

男1女
作 成 年 次

0歳 60歳 65歳 75歳 0歳 60歳 65歳 75歳

明 治24年 ～31年
42.8 12.8 10.2 6.2 44.3 14.2 11.4 6.7

(第1回 生命表)

大正15年 ～昭 和5年
44.82 12.23 9.64 5.61 46.54 14.68 11.58 6.59

(第5回 生 命表)

30年

63.60 14.97 11.82 6.97 67.75 17.72 14.13 8.28

(第10回 生 命 表)

40年
67.74 15.20 11.88 6.63 72.92 18.42 14.56 8.11

(第12回 生命 表)

50年
71.73 17.38 13.72 7.85 76.89 20.68 16.56 9.47

(第14回 生 命表)

55年
73.35 18.31 14.56 8.34 78.76 21.89 17.68 10.24

(第15回 生命 表)

60年
74.78 19.34 15.52 8.93 80.48 23.24 18.94 11.19

(第16回 生 命表)

61年
75.23 19.70 15.86 9.24 80.93 23.62 19.29 11.45

(簡易生命表)

資料:厚 生省統計情報部 「生命表」、 「簡易生命表」

(注)50年 からは沖縄県を含む。

さ らに、医学がよ り発達 して三大死因に対処する方法が開発されてい くと、図

表1-3-5の よ うに、 さらに平均余命はのび る可能性があ る。

一26一



図表1-3-5三 大死因(悪 性新生物 ・心疾患 ・脳血管疾患)を 除去

した場合の平均余命の延び(昭 和61年)

隠 三大死因を除去し場 合の平均余命の延び
(単位:年)

06575808590

じ鋤(

[@o

065 75 80 85 90

資料:厚 生省統計情報部 「簡易生命表」(昭 和61年)
囲 三大死因を除去すれば、その死因によって死亡 していた者は、その

死亡年齢以後に他の死因で死亡することになる。 この結果死亡時期
の繰 り延べが起 こり,余 命が延びることになる。その延びを平均余
命に付け加えた。

65才 以上の者 のいる世帯数は、図表1-3-6の よ うにふえてお り、4世 帯に

1世 帯 は存在す る ことにな る。 また、30世 帯に1世 帯がひと り暮 ら しで ある。
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図表1-3-6世 帯構造別65歳 以上の者の いる世帯数の推移

65歳 以上の者 夫 婦 の み の 世 帯 夫 婦

の い る世 帯 数 一方が ともに (片親)
三世代 その他単 独

年 次 総 数 65歳 未 65歳 以 と未婚の

割 合 世 帯 総 数 世 帯 の世帯

満の世 上の世 子のみの
(%)

帯 帯 世帯

推 計 数(千 世帯)

昭和50年 32,877 7,118 2L7 611 931 一 一 683 3,871 LO23

55 35,338 8,495 24.0 910 L379 657 722 891 4,254 LO62

56 36,121 8,745 24.2 984 1,422 674 748 883 4,345 1,111

57 36,248 9,003 24.8 976 1,538 716 822 912 4,404 1,173

58 36,497 9,015 24.7 1,046 1,598 745 853 953 4,275 1,143

59 37,338 9,159 24.5 L147 1,678 785 893 1,000 4,214 1,121

60 37,226 9,400 25.3 L13正 L795 799 996 1,012 4,313 1,150

構 成 割 合(%)

昭和50年
一 100.0 一 8.6 13.1 一 一 9.6 54.4 14.4

55 一 100.0 一 10.7 16.2 7.7 8.5 10.5 50.1 12.5

56 一 100.0 一 11.3 16.3 7.7 8.6 10.1 49.7 i2.7

57 一 100.0 一 10.8 17.1 8』 9.1 10.1 48.9 13.0

58 一 100.0 一 1L6 17.7 8.3 9.5 10.6 47.4 12.7

59 一 100.0 一 12.5 18.3 8.6 9.7 10.9 46.0 12.2

60 } 100.0 一 12.0 19.1 8.5 10.6 10.8 49.5 正2.2

資料 厚生省統計情報部 「厚生行政基礎調査」

そ して、ひとり暮 らしの8割 強が図表1-3-7の ように女性で ある。
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図表1-3-7ひ とり暮 らし老人の推移

65歳 以 上

人 口

ひ と り 暮 ら し 老 人 数 65歳以上人
口に対する
割合計 男 女

昭和48年

55

60

万 人

847

1,073

1,211

万 人

58

91

113

万人

一

19

22

万人

一

72

91

%

6.8

8.5

9.3

資料 厚生行政基礎調査

男'

21万8千'

(19.3%)

1女91万'3千@
o・7%!

さらに、将来動 向を厚生省人口問題研究所の試算でみると、昭和75年(2000年)

には、65才 以上の者のい る世 帯は、10世 帯 に3世 帯 とな り、20世 帯強に1世 帯が

ひとり暮 らしであ る。

昭和90年(2015年)に なると、2.7世 帯 に1世 帯は65才 以上の者がお り、15世

帯強に1世 帯がひ とり暮 らしであ る。

この ことは、真剣 に考え ざるをえない身近 な問題であることを示 してい る。

次 に、65才 以上 の者の子供 との同居率についてみ ると、子供の同居は減少 して

いることが、図表1-3-8か らわかる。 そ して将来動向は、図表1-3-9と

前項の核家族化で前述 したことか らもわか るよ うに、 さらに子供 とのを同居率が、

さらに低下 してい くことが予想 される。
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図表1-3-8子 との同居率の推移(65歳 以上)

昭和48年 昭和55年 昭和60年

%
74.2

%
69.0

%
64.6

資 料 厚 生 行 政 基 礎 調 査

図 表1-3-9高 齢 者 の 同 居 ・別 居(昭 和60年)

%)
100

90

80

子 との同居世 帯

70

60

50

40

30『 一'-e＼
'

＼ 夫 婦 のみ の蹄

20＼

10 ,θ.一 一一÷ 一一+.、 〉心

単 独世 帯'マ こ二～つ

60657075808590(

～ ～ ～ ～ ～ ～ 歳 年

646974798489以 齢

歳 歳 歳 歳 歳 歳 上)

資料)厚 生省統講 酬 「厚生行鍵 醐 査」(昭 和60年)
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同時に、65才 以上 の夫婦のみの世帯がよ りふえてい くことが想定 され る。

子供 との同居率 は大都市 ほど少ないことが、図表1-3-10か らわか る。未婚

の子供が結婚 し独立す ることを考え ると、 より差 はひ らくことになろう。

図表1-3-10子 供の同別居 の状況

子 供 と 同 別 居 の 状 況

実 数
子 供 と 同 居

既 婚 の 既 婚 の 既 婚 の 未 婚 の
子 供 と 子 供 は

息 子 娘 息子と娘 子供のみ
(小計) 別 居 い な い

全 体
1,452人 31.2% 7.3% 0.1% 19.5% 58.1% 36.3% 5.6%

(1,428) (36.5) (6.9) (0.2) (20.3) (63.9) (31.7) (4.4)

11大都市
248 13.7 6.9 一 25.0 45.6 44.8 9.7

(246) (20.3) (5.7) (一) (29.7) (55.7) (34.1) (102)

都

市 中 都 市
472 29.4 7.8 一 19.1 56.4 37.1 6.6

(458) (34.7) (7.4) (0.2) (19.9) (62.2) (33.9) (3.9)

規
.

模 小 都 市
306 34.3 9.2 一 16.7 60.1 36.6 3.3

(303) (44:6) (6.6) (一) (18.2) (69.4) (29.0) (6.1)

別

町 村
426 41.1 5.6 0.5 18.8 66.0 30.3 3.8

(421) (42.0) (7.3) (0.5) (16.9) (66.7) (29.7) (3.6)

(注)「11大 都市」 とは東 京都区部 と指定都市、 「中都市」 とは人 口10万 人以上の市(11太 市を除 く)
、

「小都市」 とは10万 人未満の市をい う
。

総務庁老人対策室 「老後の生 活 と介護 に関する調査」(昭 和62年9月)

子 供 との同居 意識 は、 ヤ ングオール ドとも呼ぶべ き実年世代は、図表1-3-

11の よ うに、 「同居すべ きだ」は少 ないが、 「元気の うちは」 との条件付 きが、

4割 いるのが気 にかか る。
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図表1-3-11子 供 との同居意識

(⑬
一

一

一

41.1
一 一 一 一

.__34.0_._,

← 一 一

一 一 ー

ー 一 一

'一 一

__,,「

一 一 一
「

__一 一 一 一 一 一 一

一

'一 一'

40

30

-

20

-

-

10

-

一

21・ 三

.
一 一 一

一 一 一,,9

-一 一

一 一'::

一,一 一 一 一 一 一,一 一 ー 一 一

戸 一 一2
.7-一 一 一 一 一 一 一－

ll,、;・7.1
0 lll1'1'

な同 夫ニン 子立 そ 不
る居 婦人ジ 供す
べす がの ヨ にべ

くべ 元生イ 頼き の
子き 気活 らだ
供だ なを ず
と らエ 自 他 明

資料:厚 生省政策課 「実年に関する有識者調査」(昭 和62年3月)

その裏にある意味で、働 けな くな った り、心 身がお とろえた り、配偶者がいな

くな った ら、同居 したい とい うニ ーズがあるもの と思われ る。図表1-3-12の

「昭和60年 度国民生活選好 度調査 」(調 査対象25～74才 男女)に もそれが、は っ

きりと表われてい る。
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図表1-3-12老 後 における子供 と同居の意 向の有無

な
ら
た
、

に
か
し

後
前
居

老

る
向

い

全

男

女

働けな くな
った ら同居
したい

心身がお と
ろえたら同

居 したい

配偶者がな すでに
くなったら 同居 し
同居 したい ている

同居 しな 近 くに 子供 わか
いが近 く 住むつ がい らな 無回答
に住みた もりも ない い
い ない

53

2.3

0.3

0.2

0.4

資料)経 済企画庁 「長寿社会へ向けての生活選択 」昭和61年

次に寝た きりにな った り、痴呆 にな る確率 についてみ ると、図表1-3-13の

よ うに、高年齢 になるほどいず れ も高 くな る。両方重 なる人 もいると思われ るが、

80才 を超え ると、6人 に1人 の割合位で どち らかに該 当す る確率の高 さであ る。

図表1--3-13高 齢 者の5歳 年齢 階級別にみた生活指標

項 目

年 齢

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

男 女 比
配 偶 者の有無

同 居 率 健 康 度 有 病 率 受 療 率
ねたきり

率

宇痴呆性老

人 出 現 率男 女

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85歳 以 上

1.27

1.35

1.37

L45

1.64

2.07

92.4

90.4

85.4

78.3

66.5

46.8

68.8

54.4

40」

26.1

13.6

5.2

55.7

57.4

61.9

68.2

77.7

83.0

78.9

69.0

64.0

59.4

54.1口

341.5寧

434.6

537.6

566.8

569.0⇔
ノ

107.08

134.56

183.44

21LO6

214.36

209.68

0.95

1.74

2.93

4.81

8.74

15.58

－

L2

3.1

7.4

13.1

23.4

平 均

(65歳 以上)
L44 8L8 36.2 64.6 63.2 512.4 177.50 4.22 4.6

(注)① 「昭和60年 国勢調査 」よ り男性 を1と した。② 「昭和60年 国勢調査 」より。単 位%。'③ 「昭和60年 厚生 行

政基礎調 査」よ り。単位%。 ④ 「昭和59年 老人実態調査 」より。 「健康 」又は 「普通 」 と答え た者 の割合。単

位%。 ⑤ 「昭和60年 国民健康調査 」より。 人 口千対。⑥ 「昭和59年 患者調査 」よ り。人 口千対。⑦ 「昭和59年

厚生行政基 礎調査 」よ り。単位%。 ⑧ 「老人の生活実態及 び健康 に関す る調 査報 告書」(昭 和55年 、東京都 福

祉局)よ り。痴 呆の程度が軽度の者 を含む。単位%。 なお、'は55～64歳 、'*は80歳 以上を示す。
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*痴 呆老人出現率

(%)

総 数
年 齢 階 級

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳 ～

総 数 4.6 1.2 3」 4.7 13.1 23.4

男 3.9 1.6 3.6 3.7 8.5 18.9

女 5.1 1.0 2.6 5.6 16.1 26.9

寝たき りの高齢者の介護 に実際に従事 している人をみ ると、図表1-3-14の

ように子供の配偶者が最 も多い。次いで配偶者である。今後、高齢化するにつれ

て配偶者は介護 した くて も体力的 に無理 というケース もふえて こよう。それ は、

介護者の性 別を、図表1-3-15で みて も、9割 と女性が圧倒的に多い ことでわ

かる。

図表1-3-14寝 たきり老人の介護者の続柄別構i成割合

そ の 他

2.5%

父 母

0.1%

資料:厚 生省大臣官房 「昭和59年 厚生行政基礎調査の概況」
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図表1-3-15寝 たきり者との続柄別にみた

介護者の性別構成割合

総 数 男 女

総 数 100.0 11.2 88.8

親 族 100.0 12.4 87.6

同 居 100.0 12.7 87.3

配 偶 者 100.0 17.9 82.1

子
'

100.0 19.5 80.5

子の配偶者 100.0 1.0 99.0

父 母 100.0 16.4 83.6

そ の 他 100.0 20.0 80.0

別 居 100.0 7.9 92.1

非 親 族 100.0 3.3 96.7

資料:厚 生省大臣官房 「昭和59年厚生行政基礎調査の概況」

寝たきりになった場合に介護を頼む相手方はとの問いには、図表1-3-16の

ように、男性は配偶者が圧倒的に多い。 しか し、既述 したように、物理的に困難

な場合が充分考えられる。次いで嫁となるわけだが、非常に長生きすれば嫁 も高

齢者 となろうし、また既述 したようにヤングオール ドは 「夫婦が元気なら二人の

生活をエ ンジョイ」 したいと言っており、その感覚は上の世代の介護を否定する

方向と同 じともうけとれる。また、女性の就労率の向上 も考え合わせると弱って

か ら、子供夫婦に介護を頼んでも今後難 しくなることが充分考え られ るのである。
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図表1-3-16寝 たきりになった場合に介護を頼む相手方

寝 た き り と な っ た 場 合 に 介 護 を 頼 む 相 手 方

実 数
配 偶 者 息 子 嫁 娘 子 供 連全 員

そ の 他 の

家 族 親 族
{《族親‡〕

家政婦 、ホームヘ

ル パ ー 、 施 設 等
わ か らな い

L452人 42.6% 4.7% 20.3% 10.7% 1.9% 0.9% 81.1% 14.4% 4.5%

全 体
(L428) (36.7) (4.0) (27.7) (11.4) (3.6) (0.5) (83.9) (8.5) (7.6)

668 7L6〔 一 〕 4.8〔15.7〕 7.2〔32.5〕 4.0〔15.6〕 1.3〔5.7〕 0.3〔5.7〕 89.2〔70.5〕 7.8〔20.9〕 2、8〔8.5〕

性 男 性
(638) (68.8)〔(一)〕 (3.6)〔(15.7)〕 (10.6)〔(36.8)〕 (4.9)〔(16.9)〕 (2.5)〔(8.9)〕 (一)〔(1.1)〕 (90.4)〔(79.4)〕 (4,7)〔(12.4)〕 (4.9)〔(8.』2)〕

784 17.9〔 一 〕 4.6〔6.3〕 31.5〔40.4〕 16.3〔18.8〕

'

2.4〔3.2〕 1.4〔L8〕 74.1〔70.5〕 20.0〔22.8〕 6.0〔6.8)〕

別 女 性
(790) (10.8)〔(一)〕 (4.3)〔(6.6)〕 (41.4)〔45.2)〕 (16.7)〔(18.7)〕 (4.4)〔(4.8)〕 (LO)〔(し4)〕 (78.6)〔(76.7)〕 (11.5)〔(13.2)〕 (9.9)〔(10.1)〕

844 37.9 5.0 28.9 12.4 2.3 0.1 86.6 9.0 4.4

子

供

同 居
(913) (33.5) (4.4) (34.6) (12.2) (3。2) (0.3) (88.2) (4.9) (6.9)

と
527 5L6 4.9 9.7 9.5 L7 0.4 77.8 17コ 4.0

の.

同

別 居
(452) (44.5)

.

(3.8)
'

(17.5) (11.5) (4.9) (0、2) (82.4)' (10.8) (6.8)

別
子 供 は 81 32」

　 一 一 一 12.3 54.4 44.4 9.9

居
い な い (63) (27.0) (一) (一) (一) (一) (6.3) (33.3) (42.9) (23.8)

働けるうち 893 43.2 4.9 19.3 10.4 1.8 0.8 80.4 15.6 4.0

老対
に準備する (730) (40.2) (3.4) (23.4) (13.4) (3.7) (0.1) (84.2) (8.9) (6.9)

後す

のる
家族が面倒 260 34.2 6.5 35.8 12.3 1.2 0.8 90.8 5.8 3.5

生考
み るべ き (346) (27.8) (5.8) (43.6) (9.5) (2.3) (L7) (90.7) (4.1) (5.2)

活え

費方
社会保障に 282 48.2 2.5 9.9 10.6 3.2 Ll 75.5 17.7 6.7

に
よって補 う (325) (38.2) (2.8) (21.2) (9.5) (4.3) (0.3) (76.3) (12.3) (11.4)

(注)性 別欄の 〔 〕内は、配偶者が面倒みれな くなった場合にっいて再掲したものである。

総務庁老人対策室 「老後の生活と介護に関する調査」(昭 和62年9月)



で は、家族以外の人 による介護の利用にっいての意識 はとみる と、図表1-3

-17の よ うに 「利用 したい」が条件付 きも含めると過半数を 占めるよ うにな
って

きて いる。

図表1-3-17家 族以外の人による介護(家 庭奉仕員、家政婦等)

の利用にっいての意識
`

(単 位:%)

(30～40歳 代) (60歳 代)

(149)1
(15.4)

(1・ ・)1

料金 を払
って も利

用 したい

低 額 な料

金な ら利
用 した い

無料 な ら

利 用 した
い

(小 計)
利用 した
い

寸(・・)日 器罐

1(13・・)

1(…)

(27・)1
1(26・)

(11・・)「

(12・1)1

1(137)

1(12励

(・55)1 1(43.2)
5・旬1 1

(523)

利 用 した
くない

(…)1
1(429)

(227)1
1(35旬

(189)1 わか らな
い

1(13.9)
(12.7)(22.7)

資料:驚 繧 ξ聾 全額 室 「老後の生活・介護に関す・調査」

魍ぷ 謝 代は・夫の場合は自分の糠 の場合は夫の親・ついての徹
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高齢者 を介護す るための巾広 い援助 サー ビスの利用意向は、図表1-3-18の

ように、現 時点でだ いたい30～45%程 度 ある。願望 は別 と して将来展望で は、外

部か らの介護援助の必要性の理解が浸透 して きている と考え られ る。

図表1-3-18民 間老人福祉サー ビスの利用意向

ぜひ まあ わか ら あまり 絶対利用
利用 したい 利用 したい ない 利用 したくない したくない

(A)有料 老 人 ホ ー ム
、已
ヲ
η

220 153' 481 97

(B)家事 代 行 サ ー ビス

94
、 、

、 、、

、

、

、

、

、

、

只
324 167 405

4.81t

、

、

、

、、

、

、

、

、

、

、

(・)入浴 サ ー ビス 闇::・ …{1,,., ,…,…、…、iiii:籠目…:iiiiii…ii

5.6

8.8

の幅 祉機器の販売や
貸 し出し 噸 367

、

、

、
.

45

191 317.

57
'
'
'
'

05

⑧老後に備えるため
の金融商品

㌧;ご・・

、ち11

319 237 310

8,0,'
/
'

..
イ
.

/5.5
'

!

!

㈹家や土地を担保 と
した融資 ・信託制
度

ぼ1迦:
28.6

纂 ・…・……萎iiiii菱
2.4

020406080100%

資料:総 理府広報室 「老人福祉サービスに関する世論調査」
(昭 和61年1月)

外部か らの介護援助サ ー ビスを受けて も、高齢者 と家族の コ ミュニケー シ ョン

は、 しっか りもっ必要が ある。特 に核家族 で高齢者 と接触す る機会が な くて育つ

と良 い コミュニケー ションを持ちに くいと、図表1-3-19、1-3-20の ア ン

ケー ト結果 は示 している。学生がボラ ンテ ィア として高齢者への外部 サー ビスを

提供す ることは、有償 ボラ ンティアで も良いが、暖かい社会形成の一助 にはなり

そうで ある。
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図 表1-3-19大 学 生 の 老 人 と 話 す 機 会

別 一 般 的 老 人 観

(そ う思わない)(そ う思 う)
12345

に役立つ と思
いますか

3今 の老人は
もっと大切に91
されるべきだ
と思いますか

4.老人は社会
の負担になる
と思いますか

資料)高 齢化社会 をよくする女性の会 「大学生の老人 ・老後

観に関する調査」1985年6月 実施

図 表1-3-20老 人 と 話 す 機 会 別

老 人 の イ メ ー ジ

話す機会あ り 。一一一4話 す機会な しi-▲

明るい 暗 い

L～己 苧 。

3,19' 3.38

4～己

きれい | きた ない
1占 ・ 3.38

LL～ll
、3

・19、
～{」

積極的
－ll`

、

Ib
3.55 坐''

あたた

当浮 く"

''

'
'

1

つめ牡

2.34

優 しい1 厳 しい
、2,341L～晶

＼

さっそうとしている

、
、 、

、 、
、 3.56

1←」

みじめづ貫(
、一1～` 1

3.詩 、
～←・

強 い
Llll '3.56＼

、

弱 い3.74

'!
'.

カ1

白 い
L㍑'

'
'

2.97〆
黒 い

」{一
,'3.00

上 品 '
2904呂99 下 品lr`

、
、 1{1

素 直Illl 1
、3.72 頑 固

3.70

』 一ー一一～1一

資料)高 齢化社会 をよくする女性の会 「大学生の老人 ・
老後観に関する調査」1985年6月 実施

外部 か らの援助 サービスの購入 にっいては、総理府広報室の 「実年 に関す る世

論調査」(昭 和61年12月)に より、老後 の資産の使い方をみ ると、 「将来 自分

(夫婦)の 生活のために備え たい」 と 「現在の 自分(夫 婦)の 生活 を充実のため

に使 いたい」 とす る者を合わせ ると約8割 を 占め、 「子供のたあに使 いた い」は

2割 にも満 たず、可能性 は高い と言え る。

このよ うに、 「老後生活 自立型 」と も呼べ る新 しい国民意識が登場 して きて い

る。

一方、介護援助 サービスをす る方は一般 に シルバーサービスと呼ばれ、 これか

らの急伸展が期待 され る産業であ り、豊 田商事のよ うな不祥事がお きないよう、

厚生省の声がか りで、⑰ シルバ ーサー ビス振興会が、昭和62年3月 に設立 され、
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良好 なサー ビス供給体制 に意 を用いている。参加企業 も大手企業中心で130社 余

と、要 とな りそ うな財団であ る。外部サー ビス供給体制は今後充分整 ってい きそ

うであ る。

ここで も、外部サ ービスを介在させて、個人を核 とした、縛 られす ぎない自立

した家族関係がで きてい くもの と思 われ る。

高齢家族 は住居 とサー ビスを合わせて、夫婦 とも元気な うちに、有料老人ホー

ムとい う形で購入(終 身利用権 という所有権でない形態 もあ る)す る方法 もあ る。

この方法は最近、脚光を浴 びっっある。50世 帯か ら300世 帯が1ヵ 所に集 ま り、

ゆ るい結合体をな し、擬似拡大家族 を形成 し、医療の介護サ ービスが終身用意 さ

れ、食事 ・生活サー ビスもあ り、住居自体が高齢者 に住みやす く充分配慮 されて

いる。ハー ド面 も明 るく、暖か く、優 しく、造 られてお り、診療所付ホテルオペ

レー ション型 マ ンションといった風情であ る。新 ・地域型夫婦 ・単身者ネ ッ トワ

ー クともいえ よう。

これで子供夫婦 が周辺に住み、暖かい良好な関係があれば、 さらには親族、友

人 も近 くに住んでいれば、個人の生活の質 を充分向上 させ ることがで きよ う。

他 に自宅で 、種 々の外部サ ービスを購入 し、かっ、広範囲にわたる高齢者 中心

のネ ッ トワー クへの参加 も考え られる。わが国で は試行錯誤の状況 にあ るが、県

単 位で働埼玉 シルバーサー ビス情報公社等があ り、全国単位で は、長寿社会文化

協会(WAC)が 近 く社団法人 となる し、 日本 ウェルエージング協会、全国高齢

化社会研究協会等 もあ る。今後、価{直あ る高齢者ネ ッ トワーク(メ ンバー1人1

人の自発性や主体性を発揮させるための システム。1人1人 が人々の間で生きる

ことを追求する環境を整えていく等)と して育っていくと思われる。

1.3.3新 しい家族の関係

大昔か ら、家族 とは最 も結 びつ きの強 い コミュニテ ィであ った。家族 は運命共

同体 として、 メ ンバーそれぞれに割当て られ た役割が あった。家族のために役割

を果す ことが メ ンバーの使命であ り、その役割 は父か ら息子へ、母か ら娘へ と引

継がれてい った。 時と しては家族のために生命を賭 ける事 さえあ った。

現代で は、核家族化 により家族の構成が1世 代か2世 代が一般的 とな った。 メ
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ンバーの果すべき役割 も、家庭から離れて他のメンバーの目が届かない所で行わ

れたり、外部サービスに代替される場合が多くなった。生活の糧を得る父は朝に

家を出て、夕方に帰 って くるが、子供にとっては何が大変なのか実感する機会が

ない。家を守る母は、子供に勉強を押 しつけることと、家の外での活動に熱心で

父の事には無関心の様に見える。子供 も大きくなれば、家にいて目にとまった父

や母から文句を言われるよりは外に行った方が良い。だいたい父母とは一緒に感

激 した様な体験がないので共通の話題がなく、一緒の室間にいる事自体がきゅう

くつだ。

核家族化と共に、家族のメンバーの社会、っまり家庭の外との結びつきの強化、

家庭 との結びつきの弱まりは、家族というコミュニティを変質させた。家族のた

めには命を賭けて もという関係から、互いに距離を置いた関係に変化 しているの

である。家族 という血縁のプラス面よりも、束縛されるというマイナス面の方が

強 く認識 され、その結果 として血縁を嫌悪 し、家族関係が もろくなったと言えよ

う。

しか し、この家族関係をかっての農村社会での様に戻す事はもはやできないで

あろう。都市文明が盛える現代において、個人と社会の結びつきは強まりはすれ、

弱まる事は考え られないか らである。従 って、新 しい家族関係を考える必要があ

る。

現代の家族の役割は変質 していると共に変動的である。一家の生活の糧を稼い

で くるのは必ず しも父であしる必要はなく、学習という方法で自己研鎖にはげむ

のは子供だけではない。共通 しているはミそれぞれが社会とのインターフェース

を持っている事である。メンバーの役割は、各自の持 っている社会 とのインター

フェース、ネットワークを活か し、他のメンバーが活用できる様に還元する事で

ある。父は会社で得た社会現象にっいての見方を、母はサークルで得た女性の評

価を、子は学校での友人の解釈を、それぞれ情報として持ちよるのである。もち

ろん、成長期の子供には、100%受 け入れるのではなく、親と子 という指導関係

は必要である。家族の各々、又は全体が最もパワフルとなる様に、メンバーは自

己のネットワークを活用 して情報を収集/発 信 し、 これを家族が理解できる様に

伝達する。これが新 しい家族の姿 となろう。
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第2章 イ ンフ ラス トラクチ ュアと して の

ネ ッ ト ワ ー ク の 歴 史 的 変 遷

2.1郵 便(イ ギ リス)

2.1.1は じめに

文字の発明 は情報 を伝達す ることが その大 きな 目的であ った。漢字な どの起源

には呪術 的な要素 もみ られるが、 この項ではこうい った文字 の始源的な論考 に立

ち入 ることはせず、またその表現様式の変化 といった面 にも触れえ ない。 ここで

は文字や言葉 とい うものが情報を伝達す るという機能面 にのみに着 目 し、かっそ

の伝達手段が技 術的に発達 してい く経過をみてい くこ とによ りコミュニテ ィの形

成、つまり文化 の変遷 にその手段が どのよ うに影響 を与えてい くことがで きたか

とい うことを考 察 して い く。

古来 より情報 の伝達 は支配の手段 と して機能 して いた。 それに対 してマス(大

衆)は クチコ ミだけが唯一の情報源であ った。た しか にグーテ ンベルグの活版印

刷による 「書物 」は知識 を普及させ、大衆の識字率を高め ることに寄 与 した とい

え る。 しか し出版一雑誌や新聞などの発 行一は相 当な投資 と手間を必要 と し個人

で行 うの はなかなか困難 な ものであり、情報を発信す るには自 ら 「規模の フィル

ター」といえ るよ うな ものが存在 していたのではないだろ うか。 こうした出版の

歴史 はすなわち現代 にお ける、放送な どのいわゆるマスコ ミの歴史であるが、従

来 の社会学における コ ミュニ ケーシ ョン史では こち らの流れの ほうが重視 されて

お り、 クチコ ミ中心の社会を伝統的(traditionalco㎜unity)と 名づ け、近代的

社会(socialco㎜unity)は 大規模な伝達手段 を持つ、っまるところマス(=大

衆)へ 訴え るメデ ィアを持 っているかど うか とい うことが社会学的には近代 との

分 かれ 目とい うことなのであ る。

しか しこうい った分類 にはおお いに異議を となえ なければならないので はない

で あろうか。 どち らか というと人 は自分がよ く知 ってい る人か ら発信 された情報

だか らその内容 を信用す るので はないで あろ うか。"噂"す るとい う行為は情報

の 「伝達 」 とい う機能 も確かにあろ うが、情報の 「確認 」という機能 もあ るので

ある。マス コ ミによって伝え られた情報が正 しいか どうか、そ うい ったことを知
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ってい るもの同士で確認 しあ うとい う行為、その ような行為ので きる場がない と、

そ ういったマスコミな どか らえ られた情報では次の行動を起 こしに くい と思われ

るのであ る。

ここで 「郵便 」を論 じる意図は従来の コ ミュニケー ション論が出版や放送 など

のいわゆるマ スコ ミとい うもの に偏 りす ぎていたことへの反省を こめて、手紙 か

ら電話へ とそ して新 しい可能性を秘めた電子ネ ッ トワー クへ と連な る 「"パ ー ソ

ナルメディア"の 変遷 史」へ の試みであ る。

郵便 は今 日でこそ種 々の通信手段の一つにす ぎず、現代で は電話が主流にな っ

てい るが(電 話料総収入、郵便総収入の比較による)か って は遠距離間の唯一 の

連絡手段であ った。 しか しなが らこれを大衆が真 に自由に使 えるよ うにな ったの

は、いまか ら1世 紀半 ほど前 の1840年 にイギ リスにおいて近 代的郵便制度が確立

してか らの ことなので ある。郵便 の変遷を ここで概括 してみ る。

2.1.2支 配者のネ ットワーク

自らの意志を文字によって表現 し伝達する 「手紙」すなわち 「郵便」は古来か

ら支配の制度として機能 していた。電話や放送など様々なメディアのある現代 と

異なり古代では郵便のみが唯一の遠距離通信手段であった。それはすなわち統治

者が直接に全ての領地を検分することが不可能なことから、それ らと支配の中心

とを結ぶ連絡手段として交通や通信が整備されたことか ら始められたのであろう。

これは統治者の意志が伝えられる限界こそが国家の領域を規定 していたともいえ

る。またその配送の手段 も交通の未発達な頃であるから屈強な男達がいわゆる

「けもの道」など自然の通路を切り開きながら歩いたり走 ったりして運んでいっ

たのであろう。これには天候や動物、悪意をもった人間など様 々な脅威にさらさ

れたであろうことは想像にかた くなく、必ず目的地までたどっけるかどうかはな

はだ心細いものであった。そ ういうことか ら伝達される内容 も社会全体にかかる

きわめて重要な事柄、たとえば外敵の侵入や統治者が領民に下す命令などきわめ

て限られたものであったであろうことは容易に推定できる。

最初の歴史書 として知 られるヘロドトスの 「歴史」には、紀元前6世 紀の古代

ペルシアにおけるす ぐれた情報伝達の制度を記 している。 ここではそれまでたっ
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た一人あるいは小人数のグループが危険をおか して目的地まで運んでいった原始

的な手段か ら、大勢の使者が リレーする、それも定あられた経路を馬などの高速

な手段を用い、これを国道、宿場、守衛所、川の渡 し場などを整備 し組織的に行

う方式、川の渡 し場などを整備 し組織的に行 う方式、いわゆる 「伝令制度」の登

場である。 これは広大なペル シア帝国を支配するために必要な手段であり、郵便

はもっぱら国家っまり統治者のためのものであった。

これ以降ローマの駅逓制度など政府公文書を同様に運んだ様々なものが支配の

形態に応 じて存在するが、郵便の通史の観点からみるべきほどの制度はこれ以上

存在 しないようである。

2.1.3共 有のネットワーク

1516年 にヘ ンリー8世 がブライアン・デュークを駅逓頭(エ キテイノカ ミ)に

任命 したのがイギ リスにおける郵便制度の始まりといわれる。 これは幹線道路に

20km毎 に宿駅を建設 しそこに人や馬を確保するもので、宿駅には多 く既存の旅館

が使われた。宿 駅の機能は飛脚便の使者、それに公用の旅行者に対 し宿駅馬など

を提供するもので、当時は 「郵便」と 「交通」とが密接不可分のものであったこ

とがわかる。情報の伝達を主目的とする 「郵便」の発達"モ ノ"の 流通を目的 と

する 「交通=運 輸」との分化の歴史であるが、ともか くもこの 「駅逓制度」以降、

交通の各発展段階を節目として 「郵便」は独自の歩みを進むことになる。

このイギリスの駅逓制度はまだ統治者のためのものであったが、一般の人々の

利用 も"黙 認"は されていた。 しかしなが らその輸送状況ははなはだ不安定なも

ので利用が増えるに したが って不満 も数多 くでてきた。こうした官営の制度を見

習い、またその不備なところ、っまり正確さや迅速性、それに幹線からもれた地

域一つまり支線の整備などを補うため自営の 「郵便」が17世紀に入る頃から出始

めている。

しか し1635年にはこういった民営の郵便制度を締め出す布告が発令され、郵便

による利益を国家が独占する時代が始まることになる。この布告はそれまで黙認

されてきた一般の人たちの利用を追認するものであり、料金制度 も民営のものを

手本としたものではあったが、そういったものの原価に比してはなはだ高価なも
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のと思われることから、む しろ国家の歳入の一つの手段として 「郵便」がとらえ

られ始めたことがわかる。そういったことからこの 「郵便の国家独占」は現場か

らの反発 もあり目論見どおりにはいかなかったようである。おりしもイギリスは

清教徒革命を経て唯一の共和制時代を迎えることになる。

こうして料金制度の確立と需要の増大によって次第に郵便事業は儲かるものと

なっていったが、 この頃はこういった駅逓その ものを国家と民間業者とが共有 し

た渾然一体ものであった。

2.1.4便 利な郵便ネ ッ トワークの試み

こうして郵便 システムが全国 に拡大 していったが、 これ は交通網の整備、 とり

わけ道路事情がよ くなったことによ り 「郵便馬車」を使 う高速な運送が可能 にな

ったか らであ る。

もっとも郵便 システム とはいうものの、 この ころは遠 くの村や町のいわ ゆる駅

逓間をつな ぐもの に過 ぎず、っ まり戸別の配達 とい うものがな く、 自分宛の郵便

物 は最寄 りの窓 口まで取 りに行かねばな らなか った。 これ は人口が一気に膨れ上

が りつつあた首都 ロ ン ドンで も同様であ った。 この不便 を解消するべ く、戸別配

達 を目的 と した民営の 「ペニー郵便」が1680年 に自身 も商人であ るウ ィリアム ・

ドックラによ って始 め られた。 このペニ ー郵便 は、 ロン ドン市 内を一律1ペ ニー

の前納制で戸別配達 を行 うもので、取 り扱 うもの こそ重 さで1ポ ン ド以下、価格

も10ポ ン ド以下の ものに限定 されていたが、 この範 囲内で さえあれば料金は1ペ

ニ ー前払いで引 き受け られ た。集配地域 はロン ドン及 びその周辺に限 られて はい

たが、差出人の便宜を計 るたあに引受所を179も 設 置 し、午前8時 か ら午後8時

まで引き受け1時 間 ごとに配達 したため、現代 におけ る電話の替わ りに一 日に2

～3回 もや りとりを行 うことが可能で あ った とい う。他方 、地方 との間の郵便物

は官営 となっていたためその官営の引受所までの移送 もこのペニ ー郵便が引受て

いた。

しか しなが ら 「郵便の独 占」を もくろむ国家の弾圧 はす さま じく、1683年 に ド

ックラはっいにペニ ー郵便を廃業す ることとなる。 しか しこの卓越 した制度は こ

の後官営 にされ たペニ ー郵便に引継がれ ることとな る。 このペニ ー郵便 の功績は
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それ までの 「点」 と 「点」を結ぶ 「駅逓制度 」か ら、戸別配達 とい う 「面」的な

広が りを もった ものへ と 「郵便」を変化せ しめたことにあり、 ま さにこの ことに

よ り今 日の郵便へ と一歩近づ いたので ある。

このペニ ー郵便の 「民 」 と 「官」の対立 は現在のわが国における 「宅配便 」 と

「小包便 」の確執を思い起 こさせてはなはだ興味深 い ものがあ る。(今日で も 「信

書」の配達 は国家の独 占事業で、宅配便は信書を取 り扱 うことはで きない)

このペニ ー郵便は ロン ドンだけでな く産業社会の発達 につれ イ ングラン ド北部

の工業地帯の都市 を手始め に全国に普及 して いき、 また当時創刊 されだ した 「新

聞」 もこのペニー郵便の配達網 にの り、その普及 におおいに寄与 した といわれ る。

さらに17世 紀半ば までは幹線道路が ロン ドンを中心に伸 びて いったために郵便

物はすべてい ったん ロ ン ドンを経 由 しなければならなか った。 しか し地方 の産業

が発展す るにっれて地方都市 をっな ぐいわゆるクロス ロー ドが建設 され るよ うに

な ったので、 これを使 ったバイパ ス郵便ルー ト、つま りクロスポス トが設置 され

は じめた。 この クロスポス トの設置により伝達の速度 も速 くな り費用を低減す る

ことも可能 になった、郵便が いわゆるネ ッ トワークとして機能 しは じめたので あ

る。

2.1.5郵 便ネッ トワークの改革

こういった 「郵便」の利用の多くを支えていたのは産業革命とともに登場 した

新興の都市ブルジョワである商工業者であるが、はなはだしい高料金のためその

利用 も抑制され、 とくに私的な伝達の目的には労働者階級はもとよりブルジョワ

階級にしてもあまり利用 してはいなかったものと思われる。今 日では考えにくい

が当時郵便はおおいに儲かる事業であり、国家の重要な収入源であった。 こうし

たことからまだまだ特権階級のものであったわけだが、 「郵便 システム」による

手紙の発送をようや く普通の人々が享受できるようにしたのが1840年 のローラン

ド・ヒルによる近代郵便制度の改革である。

ローランド・ヒルは今 日では 「近代郵便の父」と呼ばれているが、彼の行った

郵便制度の改革はまさに現代へと通 じる道であった。 ヒルの行った改革は 「当時

のずば抜けて高い郵便料金を批判するとともに、人口の増加率や産業活動の発展
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に比 して郵便事業の収入は伸び悩んでいることへの批判」か ら始められた。

彼は郵便の送達原価を計算 してその原価のわ りに郵便料金が極めて高価である

と指摘 し、さらに人口が大幅に増えているにもかかわ らずむしろ郵便事業の純益

はやや落ち込んでおり、これは高い郵便料金が需要を押さえ込んでいるにほかな

らないからであると主張 した。こうした値下げによる 「需要の創造」という概念

は、当時勃興 した産業社会を基盤とした商品市場の考え方一今日でいうところの

「価格弾力性」一をいちはや く取り入れたものであり、また 「社会的な進歩」と

いう当時のイギリスの世相を感 じさせて意味深いものがある。ここで ヒルの提案

した郵便制度の革新案を示 してみる。

(1)全 国均一の料金制度

当時の郵便料金は高いだけでなくはなはだ複雑 もので、まず距離により細か

く区別されていた。日本と同様それほど広 くないイギリスでもその距離 ごとに

14段階に区切 られ利用するものにとってはとにか くわかりにくいものであった。

これに対 して ヒルは 「郵便料金を距離別に決めることはあまり意味がない」と

して、その理由に 「たとえ距離が短くても、その通数が少なければ一通あたり

の費用は大 きくなるし、鉄道の発展からその距離自体が輸送コス トを大きく左

右する要因とはならない」と指摘 し、距離別料金制度に変わる全国均一の料金

制度を提案 している。さらにその料金算出に郵便事業における年間の総経費を

その年に出された郵便物の総数で割って1通 あたりの平均コス トを出し、それ

をもとにして重量別の郵便料金を定めたいとしていた。

(2)重 量別料金

それまでの料金は1枚 ごとにいくらという具合いに決められていた。当時は

今のようなかたちの封筒は用いられず、今日でいう郵便書簡、つまり1枚 の紙

に文章を書いてそれを折りたたみ表に宛名を書いたものが使われていて、用紙

が1枚 だけのものが シングルレター、2枚 のものをダブルレターと呼び、それ

ぞれの郵便物を局員が何枚紙が使われているのかいちいち手で数えていたので

ある。

余談であるが、インフラとしての整備を目的 としてというよりはむしろ利権

的な権益を守るためであったが、それと同時に文書を密かに検閲することによ
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り諜報活動に利用 していたことによるものとも考え られる。その検閲に際しこ

の枚数をチェックする作業がはなはだ有益であったであろうことは類推できる。

それはさておいて、ともか くこの枚数を数える手間が大変であったので、そ

の点を効率化することにより配送の手間がはぶかれ ることには大きなメリット

があった。

(3)切 手による料金前納制

ヒルによる郵便制度改革案の3っ めの柱がこの 「料金前納制」である。今日

ではあまりに当たり前すぎてほとんど気にする人もいない 「切手」であるが、

この郵便の近代化はまさにこの採用により可能になったのである。

それまでは郵便料金は受取人が支払 っていた、このことは郵便の配達業務に

膨大な手間がかかっていたということである。受取人が不在であったり、料金

の持ち合わせがなかったり、あるいは受取拒否されたり、とにかくこれが大変

な仕事であったであろうことは想像にかたくない。そのうえ集めた郵便料金を

'横領する不心得ものもいたであろうか ら不正を発生させる大きな原因になって

いたのである。

もちろん これまでもロンドンのペニー郵便などは料金の前払い制度をとって

いて、これらは集配所まで必ず足を運んで手をことづけると同時に代金を支払

っていたのであるが、 「切手」の採用はこの集荷業務をも改善 した。あらか じ

め代金決裁の証明である 「切手」をはっておけばもよりの 「ポス ト」に放 り込

んでおきさえすればよい。 このことは手紙を出そうとしている人にとり大幅に

手数がはぶけることである。繰 り返せば 「切手」の導入はシステム順の手間の

みならず発信者側の手間を大幅にはぶ くことになり、料金の大幅な低減と爆発

的なその普及を可能にしたのである。

もちろんこういった有用な制度だけを導入すればただに普及するというもの

ではなく、近代郵便制度の発展の背景には、それまでの牧歌的な変化に乏 しい

田園社会か ら、社会の進歩というものを信 じる新 しい産業社会の到来、それを

支える都市ブルジョワの勃興、さらに教育の普及による識字の増大など様々な

外的な要因があったことは指摘 しておきたい。

ともあれ このイギ リスの郵便制度の確立により、っいに歴史上初めてふつう
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の人が遠隔地 との継続 的な コミュニケーシ ョンをご く私 的にで きるよ うにな っ

たのであ る。 これを もってパ ーソナル ・メデ ィアの大衆化の始 めといえよう。

2.1.6郵 便ネットワークの展開

こうして 「郵便」は技術の発展、それに新 しいアイディアの採用によって普及

していった。とくに 「鉄道」という強力な輸送手段が登場 してからは大量で高速

な輸送が可能となった。また制度としては切手による前納制度を前提として郵便

ポス トを全国津々浦々に設けて集荷の業務を効率化するとともに、各戸に 「郵便

受け」を設けてもらうように して配達の効率化も促進 していった。さらには全国

を地区わけしてコー ドを割り振って仕分け作業の効率化をはかるといった具合い

に各段階の創意工夫が行われ、近代郵便のはじめか ら50年後にはっいにイギ リス

全土を完全に均一料金にすることになったのである。

こうした制度上の改革に加えて、運ばれる中身 もまた多様化 していった。当初

は小包郵便が鉄道会社の反対にあったたあに競合の少ない分野として 「書籍郵便」

が創 られ、っいで1870年 には官制はがきが発行された。まだ当時の私製はがきに

は料金収納印を押す必要があった。そ して1883年 には 「小包郵便」が創設され現

代にみる郵便制度をつくりあげていった。

イギリスを先駆けとする郵便システムは近隣諸国に同様の制度を波及させると

ともに国同士の郵便もその数を増大させていった。こういった多国間のやりとり

を各国ごとに郵便条約を交わ して手続きを取り決めてい くのがはなはだ煩雑なた

め、1874年 に万国郵便連合が結成され、これに加盟すれば個々の国間の条約は不

明としたのであった。

以上イギ リスを中心とする 「郵便」の歴史に枚数をさいてきたわけであるが、

現代の都市コミュニティが形成される大きな要因として全国的な郵便網がな して

きたものは少なからざるものがあり、真のマス(=大 衆)の ためのコミュニケー

ション手段としておおいに役だってきたのである。

2.1.7郵 便 によって もた らされた コ ミュニテ ィの形成

産業社会初期の 当時 は都市生活者の コ ミュニテ ィは農村生活者の コ ミュニテ ィ
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とは今日では考えられないくらい相当な隔たりがあったものと思われる。新 しい

雇用関係、新 しい生活、そして新 しい風俗、などこれまでの伝統的、静的なコミ

ュニティとダイナ ミックに変化する都市コミュニティとの間には相当な落差があ

ったことであろう。最初は新進の産業都市間をっないでいた 「郵便」が しだいに

普及 して全国を網羅するようになると、こういった様々な都会の情報が全国に行

き渡ることになる。最初は噂で、やがては新聞などで もこういった都会の驚異を

知 らせてきたと思われる。 しか しそういった伝聞情報だけでは、人や物はなかな

か動き出さない。 しか しここに気軽に誰でもが使える郵便が存在 しはじめると既

存の コミュニティか ら外のコミュニティへと転出していった人との反復継続的な

コミュニケーションが可能となり、新たなコミュニティの参入一ここでは産業ブ

ームにわく都市であるが一を勧誘できるのである
。

やはり人はあまりよく知 らない人の言葉は信用 しないが、その人となりがよく

わかっている人物による発言にはよかれあしかれ理解を示すものなのである。ロ

ンドンに出稼ぎにいった従兄弟あたりから、近況報告と就職口の強い斡旋で もあ

れば、沈滞 した田園からの脱出を少 しでも考えないものがはたしていたであろう

か。いささか強引ないいかたになるが、やはり都市への人口集中は郵便の普及に

よってもたらされたといえるのではないだろうか。 このようにメディア伝達の手

段としての 「郵便」が新 しい文化の形成に寄与 していったのである。

2.1.8郵 便のもたらしたもの

このようにして誰で もが郵便を世界中にだせるような時代となったが、 「郵便」

による情報の伝達 という概念があまりにあたりまえで希薄した状況の下では、 こ

ういったシステムの存在そのものが拡散 して しまっているといえる。

核戦争のために文明が崩壊 した後の世界を描 く、いわゆる 「破壊後」(ア フタ

ーホロコース ト)も のの中でも近来の傑作 と呼び声の高いディビッド・プ リン作

の 「ポス トマン」というSF小 説では、荒廃 した世界に生きる主人公が偶然に既

に滅びて しまった合衆国の郵便配達員の制服を発見するところから始められる。

郵便配達員に扮装 して見知らぬ集落にうまく受けいれ られようとした主人公の詐

欺的な行為はまんまと成功して、いや、それだけでなく郵便という制度の体現者
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である彼の存在そのものが失われた文明を感 じさせ、やがては文明を復興させる

希望その ものとして、この 「郵便配達員」という存在がきわめて効果的に使われ

ていてなかなか感動的である。

最後にニューヨーク中央郵便局前にある碑銘の言葉でこの項を終えることにし

たい。

「 雨が降ろうと それが雪にかわろうとも

また 灼熱の暑さが襲いかかろうとも

また 夜の淋 しさが身にしみようとも

勇壮な使者は目的地に走る

ただひたすらに走る ・・・… 」

一 ヘロドトス ー

2.1.9新 しいメデ ィアの台頭

じつの ところ 「郵便」は企業や官庁の ような組織体 にあ って も、また個人 にあ

って ももはやメ ジャーなメデ ィアではない。現代で は大部分の必要な情報 は 「電

話 」によって伝 え られているようである。 あるいは伝達す るための費用 のほとん

どは電気的な メデ ィアで 占め られ、物理 的なメデ ィアの分野が著 しく小 さくなっ

てい るともいえ るで あろうが、その ことは郵政省の郵便部門の総収入が1兆 円代

であ るのに対 して、事実上 日本の コモ ンキャ リアーといえるNTTの 総売上が軽

く5兆 円を超えている ことか らもわか る。

と くに現代の企業において 「電話 」はな くてはな らない ものであ り、 まさに産

業社会の生命線 といえ ることに疑いはない。 しか しなが らまだ 「電話 」その もの

が 「郵便」の ごとくコ ミュニテ ィの形成 を変革 してい くような ことはなか ったよ

うに思われ る。

これは市民生活において電話 によるコ ミュニケーシ ョン自体がまだ未成熟な こ

とが原因なのであろ うか。一 日に電話をか ける時間が軽 く一時間は越え る といわ

れるいまの若者達が社会に進 出 して くれ ばあるいは こうい った事情 も変化す るの

か もしれない。 「電話」の普及 によ る 「文化的 イ ンパ ク ト」はむ しろこれか ら顕

著にな って い くので はないだろ うか。
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2.1.10こ れか らのパー ソナル ・メデ ィア

これか らのパーソナルな メデ ィア一個人の情報発信の方法 一には大規模 な変革

が予想で きる。その大 きな原因の一つは ワー ドプロセ ッサの普及、 さらにそれに

加 えてそれ と電話回線 との結合で ある。手紙 と電話の結合一これが これか らのコ

ミュニテ ィ形成 に及ぼす影響 はま った く計 り知れないものがあ る。手紙の、 いや

紙 というメデ ィアの特性 とそれを生か しきって 「郵便」 とい う世界的 な文化圏を

形成す ることに成功 した人類 はいま新 たな可能性を 目指 してい る。

パ ソコ ンやワー ドプ ロセ ッサ はまだまだ高価な もので ある し(と い って も自動

車 に比 してさほど高価 とも思わな いが)、 と くに家庭 において はその普及 は これ

か らの動向にかか っているのであろ うけれ ども、よ り便利なパ ーソナル ・メデ ィ

アというものを考え、電子ネ ッ トワークの普及 とい うものを考慮 したな らば、 こ

の方向が一つの大 きな流れの中に存在 してい ることが考え られ るのである。

こうい った新 しいメデ ィアは電話の延長線上 にある ものなのか、あ るいはま っ

た くこれまで と異な った ものであ るのか は異論 もあることであ るが ここは従来の

電話 とはま った く異 なる新 しいメデ ィアであ るとい う立場をとることに してみた

い。

〈参考文献>

or郵 便の文化史」 星名定雄 みすず書房

o「 日本史小百科(通 信)」 高橋善七 近藤出版社

〈参考 〉 パー ソナル ・メデ ィアの比較

さて、 これ までみて きた各パ ー ソナル ・メディアを比較 してみよ う。

メデ ィアの機能を1)記 録性、2)伝 達性、3)加 工性 に3分 しそれぞれ の特性

をみてみ ることにす る。
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[情報量が小量のとき」

手紙.

記録性 ○

伝達性 △

加工性 △

電話

×

○

×

電子ネ ッ トワー ク

ム

ム

○

[情報量が多量になるとき」

手紙.

記録性 △

伝達性 △

加工性 △

電話

×

×

×

電子ネ ッ トワーク

○

○

○

基本的には情報の処理量が少なければ、各メディアは発信側の手間のいかんに

依存 し、記録性や加工性に著 しく劣っているにもかかわらず伝達性に秀でた 「電

話」が優位にたっている。 しか しながら処理する情報量が多 くなれば、コス トの

面などから 「電話」よりは紙を媒体に使用する 「手紙」が、さらに情報量が多 く

なれば処理性などに秀でている 「電子ネットワーク」が使われるようになるであ

ろう。

もちろんコミュニティの構成員は個々の情報量にバラっきが存在するので、既

存のメディアが各々の トメインを明確にしなが ら並列分岐してい くことになると

思われる。

2.2交 通 ・物流(日 本)

2.2.1概 要

古代 より近年 に至 るまで、交通 ネ ッ トワー クはその時代の政治的、経済的活動

と交通 を取 り巻 く技術革新の共 同所産で ある。

本節 は、江戸時代あた りか ら現代 に至 るまでの交通 ・物流 ネ ッ トワークの歴史

的変遷 を追 いなが ら、人 ・物 ・財の交流 を支え るイ ンフラス トラ クチュア(以 下、

「イ ンフラ」 とい う)と しての交通 ・物流 ネ ッ トワー クが、政 治的、経済的活動
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の道具 として形づ くられていった過程を明らかにするとともに、その時代の国民

ひとりひとりの文化圏、生活行動圏の拡大 とどうかかわっていたのかにっいても

できるだけ触れてゆく。政治経済面の歴史的記述はごく簡単に触れることにとど

め、交通輸送技術 とネットワークの関係、そして各時代の国民 と交通ネッ トワー

クとの関わりに重点を置いて分析する。

2.2.2江 戸時代の交通

日本は農耕型社会であり、日本人は土地に定着して暮 らす農耕民族であると言

われる。 「すべての道はローマに通ず」と言われたヨーロッパは、狩猟民族が都

市を作 って暮 らし、道路はその都市と都市を結んでいた。騎馬 と海運により古 く

から軍事的、経済的行動範囲も広かった。 しかし、日本では江戸時代以前までは

諸国間の軍事的往来を除けば、地域間交流は畿内を中心 としたものが主なもので

あった。ましてや諸国の民衆にとっての行動範囲は極あて狭いものであった。唯

一、彼 らの行動圏が広がるのは、その宗教的活動を通 してである。

平安末期 に隆盛を誇った熊野詣は、はじめ都の上皇、貴族、上層階級から始ま

ったが、やがて武士階級に移行 し、民衆 もこの巡礼に加わり始めた。江戸時代に

至り、巡礼の主体はいよいよ民衆に移 っていく。その理由の第一は農村の生産向

上にともな、う農民の生活、金銭の余裕であり、第二には江戸、大阪をはじめとす

る大都会の町人、商人階級の成長であった。また一方で、幕藩体制側 も伊勢神宮

などの遠隔参詣に対する特別的寛容政策をとっていたフシがあり、東海道、伊勢

街道などの交通網の発達とあいまって巡礼はますます盛んになる。ただ、江戸時

代 も中期になると巡礼の質も、かっての修行のための禁欲的、求道的巡礼者にか

わって、観光や遊びと結びついた りフレーション的巡礼者が増えてきた。

巡礼は、本来俗なる居住地と参詣の目標である霊地、聖地の間を往路、復路を

経て完結する行動である。日常的な被支配の世界から脱出し、非 日常世界への離

脱を試みる民衆にとって、聖なる巡礼に加わりなが らも、巡礼の目的地までの長

い経路の途中の宿泊宿、小寺などでの人との交流が、知識経験をより豊かにし、

原始的地域文化交流をも果たす、一種の修学旅行となったのである。

さて、このように書 くといかにも地域間の往来が自由であったように見えるが、
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よく知 られているように、徳川の治世、交通は水陸ともに厳 しい幕府管理のもと

にあった。江戸のある関東地方への出入口には、関所を設けて入鉄砲出女に目を

光らせた。

全国を巧妙に統治する幕藩体制は、諸藩を適当に地域隔絶させながら、江戸へ

の参勤交代を義務づけた。江戸を中心 とする五街道(東 海道、中山道、甲州街道、

日光街道、奥州街道)は そのような軍事的目的で整備された。東海道五十三次な

どの宿駅伝馬制もこの時整備された。江戸を中心とした放射状のネットワークの

形を しているが、江戸 と上方間の交流が圧倒的に大きかったことは言うまで もな

い。あくまでも 「みやこ」は京都であり、文化の中心は上方であった。五街道は

幕府の全国支配のための政治的軍事的交通路であったから、その要所には関所が

あり、街道には牛馬車を通さず、大 きな川にはわざと橋をかけなかったので、商

品輸送路としての意義は少なかったが、全国的な人の往来をさかんにし、経済活

動を容易ならしめるには大いに役立った。

五街道のほかの地方道路は、脇街道とよばれ、ここには牛馬の背に荷物を積ん

で料金をとる、駄賃馬業(1種 の運送業)が 成立 して、地方市場の開発に役立っ

た。

しか し、貨物の大量輸送はもっぱら水運によった。河川の舟運は流域毎の物流

ネ ットワークを形成 した。小さな舟か ら次第に大型に積みかえた。さらに日本の

沿岸には海運が発達 した。大阪は全国の年貢米など地方物産の集積地であり、江

戸 と並んで海上交通路の要であった。京都の文化が東北地方日本海側等に比較的

早 く伝わったのは、この海上交通路のなせるわざであった。

実は、日本の海外交通の技術力は、室町時代の明との勘合貿易、その後の朱印

船貿易などを通 じて、造船 ・航海術は相当高度な水準に達 していた。伊達正宗の

家来支倉常長の太平洋横断がそれを証明している。江戸時代の鎖国がなかったら、

日本は世界一の海洋国家に成長 していたかもしれない。

江戸時代を通 じて陸上交通網の形はおよそ現在の主要国道ネ ットワークに近い

ものが形成されたが、街道整備に伴って沿道の地域開発が進んだ ことも忘れては

ならない。新田開発等による農…村振興、宿場町の発達による商業流通の普及など

が見られる。また、通信手段 として設けられた飛脚、早馬制度は、街道交通その
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ものであり、街道空間は人とものと情報の伝播経路だったと言える。

このようにして形成された五街道を幹線とする陸上交通網と、日本全土の沿岸

海上交通路は、政治面だけでなく、経済的にも文化的にもまた心理的にも日本を

一体の民族として総合していくインフラとしての役割を負っていたのである
。

2.2.3明 治時代前期の交通

幕末か ら明治維新への歴史は大変興味深いが、交通の歴史から見ると、欧米と

の通商開始に伴い、一挙に欧米の交通 ・輸送技術が 日本に入ってきたことが最も

重要である。鉄道工事技術(従 って、技術指導者も外国人)、 蒸気機関車、蒸気

船等の輸入により、明治5年 新橋 ・横浜間にわが国最初の鉄道が開業 した。この

鉄道は、文明開化の大きな象徴として国民の眼に映ったものと思われる。明治3

年には東京 ・大阪間に蒸気船が定期航路 として就航 している。

維新政権首脳部が欧米を視察 し、明治政府は 「富国強兵」政策をとった。明治

初めに新設された内務省は、警察網の整備のほかに 「殖産興業」という任務を持

っていた。維新のさまざまの改革は直接、間接に資本主義を急速に発展させる条

件になった。廃藩置県は全国的市場の発展の基礎的条件となり、職業の自由、居

住の自由は民衆が労働者として村を出る自由を与え、秩禄処分で多 くの士族が一

般民衆化 した。官営の工場は、紡績、製鉄、造船、軍需工場等がいずれ も外国人

技師指導のもとで作 られ、生産を始めた。これらの工業技術は何よりもまず軍事

目的をもって開発された。これ らの産業の物資輸送のために鉄道建設が急務 とさ

れた。

明治5年 の新橋 ・横浜間開通後、東京 ・神戸間の東海道線開通までに17年 間を

要した。この間に早 くも明治13年 、北海道の札幌 ・手宮間に官営の幌内鉄道が開

通するなど、全国にわたって鉄道建設は進め られた。現在の東北本線や高崎本線、

山手線などは私鉄の 日本鉄道が建設 した。明治時代前期は、東海道線 と関東地方

を中心とした鉄道の整備が先行 し、やや遅れて山陽、九州へと鉄道は伸びていっ

た。この間には、客車の製造が国産化され、機関士 も日本人が登用されるなど技

術面の国産化 も進み、明治23年 には機関車 も国産車が走った。このように、明治

前半の鉄道は、いまだネ ットワークと呼べる形を成 していないが、軍事的目的、
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産業輸送用の重要な交通機関として、明治時代の国家建設に大きな役割を担って

いたのである。

一方、道路の方は明治になって東京など大都市に人力車が現れたが、もちろん

地域間交通に適するものではない。旅客輸送はもっぱら鉄道が中心に担い、乗合

馬車が都市部門での補完を していた。物資輸送は、明治初期に東京 ・横浜間に馬

車会社が現れ、諸国の関所、宿駅制度が廃止されると同時に各地にも馬車会社が

開業 し、地域内陸、上物資輸送手段として発展 した。さらに郵便物の馬車輸送 も

進展 した。 もっとも、江戸時代から引き継いだばかりの道路は狭 く、また路面 も

荒れており、道路事情は非常に悪 く馬車の定時走行は困難であった。 この時期に

早 くも国道の路線番号が定められているのも興味深い。

一方、沿岸海運は新政府が規制するところとなり、官営の郵便汽船会社が設立

され、やがてこれを三菱汽船会社に譲り、保護 した。これも、西南戦争時の軍事

輸送などの軍事目的が主であり、戦時の活用を容易にしてお くためであった。

2.2.4明 治時代後期の交通

東海道線が全通 した明治22年 頃は、各地の産業の発展にともなって鉄道ブーム

が起こり、多数の私設鉄道会社が設立され、明治24年 での鉄道総延長は約2600キ

ロメー トルに及んだが、 これが12年後の明治36年 には2.7倍 の約7200キ ロメー ト

ルに急激に伸びている。 この背景には、日清戦争による巨額の戦争利得により、

飛躍的に発展 した資本主義産業の要請がある。このあとの日露戦争において も、

大本営の置かれた広島を中心に、東海道線、山陽線は戦時ダイヤが組まれ、軍隊

輸送、軍需物資輸送に鉄道網は大いに活躍 した。資本主義の発達 とともに、農業

人口比率は減少し、明治24年 の70%か ら10年後には64%に なっており、その分逆

に大都市人口が激増 した。劣悪な労働条件ではあったが、東京 ・大阪などには都

市労働者が登場 しはじめた。

鉄道技術面では、蒸気機関車の国産化、初めての電車営業開始(明 治28年 、京
'都 電気鉄道)

、アプ ト式鉄道の開業(明 治26年 、信越本線碓氷峠)、 トンネル技

術の発展などがあった。また、旅客輸送の遠距離化 と量的増大に対応 して、明治

32年山陽鉄道に食堂車が運転 され、同 じく山陽鉄道に翌年寝台車が運転された。
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明治時代後期の鉄道網は、 日清 ・日露戦争の軍事的要請に加えて、 日本が中国大

陸、朝鮮半島との関係を深あたことから、東京か ら九州にかけての西日本地域を

中心に整備が進められた。電車技術の発達は、東京、大阪に市電を登場させ(明

治36年)、 人力車、乗合馬車にかわる新 しい市民の足として利用され始めた。明

治39年 、鉄道国有法が公布され、翌年までに国有化が完了した。この時代は鉄道

優先時代であり、道路を使った馬車運輸会社は鉄道とタイアップして鉄道貨物を

取扱うようになり、一部では鉄道小荷物配達サービスも始まった。

海運面では、産業用物資輸送、軍事物資輸送の要請から、東京港をはじめ、大

阪港、名古屋港など天然の良港を持たない産業都市での築港がさかんに行われた。

八幡製鉄所が操業を始めた明治37年 には、石炭、鉄鉱石、鉄鋼製品の輸送のため

に若松港が開かれている。築港か ら市内への運河、河川改修 も行われ、産業活動

と海運の発展 も、鉄道のそれと同 じく両者表裏一体を成すものであった。海運の

旅客輸送面では、明治41年の青函連絡船、明治43年 の宇高連絡船の就航により、

既にあった関門間を含め、 日本列島の鉄道旅客ネッ トワークは一応完成されたと

言えよう。

2.2.5大 正時代の交通

大正時代 も依然として、交通網は陸上では鉄道網がこれまでの線から網 目状に

広がり始め、鉄道優位時代が続 き、海運 も物流ネッ トワークの担い手として引き

続き、発展 した。一方、道路交通面では明治時代後期に輸入が開始された欧米の

自動車と自転車が少しずつ市民の目の前に登場 して くる。ただ、自動車は一部エ

リー ト層の ものであり、大多数の大衆とは無縁であった。

まず、鉄道網では大正3年 に東京駅が完成 したことが象徴的であり、全国ネッ

トワーク面では大正時代に入 る頃北陸本線や中央線 も開通 していて、全国の主要

な都市間はほぼ鉄道で結ばれた。また、東京では山手線の環状運転が始まるなど、

大都市での電車の登場、鉄道ネットワーク化が実現 した。技術的背景としては、

電力の安定供給の実現、鉄道電化技術の発展があげられる。現在のE電 、かって

の国電の初期の姿はこの大正時代に既に現れていたのである。

道路交通では、市内交通機関としての自転車の急増が人力車に大 きな打撃を与
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えた。また、貨物輸送用の トラックの登場が馬車に代わり、乗合バスが登場する

など、鉄道交通に比べて圧倒的に技術革新が遅れていた道路交通にも新 しい時代

の息吹きが芽ばえ始めた。

海運では、内航用の小型船舶の開発と、遠洋航海用の大型船舶の開発が分極化

して進んだ。後者は、海外との貿易を含む大規模な産業物資輸送用に大きな発展

を見た。

2.2.6昭 和初期の交通

第一次世界大戦以降の飛躍的な景気拡大に伴い、昭和初期には東京、大阪、名

古屋、北九州を中心とする地域にいわゆる四大工業地帯が形成され、大都市が成

長 していった。大正末期の関東大震災、昭和4年 の世界大恐慌など波乱に満ちた

昭和の幕明けではあったが、大都市にはサラリーマンも登場 した。 これは工場労

働者とは異なり、都心のオフィスで金融、商業、サービス業等の都市型産業に従

事する労働者であり、彼 らも含あた都市生活者が大都市の郊外部に住宅を求めて

住んだことから、東京、大阪では都心と郊外を結ぶ鉄道が発展 し、現在の私鉄も

大部分はこの頃整備された。鉄道交通は、大正時代までの物流、工場労働者輸送

中心の役割から、大都市の通勤、買物需要を支えるネ ットワークとしての役割を

得るに至った。

また、日本国内の経済交流がさかんになるにっれて、東京、大阪間の交通需要

も増大 し、スピー ドアップが要請された。昭和5年 、東京、神戸間に特別急行列

車 「燕」が誕生 し、両都市を9時 間で結んだ。この他、 トンネル技術の発達に伴

い、清水 トンネル、丹那 トンネル等の長大 トンネルも開通 し、長距離列車が多数

運転されるようになった。それだけ国民の行動範囲が広がっていたことを物語 っ

ている。地方の農村から大都市へ出てきた多数の都市労働者は、盆暮の帰省時に

鉄道を利用 し、また通勤交通手段として鉄道を利用 した。都心部は路面電車が公

共交通の中心になり、昭和2年 には初の地下鉄として銀座線が開通 した。

都市はものを消費すると同時に、自由時間も消費する社会である。都市生活者

の リフレーション需要を誘導するかのように、鉄道ターミナルにはデパー トが、

大都市周辺では観光開発が私鉄を中心に積極的に進あられた。箱根や宝塚などが
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その例である。その他、寺社参詣、湯治などの野外 リフレーションもさかんにな

り、通勤需要と買物、観光需要を抱えた私鉄が大いに発展した時期でもあった。

道路交通面では、大正時代からの潮流で、都市内旅客輸送機関としての人力車

が路面電車、バスにとって代わ られて衰退 し、貨物輸送機関の馬車も トラックに

とって代わられ衰退 した。昭和始めには、フォー ド、ゼネラルモーターズが日本

に会社を設立 し、日本への自動車輸入を促進した。昭和10年 前後には、 日産、 ト

ヨタの自動車会社も設立され、バス、 トラックの生産が中心ながら、国産車も製

造されるようになった。

鉄道とタイアップした道路交通での貨物輸送は、有力業者の統合が進められ、

需要物資輸送の必要性からもやがて国策の日本通運会社が設立された。

この頃の海運は臨海部に発展 した工業地帯の船軍需用が大きく、物流の重要な

ネ ットワークとしての役割を果たしたが、経済の浮沈が激 しく、海運業自体の好

不況の波 もまた激 しかった。

2.2.7戦 時下の交通

昭和初期の大恐慌から満洲事変、国際連盟脱退、そ して昭和12年 日中戦争への

突入 と、時代は戦時体制下に入る。中国大陸での戦争がまだ全面的に始まってい

ない頃は、国内景気は軍需産業を先頭に産業活動が活発 となり、急速に発展 した

重化学工業や機械工業の物資輸送やそれに伴う国民の移動機会の増大に対応 した

交通インフラとして、鉄道網整備は隆盛を誇った。昭和14年 には、大陸への往来

客の急増で長距離急行列車が下関や長崎へ増発され、大都市の工業地帯では軍需

工場への通勤電車が増強された。 しかし、この状態は一時的なもので、国家総動

員法成立後は鉄道は軍事最優先に利用され、戦局が悪化 した昭和18年 か らは、特

急列車、1等 車、食堂車、寝台車などの優等列車が減 らされ、翌年には全廃され

た。長距離の旅行にも規制がなされ、国民の自由な移動は困難 となった。

一方、道路交通面ではようやく交通機関の主流を占め始めた トラック、バスな

どの自動車交通の発展に水をさすかのように、昭和13年 からガソリン、重油の配

給制が実施され、昭和16年 には乗用車へのガソリン配給が停止されて しまう。石

油は最 も重要で、最 も不足 していた日本の軍需物資であった。自動車交通は、軍
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事目的最優先となり、国民にとっての自動車交通発展の歴史はここで完全にス ト

ップ して しまった。

2.2.8戦 後復興期の交通

昭和20年 、戦争末期の連合軍の空襲により、日本の大都市、工業地域は焦土 と

化したまま終戦を迎えた。連合軍の占領下に入った日本は、政治経済面では新 し

い時代に向けての波乱の時代を過 ごすことになるが、交通ネ ットワークの中では

鉄道網の復興がいち早 く着手された。昭和20年 に早 くも運輸省に復興運輸本部が

設置され、幹線鉄道の復興、輸送の安定化の努力がなされた。終戦複数年間は、

大陸か らの帰国者の輸送、軍需工場へかり出されていた農村労働者の帰郷輸送、

疎開先か ら都市への輸送、そして買い出し客の輸送など、大混乱の中ではあった

が鉄路の果たした役割は極めて大きかったと言 うべきである。これは、大戦を経

て も本土決戦がなかった為、鉄道網がインフラとしての機能をかろうじて保 った

為で もあろう。戦前にはすでに国鉄で1万8000キ ロメー トル、私鉄で約7000キ ロ

メー トルと現在 と大差のない延長の開業をみていた。ただ、戦争中の酷使と荒廃

した設備を十分整備することなく、昭和25年 の朝鮮動乱に伴 う特需景気への交通

需要に対応するなど、その輸送使命を果たしてきたため、鉄道施設の近代化は遅

れることとなった。それで も昭和24年 、日本国有鉄道が運輸省から公営企業体と

して独立 し、東京に湘南電車を走らせるなど電化事業に努め、また新幹線計画を

スター トさせたことなどにより、昭和30年代の鉄道全盛時代を迎えることになる

のである。

道路交通面では復興のスピー ドは鉄道より数段遅か ったが、運送業法の見直 し、

各種規制の廃止の動きと石油輸入の安定化に伴い、朝鮮動乱の頃か ら急速に トラ

ック、バスを中心とした自動車交通 もさかんになった。 日本の自動車産業が外国

の技術を導入 して自動車の国内生産を始めるのもこの頃である。ただこの時代の

日本の道路は、本論で も述べてきたとおり、牛馬交通、荷車、馬車交通か らよう

やく自動車交通の時代を迎えた所で、東京などの都心部を除いて極あて劣悪な道

路状況にあったため、昭和27年道路特別措置法、改正道路法が公布され、それに

基づき昭和29年 には第1次 道路整備5カ 年計画が閣議決定され実行に移された。
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整備が不十分な所に急激に自動車が増加 した為、昭和30年 頃には早 くも交通事故

が急増 し、社会問題となった。

海運面では、戦前か ら既に高かった日本の造船技術をいち早 く復興させ、政府

が計画造船を進め、また港湾整備、海運運送事業法 も整備したことから、朝鮮動

乱特需もあって戦後数年で日本の海運業は往年の力を盛り返 し、昭和30年 頃には

日本の年間造船量は世界一となり、内航海運の水準 も戦前の水準に回復 している。

2.2.9高 度成長期の交通

(1)高 度成長期の交通ニーズの変遷

昭和30年 頃に始まったわが国経済の高度成長は、国土のいたるところで人と

ものの流動量を急増させた。それに対 して道路や鉄道、港湾などの交通施設が

絶対的に不足 し、40年代の後半まで、交通施設の量的増強はいわば錦の御族で、

輸送力が足 りないから整備が必要だという論理がまかり通り、各種の交通施設

とも整備5カ 年計画が次々に打ち出され実行に移された。名神高速道路や東海

道新幹線の開通は単に量的増強だけの対応ではなく、 「より早 く、より快適に、

より安 く」を目ざす交通の質的改善をも担っているが、昭和40年 代半ばから交

通騒音、排ガス公害などの問題をきっかけに、量的増強から質的改善へと交通

ニーズが変化 し始めた。

② 鉄道交通

戦後の老朽化 した鉄道施設の取 り替えと動力の近代化が進められ、昭和31年

に東海道本線の全線電化、 ビジネス特急こだま号(東 京 ・大阪間6時 間50分)

による東京 ・大阪日帰 り圏の実現を皮切 りに、昭和39年の東海道新幹線開業迄

鉄道ネッ トワークの発展は華々しか った。この時期は、所得水準が徐々に上昇

し始め、教育水準の向上、テレビに代表されるマスコミ文化の進展があいまっ

て、新 しい中間市民層が急速に拡大 した。この時代の成長志向の風潮に合わせ

て、交通インフラにも 「より速 く」が特に求あられた。昭和40年以降は都市内

通勤輸送対策が急務となり、首都圏の五方面作戦が計画、実施された。都市内

交通の役割を担 う鉄道は、都心あるいは副都心的ター ミナルか ら郊外へ放射状

に伸びる私鉄と都市内の地下鉄網が発達 した。昭和35年まで銀座線 と丸の内線
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しかなかった東京の地下鉄網は、東京オリンピックを経て一気に増強され、都

民の重要な足 として登場 した。また私鉄との相互乗入れも進んだ。その一方で

徐々に路面電車が廃止されていき、代替わりが進んだ。これは道路交通事情の

改善が見 られない中で、高速性、定時性の確保ができない路面電車のニーズが

急激に減少 したからであった。

昭和30年 頃まで一貫 して鉄道輸送が道路交通に優っていた輸送キロ等のシェ

アは、経済の高度成長、40年 代以降のモータリゼーションの進展等を背景に急

激に低下 していく。ここにきてついに交通手段の競合が始まってくる。まず都

市圏内貨物 トラック輸送が、高速道路をはじめとした道路網整備に伴い次第に

長距離輸送にも進出 し、貨物の連続輸送性のメリットを生か して鉄道からシェ

アを奪っていった。両者の輸送 トンキロが逆転 したのは昭和41年のことである。

旅客輸送面では、大都市の通勤、通学交通の利用を除いた観光レジャー交通、

地方の通勤交通など多様なニーズに対応 しやすい自動車交通へのニーズが急増

し、両者の輸送人キロは昭和46年 に逆転する。さらに昭和40年以降、航空ネッ

トワークも急激に整備が進み、利用客の長距離の交通需要を鉄道と航空で分け

合うようになる。このような背景 もあって、昭和46年 にはついに国鉄は赤字を

計上 した。明治時代以降、産業の発展、国民の交流手段等国家発展の最大の礎

としての役割を担ってきた鉄道ネ ットワーク施設 も、新橋 ・横浜間に初めて鉄

道が走った明治5年 か らちょうど100年 目にして皮肉にも赤字経営となり、企

業性を重視 した近代的な鉄道経営への体質改善を図ることを余儀な くされた。

鉄道ネットワークの役割は、都市間旅客輸送、大都市圏旅客輸送など鉄道の特

性優位分野でかっ他の交通機関に対 して競争力を持つ分野に絞りこまれていく

ことになるのである。その もの自体は姿を変えたり老朽化 しているわけではな

いが、経済社会の変化に伴って極端に役割が変わってしまう交通インフラの実

例をここに見る思いがする。地方線廃線を目の前に した国民は断腸の思いがす

る事ではあった。

(3)道 路交通

昭和30年 頃か らの経済の高度成長の中で、産業構造の変化に対応 しつつ、増

大する輸送需要をまかない、産業の効率的配置と経済の円滑な活動を可能にし
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た大きな要因として、道路交通の急速な発達を挙げることができる。高度成長

期はさまざまな技術革新が5年 、10年 の短い間に起 こり、それに連れて新 しい

工場の立地需要が発生 して くるが、臨海部にコンビナー トが形成された時代の

後は、む しろ道路網の整備状況をにらみなが ら工場立地選定を行 う企業が増え

てきた。昭和40年 代に、素材生産型産業か ら、加工組立型産業へとわが国の製

造業の構造が移行 してい く中で、大消費地へのアクセシビリティを考慮 した工

場立地選択が行われるようになったからであり、道路交通はこのような需要に

柔軟に対応 しうることから、急速にそのシェアを伸ばすことになったのである。

旅客輸送面では背景は2つ ある。池田内閣の所得倍増計画による国民の所得

水準の向上 と良質な国産乗用車の大量供給体制がマッチしたことと、高速道路

を中心とした道路網整備が進み旅行機会が増加 したことがそれである。こうし

て昭和40年 頃から急激に増加 した乗用車交通は、地方圏における都市化の進展、

国民の所得水準の向上と自由時間の増大、あるいは業務活動における時間価値

の増大等によってますます増大 した。乗用車の持つ機動性、快適性、個室性は

他の公共交通機関にない特性であり、一種の麻薬性すらあってその数はとどま

る所なく増え続けた。次第に個人によって生活空間、行動パターンが異なるよ

うになり、そのたあ道路ネットワークの整備は、交通需要の量的変化、質的変

化を十分見据えて行わないとニーズにマッチしないことになってきた。一方、

40年代半ばからの交通公害の問題 もあって、道路の沿道地域との調和が重視さ

れるようになった。さらに、道路網は都市構造の形成に非常に大きな役割を果

たすことになってきた為、都市計画、地域計画における交通ネ ットワークの位

置づけが重要になってきた。このような道路ネットワークを取り巻く社会経済

環境の激 しい変化を肥え、化学的な分析のもとにネ ットワーク計画を進めよう

とする動きも早 くか らあり、昭和30年 代後半か ら道路交通情勢調査が実施され

て きた。昭和40年 代に入ると調査結果をコンピュータ処理できるようになった

こともあり、道路、鉄道等の都市交通を対象にしたパーソントリップ調査(人

の動きその ものを肥える)が 、道路都市圏等で積極的に実施され、急激に膨ら

んだ大都市圏の交通需要を解明し、ふさわ しい交通ネットワークを整備 してい

く方法が採られた。(こ の方法論は物流面にも適用され、これまでわが国の10
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以上の主な都市圏で実施されただけでな く、10年 おきに繰り返 し実施されてい

る。)

(4)海 運

経済活動の活発化と高度成長に伴い、わが国の貿易を支える外航海運は隆盛

を極めるが、内航海運は鉄道輸送や トラック輸送 との競争に勝てず、内航海運

業者の企業集約や老朽船の廃船が進め られた。 しか し、昭和40年代に入って長

距離フェリーの開業、内航コンテナ船の登場により、陸上輸送に対 して競争力

を持ちうる分野でその役割を担ってきているのも事実である。ただ、かつて国

内物流ネットワークの主役であった当時の面影はもはやないのが現状である。

⑤ 航空ネットワーク

わが国の航空輸送は、戦後民間航空の再開以来、経済の成長と相まって飛躍

的な発展を遂げ、今では国民の身近な足の一つとして定着するに至っている。

わが国の航空の発展と空港の整備は、本格的には昭和40年代に入ったスター ト

を切った。昭和43年 に約80万人だった年間旅客数は、10年後には3倍 以上の360

万人に達 した。その間、民航 ジェット化空港 も着実に増加 した。全国に80弱あ

る空港のうち、半数がジェット化されている。民間航空機が広く一般国民の目

の前に登場 して、いまだ20年 余り。大都市間のビジネス需要、遠隔地方都市へ

の交通需要、遠隔地への観光需要などのニーズにおいて、国内ネ ットワークと

しての航空ネットワークは相当強い競争力を持 っている。東京、大阪の両空港

の規模増強 と輸送の安全性確保が図られれば、航空ネットワークの役割と需要

は一層増大するであろう。現代の多様化 した価値観の中に、スピー ドへの要求、

快適性への要求は依然として根強く存在するからである。また、昨今見 られる

ように、地方の生鮮食料品を飛行機で東京や大阪の市場に送 りこむ、 「現代版

紀伊国屋文佐衛門」も増えてきている。昭和50年代後半のテクノポリス構想で

見 られたように、臨空型産業の出現も注目される。交通ネットワークは、いっ

の時代も地域構造、地域の産業構造を変えるという一つの証である。
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2.2.10現 在とこれからの交通ネ ットワーク

(1)大 都市の交通ネットワーク

昭和40年 大の経済の高度成長一辺倒から2度 のオイルショックを経て、いわ

ゆる安定成長時代を迎えた現在、最も解決が難 しい問題を今も抱えているのが

大都市交通である。東京に代表される大都市への人、カネ、情報の集中は近年

著 しいものがある。多種多様な価値観 と行動パターンを持つ人たちが大量に集

まったこと、商品輸送の小口化、多頻度化が進展 したこと、情報化の進展がや

はり交通需要を増や していそうなこと等か ら、昔に比べてますます忙 しくなっ

た人たちとものが動き回る結果となり、交通基盤の整備、輸送力の増強等の推

進努力にもかかわらず、交通渋滞、交通事故といった都市交通のひずみが慢性

化 している。加えて急激な地下上昇があり、もはや大都市交通の整備に短期間

の飛躍的な期待をすることは困難だと誰 しもが思っている。いくら日本人が金

持ちになったとはいえ、1キ ロメー トルの道路を作るのに何百億円も投入する

ような話をいつまでも国民が黙 って見ているわけがない。東京の中心部では新

たなすみ分けが始まっていくと思われる。都心部の機能の受け入れ先は,大 地

震が来ない限り、東京50キ ロ圏内の横浜、千葉などの核都市であろう。

(2)こ れか らの交通ネットワーク

一番最初に述べたように
、交通ネ ットワークはその時代の政治 ・経済活動と

技術革新の共同所産である。これからの交通ネ ットワークという視点で輸送と

交通の新技術を見ると、実現可能性の高いものとして、新交通 システムとコミ

ュータ航空がある。前者は大都市交通の輸送機関として一部で既に実用化され

ているが、利用者である市民にとってはとくに新 しい交通システムというわけ

で もな く、地下鉄とバスの中間乗物 という所である。多くの都市で導入検討は

されているが、特に大きなインパクトを もた らす交通手段 とは思われない。

次にコミュータ航空ネットワークも技術的な目新 しさはさほどなく、比較的

短距離だが陸上交通の不便な地域間の足を確保 しようとするものである。ただ、

それらの地域ではこれまでの貧弱なネ ットワークを一気に強化するものである

為、利用者へのインパク トは大きい。

さて21世紀へ向けての画期的な交通の技術革新は、いわゆるリニアモーター
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カーである。現在は常伝導の磁気浮上交通 システムが実験段階にあり、一定の

条件下での実用化もそれほど遠い時期のことではないと言われている。さらに、

超伝導技術が研究されると実現性はより高まる。建設費の多 くはインフラ費用

に消えるが、東京 ・大阪間、都心と空港間などが現在よりさらに短い時間で結

ばれることも決 して夢ではない。

〈参考文献 〉

○ 「日本の歴史」 井上清 岩波新書

○土木学会誌1986年12月 号(vo1.71)

2.3金 融

金融は、経済活動における広義の資産や信用の流通に関わる現象の ことである。

歴史的には太古の貨幣出現以来の経済の歩みとともに発展を続け今日に至っている。

ここに金融の歴史的変遷をとりまとめるにあたっては、まずその原初 となる貨幣

の出現か ら近代の金融制度が成立するまでの金融の発展経緯にっいて概観する。し

かる後、今日の金融における新潮流とその課題にっいて概要を紹介することとする。

2.3,1金 融の発展経緯

(1)貨 幣の出現

最も原始的な経済形態は自給自足経済である。その後、文明の発達とともに

人々の欲望は次第に多様化する一方、生産面では分業による生産性の向上がは

かられるようになる。その結果、人々はそれまでよりも多くの物を生産できる

ようになるが、1人 の生産物の種類には限 りがあり、多様化 した欲望を満たす

たあには他人の生産物との相互交換が必要不可欠となる。

このようにして、自給自足経済は、次第に交換経済へと移行 してゆくが、は

じめの交換活動は、地理的に近接 した範囲に居住する同一集落内の人々の間に

限られて行われる。それが都市の形成と輸送手段の発達につれ、交換の範囲も

拡大 し、都市とその周辺地域を含むものへと拡がってゆき、やがて、中央集権

的な近代国家の出現 とともに、一国全体、および近隣諸国間にまで及ぶことと
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なる。 このような交換経済の地理的な範囲拡大の過程で、より円滑な交換を進

めるための交換方法にっいても新たな工夫が求められるようになる。っまり、

は じめの交換方法は、自らが提供する物と入手 したい物との直接的な交換を行

うものであったが、その方法では、同 じ場に全 くの逆の交換を望む人が居合わ

せる必要があり、交換成立の機会が非常に限られるという難点がある。そこで、

交換成立の可能性を増すために考えられた方式は、交換に参加する誰 もが共通

的に価値を認めるような中間的な財を介 して交換を進めることである。そ して、

この交換媒体となった中間的な財がそもそもの貨幣の始まりである。 したがっ

て原始の貨幣は、個々の地域社会固有の生活必需品であると同時に、交換媒体

としての機能を併せ持つものである。具体的な例 としては毛皮や家畜がそれに

あたる。

(2)貨 幣の機能、形態の変化

前述のように、原始貨幣の本質的な機能は交換媒体となることにあったが、

また同時にあらゆる物財の経済価値を測度としての機能も併せ持つこととなる。

つまり、多種多様の物財を広い範囲で円滑に交換できるようになるためには、

それぞれの交換比率が共通の尺度で表せる必要が生 じるが、それは交換媒体と

しての貨幣量そのもので表すことが自然である。

また、貨幣が交換の媒介手段 として中間に入ることにより、交換活動は、売

り(財 →貨幣)と 買い(貨 幣→財)の2つ の過程に分けられるようになる。そ

して、 この2つ の過程は、時間的にも間隔を置いて営むことが可能であり、そ

の結果、 「売り」によって得た価値を 「買い」の時が来るまで貨幣の形態で貯

蔵することができるようになる。

こうした貨幣機能の変化の過程で、貨幣たるものは、以下の4っ の条件を満

たすものとなる必要があった。

① 少量で大きな価値があり、携帯に便利であること。

② 分割が可能、かつ容易であること。

③ 価値が安定 していること。

④ 耐久性があること。

そこで、個々の地域社会ではそれまでの毛皮や家畜に代わる、より合理的な

一71一



貨幣の模索が繰返 されるが、やがてほとんどの社会で金や銀などの貴金属が貨

幣として定着するようになる。初期の貴金属貨幣は、単に粒や塊 りのままで使

用されていたが、受渡 しにあたってはその品位と量目を秤る手間があった。そ

こでその不便を解消するために一定の形状を備え、品位 ・量目を刻印 した鋳貨

が登場 し、広く流通するに至る。そして、その頃か ら貨幣の価値は、その素材

価値からの離脱をは じめ、刻印が示す名目上の価値によって受渡 しが行われる

ようになる。っまり、貨幣はその発行者の社会的信用と価値保証をバ ックボー

ンとして通用するもの となる。この傾向は近代統一国家が誕生 し、貨幣の鋳造

発行権が中央政府に帰属するに及びますます顕著となり、やがて素材としては

ほとんど無価値であるが、傘 ・銀との交換を保証する免換紙幣の流通体制が確

立する。

今日では貨幣は、すべて金 ・銀との交換の保証のない信用貨幣となっている

が、その中には、鋳貨 と紙幣の他に要求払預金も含あて考えるのが一般的であ

る。この要求支払預金とは、要求すればいつでも払戻 しが受けられる当座預金

や普通預金のことである。 これ らの預金は小切手の形で、あるいは口座振替え

によって移転させ、そのまま支払手段として使うことができるため、事実上の

通貨とみなされる。国際社会においては、今日なお国際機関 レベルでの信用貨

幣は確立するに至 っておらず、国際間の貿易決済は米 ドルなどの主要経済国の

通貨にもとついて行われているのが実状であるが、IMFのSDR(特 別引き

出権)は 、国際通貨の先駆的存在をなすものと言える。

(3)貨 幣の金融的流通

近代の信用貨幣経済の確立とともに経済活動における貨幣流通のあり方にも

変化が生 じた。っまり、貨幣は本来的には経済の営みにともなって生産から消

費に至る〈もの〉 の流れに付随 してくカネ〉の流れが発生する図式の中での

単なる交換手段であるものが、貨幣常経済の発達とともに次第に特定の財やサ

ービスの購買手段〈資金〉としての性格を強めることとなる。

近代産業の興隆過程で、営利企業体はその拡大発展のために自己の所得をは

るかに上回る多大の投資資金を必要とする一方、家計においては所得が増大 し、

余剰の貨幣が貯蓄資金に回り、両者の間で資金移転が行われるようになる。一
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般に、この資金移転は貸借という取引形態をとるものであるが、その債務は一

定の形式要件を備えた証券へと発展 し、その売買を通 じて資金が移転するよう

になる。っまり、企業はしかるべき余剰を付した証券を売ることで貨幣を調達

し、人々は余剰貨幣の利殖を求めてその証券を購入するという金融取引きが一

般化 し、貨幣の金融的流通が確立されることとなる。

(4)金 融制度の確立

貨幣の金融的流通が盛んになるにっれ、金融取引きの円滑化をはかるための

社会的仕組み、つまりインフラス トラクチュアとしての金融制度の確立が必要

とされるようになった。

その1っ は、資金移転を媒介する債券や株式などの有価証券形態の債務を集

中的に売買するための証券市場の確立である。今 日、その中心をなす ものは証

券取引所であるが、その証券市場の機能は、発行市場と流通市場の2つ の機能

に2分 される。前者は新たに発行される有価証券を、後者は既発行の有価証券

を集中的に扱 うものである。資金移転の意味からは前者の発行市場機能が直接

的に対応するものであるが、後者の流通市場機能の存在によって、いったん保

有 した有価証券はいつでも現金化することが可能となる。っまり、証券の流動

性を高める機能を果た しており、ひいては発行市場の円滑な運営を図る上での

バ ックボーンを成 している。

近代の金融制度を支えるもう1っ の重要な仕組みは金融機関である。この金

融機関は、資金の需要者と供給者との間の資金移転要件の差異を吸収 し、適合

化をはかる機能を果たす、ものである。っまり、一方で人々から預貯金等の形

で資金を収集 し、他方で企業等の資金需要者への貸出しを行 うという形で両者

の間の資金移転を仲介する。この結果、人々にとっては余剰資金の安全確実な

利殖をはかることが可能となるとともに企業にとっては必要な資金の安定的な

供給を受けることができるようになる。

今日の金融機関の中核を成す ものは銀行であるが、銀行にもさまざまの種類

があり業務内容が異なっている。例えば、商業銀行(都 市銀行と地方銀行)は

資金を預金として集め、主に大企業を中心に貸出 しを行っているのに対 し、相

互銀行、信用金庫、信用組合などは同 じように預金 ・掛金として集めた資金を
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主に中小企業や個人営業者を対象に貸出しを行っている。

また、長期信用銀行は金融債、信託銀行は信託受益証券の発行により長期の

資金を集め長期の融資を中心とする業務を行っている。生命保険会社 もこれと

同様に保険証券の発行によって資金を吸収 し、それを長期の貸出しや投資に運

用 しており、長期金融機関グループの一員を成 している。

このほか農業共同組合は組合員を対象に預金の受入れや貸出しを行っており、

その上部機関である農林中央金庫とともに農業金融機関グループを形成 してい

る。また、政府 も郵便局を窓口として郵便預金の形で資金を集め、政府金融機

関系の2銀 行(日 本輸出入銀行と日本開発銀行)、 および9公 庫(中 小企業金

融公庫、国民金融公庫、住宅金融公庫など)を 通 してさまざまの融資活動を行

っている。

そして、これ らの金融機関の機能を支えるための発券銀行、銀行の銀行、政

府の銀行としての役割を担う中央銀行(日 本銀行)が ある。

2.3.2金 融の薪潮流と課題

(1)個 人客指向

金融機関の中核を成す市中銀行の金融活動は、それらで主に個人から預金の

形で資金を吸収 し、それを企業体に貸出すことが基本的なパターンであった。

ところが、今 日の銀行はかってないほど個人客に注目するようになっている。

これは、謂ゆるリテール ・バンキング革命と呼ばれる動向であるが、それは以

下の理由によるものである。

① 大企業は既に自己資金を潤沢に保有 し、さらに資金調達が必要な場合には

資本市場か ら直接調達するようになっている。このたあ、大企業に対する貸

出しは競争が激化 し、採算性が悪化 している。 これに対 し、個人向けのロー

ンについては、なお貸出金利と資金調達金利との差が他のローンに比べ著 し

く大きい。また、個人向けローンの焦げつきは件数 としては企業向けのもの

よりも多いが、不況業種への貸出しに比べれば銀行にとっての リスクが小さ

い。

② 個人預金の金利は比較的低 く、かっインターバ ンク市場から取入れる資金
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に比べ安定性があり、突然の大規模な引出しの危険がない。

③ コンピュータ技術の発達により、これまで高コス トであった不特定多数の

個人客を相手 とする大量取引きのコス トが低下 している。ATMや ホーム ・

バンキングの普及により自動化が急速に進むとともに、優れた経営情報 シス

テムの構築により顧客の動きを効率的に把握する体制が整いっっある。その

結果、 リテール ・バ ンキングこそ、収益性が高 く、ダイナミックな近代の大

量生産方式のビジネスとの見方が広がっている。

④ 個人客向けの金融商品の種類や金利に対する規制が緩和される方向にあり、

今後開発される新商品が新 しい技術を利用 したマーケティングやサービス提

供手法 と組合わされ、個人向け金融の収益性を高めることが期待されている。

⑤ 個人消費者は国民所得の増大により裕福 となり、個人の財産形成は銀行を

はじめとする各種金融機関の ビジネス対象 となるほど進んでいる。また、個

人は自分の資産価値の動向に鋭敏な注意を払うようになり、積極的な財産管

理を意識するようになってきている。

こうした個人客指向は銀行に限らず、証券会社、生命保険会社、耐久消費材

メーカーにっいても同様にあり、それぞれの立場から個人対象の金融サービス

を一段 と活発に進める方向にある。

(2)コ ンピュータ通信網の発達

最近の金融機関における技術的革新には目ざましいものがあるが、とりわけ

コンピュータ ・ネ ットワークの発達は、銀行業務に一大変革を持たらしている。

CDやATMは 店舗内のみならず鉄道駅などの公共施設内にも設置されるよ"

うになり、現金の引出し、預け入れ、送金 ・支払い、残高照会は人手を介さず

に直接行なえるようになった。さらに、ホーム ・バンキング ・サービスも始め

られるようになり、顧客は自宅に居なが らにして銀行を利用できる日も近づ き

つっある。また、小売店のキャッシュ ・レジスターを銀行ネ ットワークに取込

むことにより、代金の支払い決済を銀行口座間の振替え処理によって行 うとい

う銀行POSも 一部実験的に始められている。

いわゆる銀行の第3次 オンライン ・システムは、こうしたネットワーク展開

を念頭におき、営業店の事務処理の合理化、新商品サービスへのスピーディな
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対応、収益 ・業績管理体制の拡充 ・および顧客情報の拡充 ・管理などを目的に

既に稼働 もしくは構築の最中である。

(3)世 界的な金融規制緩和

これまで、銀行をはじめとする金融機関は、金利、商品の種類、営業地域等

に関する保護策を享受 してきた。その資金 コス トは低めに抑えられ、業務範囲

も確定 しており、証券会社等か銀行の業務領域に踏み込めないような仕組みと

なっていた。ところが、最近ではこれ らの保護策が逆に銀行にとっての足枷 と

なる面が表れてきた。たとえば、人々が他のより高利回りの貯蓄性の商品に注

目するようになり、銀行の預金金利では太刀打ちできないといったことが起き

ている。また、銀行の商品を他の金融機関が取扱えないように定めた規制は、

逆に銀行が他の金融機関の商品を扱うことの妨げとなっている。さらに米国で

は営業範囲の地理的規制が銀行の自然な業務拡張を阻害するという弊害も明ら

かとなっている。

こうした事態に対 し、各国とも金融規制の緩和に乗 り出しているとともに、

銀行経営の健全化をはかるため、監督当局による考査 ・検査体制の拡充と、自

己資本比率規制の強化による対応をはかりっつある。

わが国では、先ず手始めとして、預金金利の段階的な自由化か ら動き出して

いるが、このきっかけは証券会社が一1980年 から販売を開始 した中期国債ファ

ンドのような市場金利連動型の個人向け投資商品の拾頭である。 これにより、

個々の預金が銀行か ら大量に流出した経緯がある。

以来、銀行には徐々に大口の市場連動型商品の発行が認められるようになり、

85年10月 には大口定期預金の金利が自由化され、近 く小口の預金金利 も自由の

方向にある。

金融機関相互間の垣根問題に関 しては、なお現状維持を基調としているが、

銀行と証券会社との提携関係が進み、銀行は、中小証券会社の5%ま での株式

保有が認められている。

(4)プ ラスチック ・マネーの登場

コンピュータ ・ネ ットワークと並んで重要な金融革命の1っ は、銀行、信販

会社、電話会社等が発行するカー ドの普及である。 この種のカー ドは利用方法
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等の ちがいによ り次の4っ に大別 される。

① 信販系 クレジッ ト・カー ド

信販 系 クレジッ ト・カー ドは、主 に信用販売会社が発行す るカー ドであ る。

その保有者 はあ らか じあ指定 された額の範 囲内で商品サ ービスの購入を行い、

後 日その代金を一括、あ るいは使用額 にっいて一定比率の手数量を信販会社

に支払 う。 また、 カー ドによってはATMを 使 って現金の借入れが可能な も

の もある。

② 銀行系 ク レジッ ト・カー ド

このカー ドは、主 に銀行が発行す るクレジット・カー ドで あり、信販系の

カー ドとの境界線が だん だん不明確 にな りっつあるが、 この カー ドの場合 は

信用供与が行われ ないのが通常である。 カー ド保有者は年間手数料が徴収 さ

れるが、一括払 いで使用す る限 りは金利 は徴収 されない。我が国の銀行系 ク

レジッ ト・カー ドの多 くは、VISAや マスター ・カー ドな どの海外の有力

カー ド会社 との提携 をはか っており、国際的に も通用 す るもの とな って いる。

③ICカ ー ド

総合的な カー ド機能を併せ持つ カー ドであ り、その将来性が注 目されて い

る。 カー ド内にIC(集 積回路)を 内蔵 しているため、幾つかの技術 的利点

を持つ。っま り、記憶容量が大 き く用途の拡大が はかれ ること、カー ドその

もの に演算処理機能を備え、セ ンター ・コンピュータとのオ ンライ ン接続が

不要であ ること、 また不正使用 に対 する安全性が高い ことがその利点 として

挙げ られ る。

④ プ リペイ ド・カー ド

NTTの テ レフォ ンカー ドやJRの オ レンジカー ドに代表 される金券型の

カー ドで ある。利用者はあ らか じめ一定の対価を支払 ってカー ドを購入 し、

使用料 に応 じて カー ドが減価す る仕組み となっている。今の ところ この種の

カー ドは電話や運賃な どの特定 目的に限 って発行が許 されてい るが、将来的

には多種多様の商品に使用で きる汎用のプ リペイ ド・カー ドへ と発展す る可

能性 を秘 めて いる。汎 用カー ドとな った場合の信用保証や決済機能のあ り方

にっいて はまだ未知 の問題が残 されている。
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これ らのカー ドは、ATM、 銀行POS、 ホームバ ンキ ング等の新 しい金融

サー ビス展 開の鍵 となる もの と目されている。その理 由は、 まず第一 にカー ド

の便利 さにあ る。 クレジッ トカー ドを使用す ることで、カー ド保有者 はあ らか

じめ計画をたて る必要 もな く簡単に しか も恒常的 に借 り入れ を行 うことがで き

る。 これ はまさに、現代人の ライフスタイルに適合す る信用供与の方法 といえ

る。また、 カー ド会社 に とって もカー ド業務の高収益性がその促進要因とな っ

ていることがあげ られ る。今の ところ消費者金融業務の うちカー ド業務の収益

性が最 も高 い と考 え られてい る。

(5)今 後の課題

これ までに述 べて きたよ うに、金融の新潮流の 中で、消 費者 はさまざまの メ

リッ トを受け るようにな った。先ず、 コンピュータ ・ネ ッ トワー クの発達 によ

る事実上の営業時間の延長、ATMの 普及、 さらにはホームバ ンキ ングを通 じ

て銀行が提供す る基本的な金融 サービスへの アクセスが容易 とな った。また、

日本の国債付 フ ァン ドか ら海外 の政府証券 に至 まで広範 囲の金融商品やサー ビ

スの利用が可能 とな り、高金利選好を容易 に実現で きる環境が整 った結果、利

子所得の増加 もはかれ るようにな った。

しか し、その一方で、幾つかの問題点 も表面化 して きている。 その第1は 、

そのよ うな金融サー ビスの利益の配分 に偏 りが生 じて きてい ることである。つ

ま り、ある一定以上の高水準の所得層 にとってはます ます有利 となる一方で、

一定以下の人 々にとってはその恩恵に浴す る機会が与え られない という分極化

現象が生 じて いる。

第二 は激 しい顧客獲得競争のマイナス面 として、商品やサー ビスの種類が急

増 し、選択がむつか しくな って きている点で ある。

金融機関が多 くの情報 を提供す るほど顧客の理解が困難 とな る。 また、AT

Mの 普及 により、銀行員 との接触機会が減少 して きているが、 これは機械操作

が苦手な老人 に とっては苦痛 な こととな ってい る。

第3は 、金融機関 にとっての システ ム化の コス ト負担増 の問題である。不特

定多数の個人客 を対象 とす る金融業務 は、次第 に規模の経 済効果が強い もの と

な ってきてお り、その 開発投資 に巨額の資金投入 を必要 とす る。 当然の結果 と
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して、その投資 リスクは増加の傾向にあり、特に中小の金融機関にとっては大

きなコス ト要因 となっている。

第4は 、経済成長が停滞 した場合の個人向けローンの不良債権化の可能性で

ある。経済動向を反映 して、消費者が自ずと借り入れを自粛する方向に進むと

すればこの問題は発生 しないが、逆にその場合にはマーケットの縮少 という新

たな問題の生起にっながることも予想される。

2.4ネ ッ トワークとコミュニテ ィ

以上述べて きたイ ンフラス トラクチ ュアと してのネ ッ トワークの発展 は、 コ ミュ

ニテ ィの形成 に大 き く寄 与 した。例えば、郵便によ って既存の コ ミュニテ ィと新 し

い コ ミュニテ ィとの間の コ ミュニケー ションが可能 にな った。そ して、交通の発展

によって人 ・モノの移動 までつなが り、新 しい コミュニテ ィが成長 した。

ここでは これ まで述べて きたイ ンフラス トラクチュア と してのネ ッ トワークの変

遷 につ いてまず まとめて おこう。

① 郵便にお いては、全国均一の料金制度、重量別料金、切手による料金前納制 に

より、郵便ネ ッ トワークが発展 し、 マスレベルでの コ ミュニケーシ ョン手段 と し

て有用性が高ま った(郵 便の大衆化)。

② 交 通 ・物流において は、技術革新 とその時代を とりま く政治的、経済的活動の

共同所産 によってネ ッ トワー クが発展 し、ひとりひ とりの生活圏、文化圏が拡大

してい った(交 通の拡大化)。

③ 金融においては、生産か ら消費 に至 るモ ノの流れに付随する交換手段か ら、財

サー ビスの購買手段(資 金)と しての性格 を強め ることで、全国的 に共 通する通

貨 と銀行のネ ッ トワークが生 まれた(金 融の普遍化)。

この よ うに、郵便、交通、物流、金融のネ ッ トワー クの変遷 をみ ると、ネ ッ トワ

ークの発展がひ とびとの コ ミュニケーシ ョン行動、生活圏、経済生活行動 をよ り拡

大、普通化 してきたとい って もいいであろ う。 この この結果、 コミュニテ ィ形成の

バ リア とな って いた時間、空 間などの制約条件が少 しず つ軽減 して いった。郵便 に

よ るコミュニケーシ ョンメデ ィアの発展 は、大衆 のひとびとの間での コ ミュニ ケー

シ ョンを可能 に した。遠 くか らもた らされ た手紙が新 しい世界のあ ることを知 らせ
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て くれた。 っま り空間のバ リアをこえたので ある。また交通の発展 は、人 の移動を

高速 ・広汎化 し、新 たな人 と人 との結びつ きを可能に したのである。つま り距離 ・

時間のバ リアを こえ たのであ る。金融の発展 も黙 りである。金融の発展は、カネが

媒介手段 とな り、資金 とな ることにより、人 と人 との経済的取引を容易にな らしめ

た。 しか も時間 と空 間を こえて決済が可能 とな った。

コ ミュニ ティ形成 の視点か らみ ると、ネ ッ トワークの発展が コ ミュニテ ィ発展 の

歴史 ともいえ る。私達が考え るデータコ ミュニテ ィとは、意思が表現 されたデータ

を交換 し、時 間 ・空 間を こえて形成され るコ ミュニテ ィである。 デー タコミュニテ

ィは、それゆえに、 イ ンフ ラス トラクチ ュアと してのネ ッ トワー クが整備 された次

の時代の発展 した コミュニテ ィの姿なので もある。 ネ ッ トワー クの変遷 の歴史 は、

私達 にこれ らの ことを示唆 して くれ る。
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第3章 データ コ ミュニテ ィ構築 の方策
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第3章 データ コミュニテ ィ構築の方 策

3.1デ ータコミュニテ ィの姿

3.1.1デ ー タコ ミュニ ティの定義

(1)デ ータコ ミュニテ ィの背景

従来 コ ミュニテ ィといわれ る家族、職場、地域 などは、血縁、地縁、金縁 な

どの血族的、地域 的、経済的結 びっ きを基盤 とす る ものであ った。 しか し、現

代ではこう した コ ミュニ ティが変質 しっっあ るといってよい。例えば、都市化

の進展 は、農漁村の過疎化現象 を生み出 し、地域 コミュニテ ィの弱体化 を招 き

つつあ る。都市で は通勤距離の遠隔化にともない、居 住地 はベ ッ ドタウン化 し、

地域 コ ミュニテ ィへの帰 属感 は希薄化 しっっある。また、家族 は諸機能を社会

化、外部化 させ(家 族の近代化)、 家族 は両性の合意 にもとつ く精神的な絆の

上 に成立 して いる。そ して、家族の絆 も核家族化や 自己実現 ニーズの高 まりな

どによ り脆 い もの にな りっつ ある。同 じことは職場 において もいえ る。経済の

安定成長 は企業 において経営 目標 と従業員の価値観 との間 にギ ャップを生 じさ

せ、社員の企業への帰属心の変質を もたらしてい る。(第1章 「データコ ミュ

ニテ ィの萌芽」参照)

従来の コミュニテ ィが この よ うに変質 しっっあ る一方で新 しい コ ミュニテ ィ

形成の動 き も目立 って きた。

例えば、 これまで沈滞気味であ った地域 の祭 りが復活 し、新 しい祭 りが盛ん

にな りっっ ある。 団地やニ ュータウンの新 しい街で も、盆踊 りは必ず行われる

ようになった。 これだ けで はな い。 ボランテ ィア活動への参加 、サラ リーマ ン

の社会勉強会の参加 も多 くな っている。従来の家庭、地域、職場 を こえた新 し

いコ ミュニテ ィづ くりの動 きである。

情報化社会 といわれ る現代において、市民が新たなコ ミュニテ ィを求めて行

動 しつつあ るといえ る。以上述べて きた ことを新 しいコ ミュニテ ィへのニーズ

とすれば、 シーズの面か らの指摘 も必要であ る。

っ まり、今後の コ ミュニテ ィの動 きを探 るうえで、 コ ミュニ テ ィづ くりの手

段 として コ ミュニ ケーシ ョンメデ ィアの発達が予想 され るので ある。 これまで
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の コ ミュニ テ ィにおける コ ミュニケー ションは、FacetoFaceの コ ミュニ ケー

ションが きわめて よ く利用 されていた。 しか し今後 は、パ ソコン通信の隆盛に

み るよ うに、情報通信 を媒介 と した コ ミュニテ ィが主流になる可能性が大 きい。

コンピュータと通信技術の発達は、現在 さまざまな コ ミュニ ケー ションメデ

ィアを生み だ して いる。 日進月歩の技術革新が、 これ までに確立 されて いるメ

ディア(オ ール ドメデ ィア)を 補完 し、そ してニ ューメデ ィアをひ とうの ツー

ルと してその有用性を高めっ っあ る。先 に述べたパ ソコン通信だけではない。

CATV、 フ ァクシミリ、 ビデオテ ックス、音声メールボ ックスな どで ある。

情報イ ンフラス トラクチ ュアをひ とっの ツール と使用す ることによ り、新 た

な コミュニテ ィづ くりの可能性が高 まって きてい る。

② データコ ミュニテ ィの定義

ここで本報告書 にお いて コ ミュニ ティは、2人 以上 の成員か ら構成 され、 コ

ミュニ ケー シ ョンが持続的に行われ る人間の集 まり(集 団)と して と らえてい

る。

社会学 において コ ミュニテ ィを理論化 したマ ッキーヴ ァーによれば、 コ ミュ

ニテ ィは人間の共 同生活が営まれて いる一定の地域をさ し、生活の諸側面にわ

た って共通の特徴 を有す る、、あ る程度の包括的、 自足的な集団をさ してい る。

これに対 して、本報告書の コ ミュニテ ィは、 マ ッキーヴ ァーの定義 よりはや

や広 く概念規定 してお り、マ ッキーヴ ァーのア ソシエー ションもコ ミュニテ ィ

に包含 されて いる。

本報告書の コ ミュニテ ィの定義は、む しろブーアステ ィンの定義 に近 い。 ブ

ーアステ ィンは、 コ ミュニティを私達がお互いに何かを共通 に している、何か

を分かち合 って いるかを発見す る方法であ り、人 間性を見い出す一つのや り方

であ るとしてお り、そ して コ ミュニテ ィを人間相互 に何かを共有 し、継続 的に

コミュニケー ションす る場 ととらえている。本報告書 もブーアステ ィンの立場

に立 って、 コ ミュニテ ィを コ ミュニケー ションの視点か ら定義 して いる。

さて、 ここで私達が考え るデータコ ミュニ ティの定義を行 ってお こう。

私達はデー タコ ミュニテ ィが今後の社会 にお いて従来の コ ミュニ ティに置 き
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かわ 〔て成立す る新 しい コ ミュニテ ィとは考えていない。 どの よ うに社会が変

貌 しよ うとも、従来の家族、地域、職場 は基本 的な コミュニテ ィと して存在す

る。 しか し、個人 と社会の関係が変動 している現在および今後を考え ると、新

しい コ ミュニケー ションのメデ ィアを使 って私達 は生活を していかざるを得な

い し、従来か らあるコ ミュニ テ ィも新 しいメディアを使わざるをえ な くなるで

あろ う。(例 えば、企業 内 コ ミュニ ケー ションのために、社内パ ソコン通信 を

行 っている リクルー トが その典型であろ う。)ま た、どのよ うな形態 であろ う

と、FacetoFaceの コミュニ ケー シ ョンによ り意思の交換 を行 うコ ミュニティ

が基本で ある。 もし、 さまざまな制約か らコ ミュニケーションが阻害 され、 コ

ミュニテ ィが成立 しない とき、私達 は新 たな方法で コミュニテ ィの維持を図 る

べ きであ る。

ここで私達の いうデータコ ミュニテ ィには2つ あ る。

① 広義のデー タコミュニテ ィ

従来の家族、地域、職場 などの コ ミュニテ ィと新 しいコ ミュニケー ション

メディアによ って成立す るコ ミュニテ ィの両方を包含す る。

② 狭義のデータコ ミュニ テ ィ

狭義のデ ータコ ミュニ ティは次のよ うな ものである。従来の コ ミュニテ ィ

におけるコ ミュニ ケーシ ョンはFacetoFaceに よる意思伝達を基礎 と してい

た。発信者が誰で あるかわか り、伝え られる情報に属人性が保証 されていた。

これ に対 して狭義のデー タコ ミュニ ティは以下の2っ の コ ミュニケrシ ョン

の条件を満 たす ものである。

(i)意 思を表現 したデータに よりコ ミュニ ケー ションを行 う。

(li)距 離的、時間的、空 間的 さらにはプライバ シーのバ リアを超 えた コ ミュ

ニ ケー ションを行 う。

これ らのコ ミュニケー ションの条件を満 たす場が、データコ ミュニテ ィであ
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る。

ここで データとは、'何らかの意思が表現 された もので、発信者 とは独立 して

存在 し、処理、加工、伝送で きる状態 にあるものをさす。

受信者 は、発信者か ら送 られたデー タを属人的な情報 と して受け とるのでは

な く、意思決定の ための判断材料のひ とつと して受 け取 るので ある。情報が移

動 し、情報 が連結 され るとい って もいいであろう。

ちなみ に、広義 と狭義のデータ コミュニテ ィの関係 を図示すると次のよ うに

な る。

図表3-1-1 広義 と狭義のデータコ ミュニ ティの関係

広義の データコ ミュニテ ィ
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3.1.2デ ー タコ ミュニ ティの特徴

(1)デ ータコ ミュニテ ィ(狭 義)の 特徴

データコ ミュニテ ィを成立 せ しめる2っ の コ ミュニケー シ ョン条件か ら次の

ことが導かれ る。

すなわ ち、(i)の 意思を表現 したデータか ら電子 的媒体 を利用す るコ ミュ

ニテ ィが主流 とな ることであ る。何 らかの意思が発信者か ら独立 して存在 し、

処理 ・加工 ・伝達 され るためには、 これを可能 にす るニ ューメディアの有用性

が高 くなる。

(li)の 各バ リアを こえた コ ミュニ ケー ションにっいていえば、 これは従来

の コミュニテ ィを こえる新 しい コ ミュニティの成立 を可能 にす る。距離的な制

約 の解消 とは、例えば、東京 と北海道で町内会 が作れ るとい うような ものであ

る。時間的な制約 の解消 とは、朝型の人 と夜型 の人 とが、趣味のサー クルをつ

くるような ものである。空間的な制約の解消 とは、家庭にいなが らに して同窓

会が 開かれ るよ うな ものであ る。 さ らにプライバ シーの制約の解消 とは、デー

タへの属人性 を保証 しないことで、ペ ンネームのよ うに自己とは異な る人格 に

よ って コ ミュニケー ションが可能 となる。

データコ ミュニテ ィは、 このよ うにニューメデ ィアを利用 し、時間 ・空間を

こえた新 しい コ ミュニテ ィとい うことができる。

そ こで、デー タコ ミュニテ ィの特徴を、 これを構成す る成員の視点か ら整理

する と次のよ うになる。

① メ ンバーの参加、脱退の容易 さ

場所 と時間を超越 しやす く、移動時間や相手の待 ち時間 とい ったロスが極

力少な くな り、地理 的制約 もな くなることか ら、 コミュニケー ションのニー

ズを もっ人であれば誰で も容易 に参加 しやす い。 この ことは他方で は、脱退

も容易であ ることも示 してい る。 データが属人性 を保証 しないため、 メンバ

ー間の絆は弱い ものにならざ るえ ない。つ まり、っ くって は、 またこわ して

い くのがデー タコ ミュニテ ィであ り、 こうす ることでまた多様化 した個人の

欲求を満足 させ るものとな ることができるのである。
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② 意思の交換 による実質的な議論

FacetoFaceで ないことか ら心理的圧迫感 はな くな り、理性 的な議論がで

きる。 これは、FacetoFaceの コ ミュニ ケー ションが伝え る内容だけでな く、

発信者の身ぶ り、手ぶ りにこめ られた意味を も伝え、感情 ・情緒的に受信者

が受け とることが少な くなることを意味 している。表現 され た意思が発信者

か ら独立 して処理 され るため、表現 され たデー タが説得力を もち、論理力 を

有 していない と受信者 はデー タを受け とらない。 それだけに発信者 は、伝 え

る内容を整理 し、相手を説得で きるだけの論理をつ くる必要がある。あ るテ

ーマに絞 り込んで、実質的な議論が可能 になるといえる。

このよ うな特 徴を もっデータコ ミュニ ティは、非常に個性的であ り、 メ ン

バ ー間のつなが りは、 メンバ ー間の共通のテーマ以外について はきわめて薄

い もの となろ う。

こういったデータコ ミュニテ ィは、当初はキーパ ー ソンの強力 な推進力の

もとに作 り上げ られて い くものであろうが、 コ ミュニ ケーシ ョン手段の充実

にともない、よ り自然発生的 に草の根的に発生 して くるもの と考え られ る。

およそ コミュニテ ィの歴史 は、最初FacetoFaceの コ ミュニ ケー シ ョン手

段か ら始 ま った。成 員間は強 い絆で結ばれていた。 しか し、 データコ ミュニ

テ ィの萌芽がみ られ る現在、 コ ミュニテ ィの形態 は大 き く変貌 しつっある。

っまり、ニ ューメデ ィアを利用 した ゆるやかなデータコ ミュニテ ィが誕生 し

(他方では消失 し)、 こう した多様 なコ ミュニテ ィを個人が 目的によって使

いわける(渡 り歩 く)時 代 にな ったといえる(図 表3-1-2参 照)。 その意味

か ら、従来の コ ミュニ テ ィとデー タコ ミュニティが並存す る時代は、 コミュ

ニテ ィ生活、 コ ミュニケー ション生活が より豊か にな る時代で あるとい って

もいいであろ う。デー タコ ミュニテ ィは、従来の もの にとってかわ るのでは

な く、その幅を広げ深 さをよ り深 くして新 たな代替案をつけ加えて コ ミュニ

テ ィ生活、 コ ミュニ ケーシ ョン生活の選択 の幅を広 げて い くのである。
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図表3-1-2従 来の コ ミュニテ ィと新 しい コ ミュニテ ィの比較

従来の コ ミュニテ ィ
新 しい コ ミ ュニ テ ィ

(デ ータコミュニティ)

基 本 的 コミュニケーション手 段 FacetoFaceの 会 話 ニ ューメデ ィアの利用

テ ー マ の 種 類 多 岐 に わ た る 絞 り込 ま れ る

メ ンバ ーの っ なが り 強い絆で結ばれる 絆 が 弱 く な る

形 成 過 程 意 図 的 に 形 成 自然発生的に形成

(2)情 報化社会論 にみ るデータコ ミュニテ ィ

本報告書で提案 したデータコ ミュニテ ィは、各研究者によって論 じられて い

るネ ッ トワー ク組織、情報化社会 とも共通する ものが多い。私達の考え るデー

タコ ミュニテ ィも、進展する情報化社会 におけ るひとっの組織論、社会論 で も

あ る。

そこで本項 において は、比較的よ くと りあげ られ る各種の情報化社会論を整

理 し、デー タコ ミュニテ ィとの比較を行 うことにす る。

① 自主的 コ ミュニ テ ィ

デー タコ ミュニテ ィの概念 に近い もの と して 「自主的 コ ミュニテ ィ」(増

田米二r原 典情報社会』TBSブ リタニカ1985年)が あ る。

増田 によれば、 コ ミュニテ ィ的未来実現 によって形成 され る集団的小社会

を 「自主的 コ ミュニ テ ィ」 と呼んでい る。伝統的な生活共同体的な従来 の コ

ミュニ ティと 「自主 的 コミュニ ティ」を比較 して彼 は、 「自主的 コ ミュニテ

ィ」は次の3っ の性格 を有すると述べている。
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(i)「 自主的 コ ミュニ テ ィ」が情報社会で最 も重要な社会構成単位 になるこ

とである。

(ti)「 自主 的 コミュニテ ィ」が情報 空間性を もち、過去の コ ミュニテ ィのよ

うに必ず しも地域性 をその基本的属性 とはせず、共通の価値観や 目標 の も

とに結ばれている。

(皿)「 自主的 コ ミュニテ ィ」は、多 中心的、重層的な コ ミュニテ ィで あり、

それ は自給 自足な閉 じられた コ ミュニテ ィで はな く、発展的な開かれた コ

ミュニテ ィで ある。っま りそれぞれの コ ミュニ テ ィが独立性を保 ちなが ら、

同時に相互補完的な形 で結 ばれ る。

(i)～(血)の 性格を もっ 「自主的 コミュニテ ィ」はっま りコンピュー

タ、通信技術をベースと した情報通信ネ ッ トワー クによ って機能 的に結ばれ

た見えざる情報空 間を もった コ ミュニテ ィであるといえる。

増田の 「自主的 コ ミュニテ ィ」は、データ コミュニテ ィに近い ものの、あ

くまで も社会の構成体の ひとっ と して とらえ られ、 「自主 的 コミュニテ ィ」

が結 びつけ られ る社会全体を増田は問題 と して いる。 これに対 して、データ

コ ミュニテ ィは、社会よ りは個人を重視す る立場 に立 ってお り、個人の コミ

ュニテ ィニーズ、 コ ミュニケーシ ョンニーズが基 本的なスタンスの 出発点で

あ る。増田の コ ミュニテ ィ論 をマクロ的 とす るな らば、私達の コ ミュニテ ィ

論 は ミクロ的である といえ る。 ミクロ的視点 に立つ ことにより、現在の コ ミ

ュニテ ィの新 たな動 きと今後の動 向 も把握で きる もの と思われ る。

② ネ ッ トワーク

ここでは、金子邦容rネ ッ トワーキ ングへの招待 』(中 公新書1986年)で

述べた ものを とりあげよ う。金子 は同書のなかで、固有の意思 と全体性のあ

る 「ユニ ッ ト」(個 人、集団など)が それぞれの 自由意思で 自発的に参加 し

たまとま りであ り、 メ ンバ ーが互 いの違いを主張 しなが ら何 らかの相互依存

関係を持 ちなが ら結 びつき、関係 の中で意味 と価値を作 り出す ことを可能 に
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する システ ムがネ ッ トワー クであ り、 この よ うなネ ッ トワークが形成 され る

過程 とその背景にある 「ものの考え方 」を 「ネ ッ トワーキ ング」 と表現 して

いる。金子 はあ くまで もネ ッ トワー クを、成員間の関係性 に着 目し、変化 と

柔軟性 に富む もの と考えて いる。 これはネ ッ トワークが、必ず しも価値観や

場の共有を前提 にせず、構築可能(変 更 一消去 も可能)な コ ンテ クス トを共

有す ることに基礎をおいてい るためであ る。 このためネ ッ トワークは、 コ ン

テクス トが かわることにより変化す る。

このよ うに金子の 「ネ ッ トワー ク」は、社会 の構成原理を コンテ クス トの

動学 的なダイナ ミズムのなかで とらえ ることに主 眼をおいている。た しかに

私達 のデータ コミュニティは、金子の 「ネ ッ トワーク」と比較す ると動学 的

とい うよ りは静学的、 スタテ ィックであ り、変化の視点に欠 けるきらいはあ

ろ う。 しか しなが ら、私達の提案す るデー タコミュニテ ィは、個人 のニ ーズ

か ら出発 してお り、ニ ーズが変化すれば コ ミュニ ティも変化す る。 その受 け

皿が データコ ミュニ ティで ある。データ コ ミュニ ティもメ ンバーの絆の弱 さ

のために、っ くって はこわ しとい う変化 は激 しい ものと思われ る。 その意味

では、 デー タコ ミュニテ ィも動学 的視点 を もって いないわ けではない。

む しろ、私達 の考え るデータコ ミュニ テ ィは、① ネ ットワー クが成立す る

ことを可能にするニ ューメデ ィアを重視 し、② コ ンテクス トの変化を もた ら

す コ ミュニケー ションの基本 とな る意思の交換 とい う機能を重視す る、 とい

う2つ の点で 「ネ ッ トワーク」 と際立 った特徴を有 している。デー タコ ミュ

ニテ ィは 「ネ ッ トワー ク」よ り包括 的なと らえ方を しているので ある。

③ 情報 ネ ッ トワーク社会

なお、金子邦容 と同様にネ ッ トワークにっいてふれたものに今井賢一 『情

報ネ ッ トワーク社会 』(岩 波新書1984年)が あ る。今井は、 「情報ネ ッ トワ

ー ク社会 」を次のよ うにとらえて いる
。

(i)「 情報ネ ッ トワーク社会 」とは、情報 の生産 と伝達が発展の原動力 とな

り、ネ ッ トワー ク型の組織 によって編成 され る社会である。
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(11)情 報 は、情報A、 情報Bに 分かれる。情報Aは 形式的情報で、情報Bは

意味的情報であ る。

(iii)ネ ッ トワークにっいて も、情報 と同様 に2っ の区別が なされ る。 ネ ッ ト

ワークAは 、標準化 され、定型化 された仕事のネ ッ トワー クであ る。 ネ ッ

トワークBは 、思いがけない連結を生 むような創発型のネ ッ トワー クであ

る。

(iv)ネ ットワー クAは 情報Aと 結 びつ くことによって、情報通信 のイ ンフラ

ス トラクチュアを形成 し、生産、流通、金融 などのあ らゆ る面 で産業基盤

をっ くりかえ る。

(v)ネ ッ トワークBは 、それ まで無関係で あった産業、企業、あ るいは領域

を新 たに連結 し、異質な ものを結 びつけることによって、閉 じた システム

を開いた システムにす る。

今井の 「情報 ネ ッ トワー ク社会」 は、高度情報化社会の組織原理をネ ット

ワー ク化 に求め、社会全体を問題 と してい る。私達の データコ ミュニテ ィが

あ くまで も市民 レベルの ミクロ的発想を出発的 とすると、今井のそれ は増田

同様にマ クロ的 といえ る。

なお、私達の提案す るデー タコ ミュニテ ィは、今井 のい うネ ッ トワークB

の範 ち ゅうの ひとっに入 るであろ う。 データコ ミュニテ ィは、 メンバーがあ

る目標のためにつ くって はこわ してい くゆるやか な連結であ り、従来 とは違

った創発的なつなが りで あるか らであ る。電子媒体を介 して意思を交換す る

ことにより、議論が深ま って いき、そ こに新たなっなが りも生 まれ る。

このよ うにデータコ ミュニテ ィは、ひ とっの創発 的な ネ ッ トワークに属す

るものである。

④ デー タコ ミュニテ ィ

これ までの各種の情報化社会論を とりあげて、私達の提案す るデー タコ ミ
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ユニ テ ィと比較 して きた。

私達の提案す るデータコ ミュニテ ィをここで もう一度整理す ると次のよ う

にな る。

(i)デ ータ コ ミュニテ ィは、個人に視点をおいた とらえ方を してい ること。

(li)コ ミュニ ケー シ ョンニ ーズ、 コ ミュニティニーズが変化すれば、 コ ミュ

ニテ ィも変化す るとい うメンバー間の関係が柔軟性 に富 む もの と考えてい

る こと。

(血)ゆ るやかな連結の基本は、あ くまで も表現 された意思の交換 によ るコ ミ

ュニ ケー シ ョンが あるとい うこと。

従来の コ ミュニテ ィが地縁、血縁を もとに した ものであったのに対 し、私

達が考えるデータ コミュニテ ィは情報(デ ータ)に よって結びつけ られ、情

報(デ ータ)が や りとりされ るゆるやかなコ ミュニテ ィで ある。 またデータ

コミュニテ ィで は、空間的に も時間的にも同一であ る必要 はな く空 間 ・時間

の制約に とらわれ ない。 ここに従来存在 しなか った新 しい コ ミュニテ ィつ ま

りデー タコ ミュニ ティが生 まれ るのである。

このデータコ ミュニテ ィによって私達 は、真の コ ミュニテ ィ生活 の豊 かさ

を享受 しうるようにな るもの と思われる。

〈参考文献 〉

○ 「市民生 活におけるデ ータコ ミュニティ構築の方策に関す る研究報告

書」(60、61年 度)

○ 「原典情 報社会 」 増田米二TBSブ リタニ カ60年

○ 「ネ ッ トワーキ ングへの招待 」 金子邦答 申公新書61年

○ 「情報 ネ ッ トワーク」 今井賢一 岩波新書59年

○ 「インフォ ミュニ ケー ションの時代」 林紘一郎 中公新書59年
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3.2デ ータコミュニテ ィ実現の方策

3.2.1コ ミュニ テ ィの成立要件 とコ ミュニ ケー ション

(1)広 義のデ ータコ ミュニ ティと狭義の データコ ミュニ ティ

コ ミュニ ティにっいての議論は第1章 で述べた通 りで あるが、我 々市民の 日

常生活はい くっかの コ ミュニテ ィに属 しメンバ ーと してふ るまう事 により成 り

立 ってい る。 ウイー クデイの昼間 は企業 コ ミュニテ ィ(社 縁)の 中でメ ンバー

で ある他の社員 と共に企 業の経済的発展 を目的 として労働 し、夜家に帰れば家

族 コミュニテ ィの一員 と して家族の話 に耳を傾け、 より幸 せな家庭を築 くこと

を願 う。休 日には祭 りな ど地域 コ ミュニテ ィ(地 縁)に 参加 した り、法事等の

親類(血 縁)コ ミュニテ ィとのっ きあいも大事 にして いる。

デー タコミュニテ ィは、従来 とは異 なりコ ミュニケー ションのみによって支

え られ るコ ミュニテ ィを言 うが、上述 の従来型の コ ミュニテ ィと対立す る新 し

い コミュニテ ィと言 う訳 ではない。従来の コ ミュニテ ィを含む全体 をデータコ

ミュニテ ィと称 してい る。血縁、地縁 、社縁等のコ ミュニテ ィは個人か ら見れ

ば多重的に関係 し、各 コ ミュニ テ ィの社会 における比重の変動 によってメ ンバ

ー としての係わ る程度 も異な って きた。 しか し、重要度が変わ って もメンバ ー

と してす くなか らず参加 は して いた。従 って、新 たな コミュニテ ィが登場 して

きて も個人に とって は従来の コ ミュニ ティと共 に存在 してい くはずであ る。個

人か らみれば従来の コ ミュニテ ィの 日常的な連続の上 に新 たな コ ミュニテ ィが

位置付 け られ る事 となる。 この個人か ら見て関与すべ きコ ミュニテ ィの全体を

データコ ミュニテ ィと称 して いる。

しか し、以下の説 明では従来の コ ミュニテ ィとは異な る点 を述べた ほうが分

か りやすいので、上述の コ ミュニ ティ全体を広義の データコ ミュニテ ィとし、

新 たなコ ミュニケーシ ョンによ って支え られ るコ ミュニテ ィを狭義の デー タコ

ミュニ テ ィとし、特 に断 らないか ぎり後者につ いて述べ ることとす る。

(2)デ ータ コミュニテ ィの組織原理

デー タコ ミュニテ ィはどの様な 目的で メ ンバーが集 まって コミュニテ ィを構

成 し、メ ンバー はどの様 な自由 もしくは制約があ り、 コ ミュニテ ィの存続 はど
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の様 なメンバ ーの活動に支 え られ るのであろうか。 公文俊平 は地域活性化の方

策 について、第三の社会 システムと しての 「ネ ッ トワーク」の組織原理 を以下

のよ うに述べて いる。(「 地域いかす ネ ッ トワー ク」 日本経済新聞昭和62年9

月28日)

① ネ ットワークは、そのメンバー相互の間の事実認識や評価に係わる、ある

いは望ましい目標の設定や実現の手段にかかわる 「情報や知識の分かち会い」、

っまり 「通有」を目的として形成される。

② ネ ッ トワー クの メ ンバーは通有 された知識や情報をもとに しなが らも、 自

分 自身の意志決定や行為にっいては、基本的 には個々別々に、主体 的に行 う

自由を持 っている。

③ ネ ッ トワー クの存続 に とっての必 須の条件 は、その中にメ ンバーを魅了 さ

せ満足 させ るような興 味深 い、あ るいは有用な情報や知識が、 メンバ ー自身

の努力によ って投入 され、通有 され続 ける事であ る。

以上 の組織原理は地域活性化のたあの ネ ッ トワー クの視点のみな らず、狭義

のデー タコ ミュニテ ィに もその ままあて はまると考え られる。 「情報や知識の

分かち会 い」、っま り 「通有」 とは、 メ ッセー ジの交換による意志の交流 に他

な らないか らであ る。 コ ミュニテ ィの メ ンバー間には利害関係はないので、 メ

ンバーは自己の意志決定や行動につ いて主体的な自由を持 っている。

(3)コ ミュニ ケー ションのルール

データコ ミュニ テ ィは、 メッセージの交換 とい うコ ミュニケー ションによ っ

て支え られ る。 メ ッセ ージを発信 し受信 するの はコ ミュニテ ィの メンバーであ

る個人だが、 コ ミュニ ケー ションの場ではその個人の主体は必ず しも重要視 し

ない。交換 され るメ ッセー ジその ものが重要 なのである。受信 した メンバ ーは、

誰が発信 したのか よりも、メ ッセー ジの内容を問題 とす る。但 し、 メ ッセー ジ
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はメ ンバ ーが直接発信 した もので あり、なん ら加工処理 されていない必要があ

る。っま り、人格 か ら独立 した加工 されて いない生 データによるコ ミュニ ケー

ションによって コ ミュニ ティが成立す る。

このよ うなコ ミュニテ ィでは、必ず しもメ ンバーに全人格 の投入を求 めない。

メ ンバーが コ ミュニテ ィにより異なる顔を持 っていて も良 とする。異な る顔が

整合が取れない場で も、例えばあ るコ ミュニテ ィと別の コミュニテ ィで同一人

物が全 く反対 の意思表明であるメ ッセージを発信 していたと して も、問題があ

るとすれば当の個人 にあ りコ ミュニテ ィで はこれ を追及 したりは しない。 メン

バーの名前 は発信 し受信 した個人 を、他の個人 と区別す るための コー ドの機能

を果たせば十分であ る。

もちろん コ ミュニテ ィによっては全人格の投入を求 める場合 もあ る。パ ソコ

ン通信 において も、 コ ミュニケーシ ョンの当初 はそれぞれニ ックネーム等の匿

名で あって も、 コ ミュニケー ションの内容が込み入 って きて相互の人格の確認

が必要 とな って くる と、実名が交換 されてい る。 さ らには、パ ソコン通信では

物足 りな くな って くるとフェイス ・トゥ ・フェイスの コ ミュニ ケー シ ョンに発

展 している。

このよ うなコ ミュニテ ィと従来のコ ミュニ ティとの コミュニケーシ ョンにつ

いての相違 は次の通 りで ある。従来の コ ミュニテ ィではメ ンバーの間 に何 らか

の利害関係が あ ったが、データコ ミュニテ ィで はメ ンバ ーの出入 りは比較的自

由なので メンバー間の関係 はフラ ッ トとなる。 フラ ッ トな関係の中で、 メ ンバ

ーは コミュニテ ィにメ ッセー ジを発信 し、他のメ ンバーか ら帰 って くるメ ッセ

ー ジによ って、 自己のメ ッセー ジの評価や位置付けを確認する。 このや りとり

の結果を自己の判断や行動 に成果 として活用す る。従 って、責任 は全て メンバ

ーであ る個人 にあ り、 コ ミュニテ ィはなん らの責任 もない。

(4)コ ミュニケー シ ョンの姿

現代社会の情報 の流れ は、情報が専門家か ら一般人 に伝わる過程 において熱

力学のエ ン トロピーの よ うに徐 々にポテ ンシャルが下が り(専 門性が薄れ)、

しか し広 い範囲 に吸収 されてい く。 この過程で、専 門家 は専門家 同志の コ ミュ
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ニ ケーシ ョンにより意志決 定や行動を起 こし、 このや りと りを他の関連事項 と

共 に評論家がかみ砕 いてマス コ ミ等に流 し、一般人は この情報 と一般人 同志の

コ ミュニケー ションによ り状況を認識 し行動 してい く。一般人が直接専門家 と

コ ミュニケーシ ョンす ることもあ るが、頻繁で 自由 と言 うわけではない。つ ま

り専門家、評論家、一般人 という垂直的な流通構造 を持 ってい ると言え る。

データ コミュニテ ィでは、 メンバ ーの参加 は自由で あるので水平的 な情報流

通構造 を有す ることとなる。っま り、 コ ミュニテ ィの メンバーは前述の用に知

識の共有を 目的 として いるため、専門家、評論家、一般人 とい う境 目を意識せ

ず、 コ ミュニケー ションのなかでメンバーの特質が発揮 され る事 とな る。

図表3-2-1現 在の コ ミュニケーシ ョンとデータコ ミュニテ ィの

コ ミュニケーシ ョン

現在の コミュニケー ション 〉 データコ ミュニティ

情報交換の支流 情報交換の本流 情報交換の本流

一般人:一 般的な話題

↑(咬 み砕いた内容)

評論家:各 分野の関連

性を分析評価

↑(専 門 的 な評 価)

専門家:専 門的な話題

国 ←

↓

↑

闇 ←

↓

評論家

↑

(5)コ ミュニ ケーシ ョンの課題

コ ミュニ ティを支 えるのが メ ッセー ジであるため、 コミュニテ ィを壊すの も

メ ッセージであ る。 デマや逆情報を組織的に入力 され た場合、 コ ミュニテ ィと

シして選別 ・排除す る仕組み は持 って いない。 メンバーが後述 す る情報消費学を
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身に付 けることのみが、対処策である。

3.2.2コ ミュニティメンバーの資質とコミュニケーシSン ツール

(1)情 報化社会のアーキテクチュア

情報化社会とは、情報の価値の比重が高まると共に、情報の発信 と受信が民

主化されることである。っまり、媒体を通して世界中の誰 とで も交流でき、世

界中の何のことにも自分が参加できる。世界中の誰 もが自分 と交信を して くる

ので、誰もが自分に係わって くる。この事は、従来の境の概念が変質 し、社会

の基本的構造1こ変革をもたらす可能性を持っている。価値を持った情報が、時

間、空間、文化の境を超えてやりとりされる情報化社会では、従来の境である

国境や文化的な境目が意味を持たない場面が登場 して くる。個別の点について

は3.2.3で 触れるが、社会全体のアーキテクチュアはどの様になるのであろう

か。又、必要であるかどうかは別として、情報の制御構造はどのようになるの

であろうか。

② 情報の消費学

情報化社会において個人が身に付けなくてはならないものは、溢れる情報の

なかから必要な情報のみを見付け出 し自分のものとする能力、情報の消費学で

ある。

その一つ目は、情報の受信 もしくは選択能力である。様々な情報のなかから、

信頼できるものと出来ないものという情報の質を区別しなければならない。そ

のまま意味を採って良い情報と、いわゆる 「行間の意味」を理解 しなければな

らない情報の吟味能力が必要である。必要な情報のみを取り出 し、無用なノイ

ズ(雑 音)か ら身を守るすべを知る必要がある。情報は様々なメディアを通 し

て流れて くるが、 メディアにはそれぞれの特質があり、内容によって表現 しや

す く伝わり易い、または逆の性質を持つ事を知る必要がある。情報の選択は基

本的には扉を大きく開けながら、個人の能力に応 じて必要な情報のみを限定 し

てゆく。情報の選択能力もしくは価値判断能力は、個人が必要な知識を身に付

けると共に、情報を単一のソースに頼 らず複数の情報を比較 し選択精度を高あ
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る行動、っまり常にクロスチェックを行 うことによってもたらされるものであ

る。

二つ目は、情報の資産化能力である。受け入れた情報を整理、保存、加工 し

効率良 く活用する。 もちろん、一時的に必要な情報と保存すべき情報は区分 さ

れなければならないし、その基準は適宜見直し、ある程度の将来を見通 した上

で状況に応 じた改訂を行う必要がある。情報を整理する体系 も個人の生活環境

にあわせて変化 し充実させる必要がある。情報の保存期間も、例えば情報が新

鮮でなければ意味が無いような場合の長期保存は無駄であるように、内容によ

り変える必要がある。保存するためのメディアにしても、情報の量、表現方法

(文字、画像等)、 情報を保存 し再び活用する時の便利さ、経済性等により最

適なもの、 もしくはコンビネーションを選ぶ必要がある。っまり、情報を資産

化 し、あとから何倍にも活用する能力を個人が持つ必要がある。

三つ目は、情報の発信 もしくは表現能力である。情報が価値を持つ社会では、

価値ある情報を発信するものが評価され、価値ある情報とは他のメンバーが理

解できる表現が必要 となる。先ずは、誰に情報を発信するか、誰と結び付をつ

くるのかの選択が問題となる。情報を受け取 ったら、その送り手に対 してどの

ような行動を取るべきか、どの様な情報発信をすべきか。っまり、自分を中心

としてどのようなネ ットワークを創って、もしくは維持発展させ、または消滅 ・

させていくのか。情報が望んだ相手に正確に伝わるには、どの様なメディアに

よりどの様な表現方法を採 ったらよいのか。

㈲ 情報を消費するツール

情報を消費活用するためには、個人 として身に付けなければならない知識 ・

経験と共にその行動をサポー トするツールが必要となる。現代においても、必

要な情報の大半は公開されており、課題は情報の評価 ・判断力と共にそのアク

セス、っまり所在を知り入手方法を知ることだと言われている。専門家の努力

の結晶は膨大な書類となって図書館に保存され、日々の社会活動は新聞 ・雑誌

・テレビ・ラジオ等を通 じて個人の空間に続 々と流れ込んで くる
。情報がコン

トロール出来無い状況は、川が氾濫 して目の前の水が利用できないのと同じで
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あ る。情報 をコ ン トロールす るためには、情報を扱 い易 い大 きさに きり取 り、

これを探 し易 い様 に並べ る必要がある。書籍、新 聞、雑誌、テ レビ、ラ ジオ等

もこれを行 うことによ り付加価値を付 けて いるのであるが、情報の奔流 に対処

す るにはメデ ィアを越えて これを行 う必要が ある。 さらに、並んだ情報 か ら目

的にあ った ものを探 しだす、っ まり情報のスキ ャンが必要 とな る。 これは、ま

さにデータベースである。

現代の データベースは、企業内データベー スや商用 データベ ース として活用

されてい るが、個人が情報消費能力を身に付 けるには、社会的なイ ンフラス ト

ラ クチ ュア として データベースを位置付けその整備を図ると共 に、個人 も自分

で データベースを持 ち、様 々な レベルのデー タベー スを有機的に活用す る能力

を持 つ必要があ る。

(4)コ ミュニテ ィとの付 き合 い方

従来の コ ミュニテ ィとメ ンバーの関係そは、例えば地域 コ ミュニテ ィに関 し

て は一つの コ ミュニ ティに属 して、その コンセ ンサ スにつ いては大体の了解が

得 られれば良か った。 しか し、 データコ ミュニテ ィではメ ンバー との間に契約

関係 はな く、あ るのはメ ンバー間の2者 関係であ りコ ミュニティはその集合で

しかない。民主主義による多数決 と言 う我 々が慣れ親 しんできた方法 は、意思

表明が人格 を持 った個人 によりな され る と言 う前提 の上 に成 り立 っている。従

って、人格 か ら独立 したメ ッセー ジの交換 によって成立す1るデータコ ミュニテ

ィについては必ず しも適切 な方法ではない。 コミュニテ ィの コンセ ンサスは交

流 され るメ ッセー ジによって醸 し出され ることとなろうが、決定 と言 う手続 き

は どのよ うに成 されるべ きか。醸 し出す ための コ ミュニテ ィと、決定を伴 うコ

ミュニテ ィを区別 し、後者の メンバーには人格 と結 び付 いた メッセー ジ発信が

要求 され る事 になるのではないだろ うか。

以上の ことは、個人 にとって コ ミュニテ ィの付 き合い方、 自分 の生活空間に

おける位置付けの明確化が必要 とな ることを物語 って いる。 目的にあ ったコ ミ

ュニテ ィを探 して、い くっかの コ ミュニテ ィを渡り歩 き、深 い付 き合 いの コ ミ

ュニテ ィと、軽い付 き合 いの コ ミュニテ ィを 自分の回 りに築 き上げてい く。す
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ぐ壊れ るコ ミュニテ ィもあれば、変質す るもの もあ る。長 く続 いて社会の核 と

なるコ ミュニ ティもあ る。社会的イ ンフラス トラクチ ュアの形成は従来行政が

行 って きたが、情報化社会で は個人が コミュニテ ィのメ ンバー と して参加す る

ことによ り、直接関与す ることが出来 るのである。

⑤ メンバーの課題

現代 社会で は様 々な分野で 自動化が進展 し、その便益 は個人に とって生活の

質の向上 を もた らす と同時 に、一方で はかっては身にっいていた生活上の様 々

な事柄 を感知 し判 断す る能力をそいで いる。天気予報の発達 は昔の人が持 って

いた天気予知能力 を無用の もの として しま った。銀行や ク レジ ットカー ド等の

金融処理の高度化 によ り、個人 の収入 と支 出は銀行 口座の上で 自動的に処理 さ

れ、 自分の収入が幾 らで、 自分が どの用途 にどれだけ支出 して いるかを常 に意

識 して いる必要はな くな った。 しか し、 自分の全体像が分か らな くな って しま

って いる。

データ コミュニテ ィにおいて は、 メ ンバ ーを物語 るのは発信 した メ ッセー ジ

のみで あ り、 メッセー ジの上 にメ ンバ ー像が形成 されてい く。 メ ンバーが この

虚像 を相手に コ ミュニ ケーシ ョンす る事に慣れて しまい、実像 と錯覚 して しま

うことは十分考え られ る。 コ ミュニテ ィに参加 して自分の世界 を広 げることに

熱 中す るあま り、 自分の実像が分か らな くなって しま う、相手 にっ いて も虚像

と実像の区別が付か な くな って しまう。

虚像 と実像の区分 けを常に明確 に し、実像を確 かめるためにはフェイス ・ト

ゥ ・フ ェイス等広義のデ ータコ ミュニテ ィにコ ミュニ ケー ションの質を拡 充 さ

せ るこ とが必要 となろう。便益 は両刃の剣であ る事を忘れて はな らない。

3.2.3デ ー タコミュニテ ィ形成への課題

データ コミュニティは距 離、空間、時間、 さ らには国籍、文化を越えた コ ミュ

ニケーシ ョンによ って支え られ る コミュニテ ィであ る。 この従来の コ ミュニテ ィ

にはない特質か らその成立 には様 々の課題が ある。
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(1)通 信 コス トの課題

イギ リスの郵便の歴史 に見 られ るように、通信料金の体系はその仕組みの

社会への普及のみな らず、文化 圏への影響が大 きい。 ここで、1840年 にローラ

ン ド・ヒルが実施 した郵便改革 にっいて、その内容を振 り返 ってみ る。

① 郵便料金の値下げ

当時の郵便料金は極めて高価であった。その原因の一つは、郵便の事業収

益の国家納付金が過大であったことである。増大する国家歳出を賄う為に政

府は安易な方策 として官営郵便料金の値上げを続けていた。二つめの原因は

郵便馬車の運行経費の増大である。鉄道が普及 してきた当時において、効率

の悪い馬車を運送手段 として使い続けていた。

この高価な料金のため、郵便の利用の多 くは商工業者や富裕階層に限 られ、

彼 らにしても頻繁に利用するという訳にはいかなかった。ましてや、中産階

層は殆ど利用 していなかった。この様に特権階級のものであっては、郵便の

需要は限界があり、今後も料金値上げが続けられる事となる。 この、需要拡

大のために、ヒルは料金値下げを主張 し実施 したのである。

② 全国均一料金

1812年 の シングル レター(用 紙一枚の手紙)の 郵便料 金は、距離 によ り1

ペニーよ り始 ま り、1ペ ニ ー刻みで14段 階の料金体系であ った。っま り、14

倍の格差があ り遠隔地 との通信 は抑制されていた。 この体系 は、遠 くまで運

べばそれだけ手 間や運送費が掛か るとい う、物を運送す るとい う考え方であ

る。

ローラ ン ド・ヒルは、 「距離が短 くて も、その通数が少なければ一通 あた

りの費用 は大 き くな り、鉄道の発達 は距離 自体が輸送 コス トを大 き く左右す

る要因 とはな らない」 として、郵 便料金の全国均一制を導入 した。料 金を郵

便事業全体 の コス トか ら算定す る事によ り、その引き下げ とと もに均一制 を

導入 し需要の拡大を図 ったのであ る。
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③ 重量別料金

当時の郵便料金は、重量に加えて書状の枚数によって変動 した。 したがっ

て、郵便引き受け人は料金の算定に当たって、書状の枚数を数える必要があ

り、その手間がコス ト増大の一つとなっていた。ヒルは、これを重量制一本

に簡素化 し、全国均一料金とともに利用者に分かりやすい体系とし、需要の

増大を図った。

④ 切手による料金前納制

郵便改革の礎とも言う1680年のロン ドンペニー郵便で好評であった、料金

前納制に加えて、ヨーロッパの一部の国で採用され始めた切手を導入 した。

ロンドンペニー郵便であっても、郵便の差 し出しには郵便引き受け所へ行 き

料金を支払わなければならなかったが、切手を予め購入 しておけば、郵便を

出したいときに切手を貼るだけで良いことになった。郵便の差し出しは、市

内に設置された書状引き受け所にもってい くか、市内をベルを鳴らしなが ら
ノ

回遊 するベルマ ンに預 けることにな ったが、1855年 には郵便ポス トが ロン ド

ンに設置 され一層便利 とな った。 ポス トはその後各地に広が り、1973年 には

全国で9,000個 設置 された。

以上のことから次のことが学べるのである。料金の均一化は需要の拡大に役

立 ったのは言うまで もないが、加えて均一な文化圏の拡大に大 きく貢献 したの

である。ロン ドンに開花 した文化が地方に伝わるのに料金格差が14倍 あっては、

そのスピー ドが遅いばかりではなく、伝わる相手も階層が限られて しまう。料

金の遠近格差が文化の格差を作っていたのであった。料金の均一化は手紙や書

籍の流通拡大をもたらし国内における文化の均一的浸透をもたらしたのである。

イギ リスではさらに海外植民地やイギ リス連邦諸国間でも料金均一を採用 しイ

ギ リス文化圏の拡大を図 った。値下げと共に、重量制という分かり易い料金体

系も、郵便と言う社会的インフラス トラクチュアを大衆の物にするのに役立 っ

た。切手 と言 う代金支払いの容易な制度 も普及には必須であった。

データコミュニティはメッセージの交流によって成り立つのであるか ら、メ
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ッセージを送受するたあの通信の仕組み とコス トが重要であることは言 うまで

もない。イギリスの郵便に見 られるように、社会的インフラス トラクチュアと

して、通信コス トは均一で遠近格差が無 く、安 く分かり易い料金体系で、代金

支払いが容易である必要がある。今後は多様なメディアを介 して、多様な付加

サービスを伴ってコミュニケーションが行われると予想されるので、料金体系

や支払し・方法は複雑化が予想される。現在の商用データベースサービス料金体

系をみてもその複雑さが分かる。複雑さと理解 し易さとは必ず しも相反するも

のではないが、利用者が利用や支払いにおいて戸惑うことが無いようにする必

要がある。

(2)通 信イ ンフラス トラクチュア

データコ ミュニテ ィにおいて、 メッセー ジを交流す るための通信は最 も重要

なイ ンフラス トラ クチ ュアで ある。 どの様 なイ ンフラが必要 とされ るのか、我

々は交通 ・物流や金融の歴史 に学ぶ ことが出来 る。

交通 ・物流では"よ り速 く、 よ り快適に、よ り安 く"運 べ るシステムが技術

の進展により順次開発 され実用化 され た。 このため、移動 ・輸送 ニーズにあわ

せた交通 ・物流の質 ・能力の実現 に設備投資が成 され、ライフスタイルの変遷

を支えたので あった。 また、金融では、銀行が家計の余剰貨幣 とい う供給 と、

企業の投資資金 という需要を適合化させ、社会全体の財の形成 と言 う役割 を果

た した。

以上か ら、通信 において も"よ り速 く、よ り快適に、 より安 く"コ ミュニケ

ーシ ョンで きる設備投資が社会 的に必須であ り、金融における銀行 のよ うに需

要 と供給 を適合 させ社会的に価 値(財)を 高め るよ うな機関 または機能の必要

性が認識 され る。

(3)国 家、文化の壁

デー タコ ミュニテ ィはメ ッセー ジの交換によ り支え られ るため、メ ッセージ

の送信 ・受信が可能 な通信環境 さえ整 っていれば世界中の誰 もが メ ンバー とな

る。 メンバーの間の コ ミュニ ケー シ ョンは必然的に国境を越 えて行われ ること
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となる。国境を越えて データが行 き来す る事にっいて は、現在で も既 にTDF

問題(Trans-borderDataFlow)と してのOECDの 検討課題 となっている。

TDFの 場合は、アメ リカの商用データベースに ヨー ロッパが侵略 されて しま

うので はな いか とい う、 ヨー ロッパ諸 国の心配 がさ らに国境を越えた資金流通

の活発化によ り国家権力の侵害を も感 じさせていると ころか ら起 きてい る。デ

ータ コミュニテ ィが社会の構成要素の重要な位置を占めた場合 は
、国境 その も

のが意味を持 たな くな る可能性 もあ る。 そこまでいか なくて も、デー タコ ミュ

ニテ ィの比重が増す にっれ現在の様 々な国家、文化の壁が コ ミュニケー ション

を阻害す る課題 とす る。

国家、っま りメ ンバーが国籍を意識 しなけれ ばならない壁 と しは、パ スポー

トや ビザ、税関 や検疫、為替等がある。為替 は、特に現在の様 な変動制が メン

バ ーの コ ミュニ ケーシ ョン、 コ ミュニテ ィの維持 にとって大 きな障害 となる。

メ ンバーの間で は共通 の価値観が成立 しているのに、昨 日と今 日で金銭価値が

異な っては困るのであ る。 しか し、金融の歴史 を見れば、貨幣が金銀銅等の素

材価値か ら紙幣 のように発行者(国 家)の 社会 的信用 と価値保証 を背景 とした

信用貨幣に発展 しなが らも、国際社会で は未 だ信用貨幣が確立 していないと言

う現状があ り、 国家の壁 の厚 さが課題であ る。

さらに、文化 や言語 の壁 もあ るが、 これは集 団と して捕 らえ ると大 きな壁で

あ るが、個人間の問題 ではコ ミュニケーシ ョンの活発化により乗 り越え られ る

課題であろ う。国際結 婚等を見て も、問題があ る場合 は本人達よ りも親類等 ま

わ りの人 々で ある。社会の仕組みを変化の しやすさで階層的 に描 くと下図の様

にな り、経済、政治、宗教、言語、人種の面で変化が困難 と言 う事がで きる。

しか し、個人 を主体 としてみ ると集団でっ くりあげた経済や政治の方が変化 さ

せ るのが 困難 な壁 と言 うことになるか もしれない。
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図表3-2-2社 会の仕組み と変化の しやす さ

困 難 く 変化のしやすさ 〉 容 易

文

国

経済圏

(4)教 育の課題

データコミュニティが社会構造の中で占める比重を増大 していく過程で、問

題となるのは教育である。データコミュニティのメンバーが身につけるべき資

質にっいて3.2.2で 述べた通 りであるが、その基本は従来と異なる人格形成を

必要としている訳ではない。自己が何であるか、自己の能力の果たしうる範囲

は何処までかを認識 し、他人の言 う事に耳を傾け内容を理解 し、自分の考えを

他人に分かる表現で伝える事である。 もちろん、他人の言 うことを理解する能

力や、分かりやす く表現する能力は技術訓練によって修得 しうるものであろう。

しかし、より重要なのは自分で考え、様々の情報から真実の姿を浮かび上が ら

せ、新たな課題解決の方策を発想する能力である。コミュニティと共存 しなが

らも、コミュニティに同調 し埋没するのではな く、コミュニティに新たな可能

性を持ち込む能力が望まれる。現在の我が国の教育は、偏差値に代表される様

に情報の丸暗記 とその再生という技術を重視 したものとなっていると言われる。

丸暗記とその再生はコンピュータやロボットに得意な処理であり、これ ら人間

が作った物の能力を人間が追いかけるのは無意味であるのは明 らかである。コ

ンピュータやロボットの方が正確で速いのは当然だからである。

〈参考文献〉

○ 「郵便の歴史」 星名定雄 みすず書房
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結 びにかえて

デー タコミュニテ ィの研究を始 めて3年 という時間が過 ぎた。強 い必要性 を感 じ

なが らも、おぼろげな"デ ー タコ ミュニテ ィ像"を 明確 にすべ く議論を重ねてきた

が、現在にお いて も、"デ ー タコ ミュニテ ィとは"と い う問いか けに対 して、検討

に参加 したメ ンバーの答え は必ず しも一致 して いない。報告の最後 に当た って、そ

の姿を再度振 り返 ってみ たい。

〔なぜ、 データ(コ ミュニテ ィ)な のか〕

コ ミュニテ ィとは、人の集ま りであ り、その メンバ ー間の コミュニケー ション

によ り成立 している。 コ ミュニケーシ ョンは、言葉や文字で表 された情報 によ っ

て成 され る。 この場合の情報 とは、単 に言葉や文字 によ り表 された意味 に留 まら

ず、その情報 を発信 した人 が誰であ るか、 どのよ うな状況で発信 したのか等、発

信 した背景を も含んでい る場合が多い。つ まり、発信 した人の"息 づかい"が 聞

こえるのが情報であ る。

これ に対 し、 データとは記号で表 され、記号の意味 しか伝わ らない もの、 と定

義 してい る。発信者が どの様 な思 いを込 めて も、データはその表 される意味で一

人歩 きす るので ある。現代 では、 このよ うな コ ミュニケー ションは日常 的であ り、

新 聞、雑誌、テ レビ、 ラジオ等のマス コ ミは殆 どがそ うである。我 々は 日々流れ

込んで くる情報 の殆 どを、 その 出所や背景を気にせずに、読み取 ることが 出来 る

意味 そのままを受 け取 って いる。情報が多過 ぎて受け取 らざるを得ない とも言え

よ う。 もちろん、 この"薄 味の情報"だ けでは様 々な問題 に対処で きるはず はな

く、 より"こ くのあ る情報"を 求めて努力を しているが、 限界があ ると言 うのが

正直な ところで はないだろ うか。

この現状 を積極的に認識 し、 コ ミュニ ケー シ ョンが"情 報"で な くて も、"デ

ータ"で あ って も成立するコ ミュニテ ィがデー タコ ミ
ュニティである。 デー タと

いうのは3.1で 述べたよ うにメ ッセー ジであ るが、データは記号 で表 されて いる

ため加工 ・編集 し易い と言 う面を持 って いる。 この特質はデータベース化 により

資産化で きると言 うプラス面を もっ と同時に、加工 によ り変質 して しま う場合が

あ ると言 うマイナス面 も持 ってい ることに注意す る必要が ある。
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〔なぜ、(デ ータ)コ ミュニティなのか〕

コミュニティの変質の必要性にっいては1.1で 述べた通りであるが、 コミュニ

ティを人間が生活 していくために他人と共同作業をする知恵の一つであると考え

た。原始社会においては、血縁のみが厳 しい自然から身を守って くれた。農業社

会では、地縁のみが食物を得る保証であった。工業社会では、社縁が終身雇用を

通 じてサラリーマンの一生を保証 した。人は、これらのコミュニティに属するこ

とにより生活の保証を得たのであった。では、情報化社会では、何が個人の生活

を支えるのであろうか。

情報が価値をもっと言われる情報化社会では、情報に関する主権が個人に属 し、

組織に属すのではないことを明確にする必要がある。情報と言 う財は、プラスに

もマイナスにもなるので、組織が作 った情報が社会に基本的な財として受け入れ

られれば、個人の財を侵害する可能性があるからである。

個人が、情報 と言 う自分の財を守り増やしていくためにはどうしたら良いのか。

自己の能力向上に努めるのは当然 としても、現在においてもその限界がいわれ、

対応 していけない"落 ちこぼれ"が 出て くるのは明らかである。自分に出来ない

ことは他人に頼るしかない。個人が自己の情報の品質を高め価値の向上を図るた

めに、お互いの情報や知識を活用する場、これがデータコミュニティである。こ

のコミュニティでは、価値ある情報や知識の交流にその存在価値があり、どの様

なメンバーが所属するかはそれほど重要とは言えない。 もちろん、メンバーであ

る個人にとっては、データコミュニティによって得た情報や知識を実社会の行動

に結び付けるという作業があり、ここで責任も発生するが、この責任は行動を採

った個人に帰するものである。

現在においても情報洪水に溺れそうになっている我々が、主権を持った社会の

一員として生き生きと日々を生きていくためには、データコミュニティを着実に

築き上げて行かなければならないと思うのである。
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